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近年、少子高齢化の急速な進展や核家族化など様々な理由から、家族や地域のつながりが希薄

化し、隣近所の住民がお互いに助け合って暮らしてきたかつての地域社会は大きく変わってきま

した。それに伴い、災害時における高齢者や障がい者等への支援の問題、子どもや高齢者等への

虐待問題、ひとり暮らし高齢者の孤独死など様々な社会問題が生じています。 

本市では、平成２１年１２月に「みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり条例」を制定し、

市民、事業者、市が相互に協働・連携し、一体となって支えあう地域社会を築くことを目的にそ

れぞれの責務や役割を定めました。さらに、この条例を具現化するため「行橋市地域福祉計画」

（第１期：平成２２年度～平成２４年度、第２期：平成２５年度～平成２９年度）を策定し、地

域社会を構成する人々が安心して自立した生活や社会参加ができるように地域福祉の推進に取り

組んできました。 

これまでの成果として、高齢者の交流の場である「いきいきサロン」や災害時に備えた自主防

災組織が各地域で設立され、住民どうしの交流やつながりが促進されるとともに、一部の地域で

は住民が独居老人等を訪問して安否確認をするなどの見守り活動も行われるようになってきまし

た。また、地域住民や福祉サービスを必要とする人たちの相談機能として、市内６中学校区に

「高齢者相談支援センター」が設置され、さらには、「障がい者基幹相談支援センター」や生活

困窮者のための「生活相談センター」等も設置され、相談機能の充実を図っています。 

しかしながら、地域で活動・交流する人たちの高齢化が進むとともに、地域の身近な相談役で

ある民生委員やいきいきサロンのリーダー、自治会長なども高齢者が多いのが現状です。また、

相談については、高齢者、障がい者、子ども、生活困窮者など各属性が複合的にからみあった

ケースや虐待問題、権利擁護など行政だけでは対応が困難なケースも増えてきています。 

本市では、これまでの成果や地域福祉を取り巻く実情・課題を踏まえ、市民が住み慣れた地域

でともに支えあいながら暮らせるまちづくりを継続して推進するため、今般「第３期行橋市地域

福祉計画」を策定いたしました。 

本計画策定にあたり、議論を重ねていただきました推進委員会・推進実務者会議の皆様をはじ

め貴重なご意見をいただきました市民・関係者の皆様に深く感謝を申し上げます。 

 

平成２９年３月 

行橋市長  田中 純 
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ひらがな表記しています。ただし、法律・条例や制度等の名称、施設・法人・団体等の固
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第1章 第3期計画の策定にあたって 

１ 計画策定の背景 

● 福祉を取り巻く環境の変化 

わが国は総人口が減少するなかで、高齢化率は上昇を続け平成27年には26.7％と

世界で最も高い水準となりました。 

また、国が発表した将来人口推計によると、今後は少子高齢化と人口減少がさらに

進み、43年後の2060年には、総人口は約8,674万人となり、約４割が高齢者となる

時代が到来することが予測されています。 

国はわが国の構造的な問題である少子高齢化の対策として、誰もがあらゆる場で活

躍できる「一億総活躍プラン」の実現に向けた取組みを始めました。 

少子高齢化に加えて、都市化・核家族化の進行や、個人の価値観の多様化等により

地域のつながりが薄らぐなど、わたしたちの地域社会のあり方も大きく変わってきて

います。このため、高齢者等の孤独死（孤立死）や、児童・高齢者・障がい者等への

虐待、長引く景気低迷等を原因とする生活困窮世帯の増加等、さまざまな課題がでて

きています。 

その一方では、ボランティアやNPO等の市民活動が活発化し、市民と協働する、新

たな福祉の展開が可能となる基盤が作られつつあります。 

また、平成２３年３月１１日の東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）や平成２８

年４月の熊本地震による、災害対策をはじめとした、地域での支えあい・助け合いの

重要性が再認識されています。 

● 本市における地域福祉の取り組み 

本市では、平成21年度に「みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり条例」の制定

と併せて「行橋市地域福祉計画」（第1期計画）を策定し、地域ワークショップを継続

して開催する等、市民や地域の関係団体と連携・協働しながら、地域福祉に関する具

体的な取り組みを進めてきました。第１期計画の成果と課題を踏まえ、平成25年度か

らは第２期計画として具体的な取組みを継続しながら拡げるとともに、生活困窮者へ

の支援など新たな取り組みも始めました。 

また、本計画を受けて、行橋市社会福祉協議会においても「地域福祉活動計画」が

策定され、市・社会福祉協議会がそれぞれ策定した計画が整合を図りながら、いきい

きサロン拡充が進む等の地域福祉活動を展開しています。 

市全体の政策の面からみると、本市の最上位計画である「第5次行橋市総合計画」

（計画期間：平成24～33年度）では、まちの将来像を「魅力がいっぱい 人が集ま

る パワフル ゆくはし」とし、その実現を目指して、基本目標「ひとを育むまち」

のもと、本市の保健福祉医療分野の基本施策として「ライフステージ支援プロジェク

ト」を定めています。平成29年度からの後期基本計画でも、引き続きこの「ライフス

テージ支援プロジェクト」の第一分野として「地域福祉の推進」が設定されており、

本市の施策でも充実が望まれている分野であるといえます。 

こうした市の総合計画の方針等も踏まえながら、市民や関係団体・事業者等と行政

との協働により、だれもが住みなれた地域で、安心して、いきいきとくらすことがで

きる福祉のまちづくりをより一層進めるため、第１期計画、第２期計画策定以降の本

市を取り巻く状況等を勘案しながら計画を見直し、「第３期行橋市地域福祉計画」を策

定するものです。 
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２ 計画の性格 

（1）「市町村地域福祉計画」の概要 

● 「市町村地域福祉計画」の法的位置づけ 

「市町村地域福祉計画」とは、社会福祉法第107条の規定に基づき、住民に最も身

近な市町村が、地域福祉推進の主体である住民等の参加を得ながら、地域のさまざま

な福祉の課題を明らかにし、その解決に向けた取り組みを示す計画です。 

福祉に関する計画は、従来「高齢者」｢障がい者｣「子ども」等の対象ごとに策定さ

れてきました。「地域福祉計画」は、「地域」という視点でこれらの対象ごとに共通す

る課題を整理し、地域で支援を要するさまざまな人（高齢者、障がい者、子育て家庭

をはじめとした日常生活で何らかの支援を要する人）の生活を支えていくための計画

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『社会福祉法』（地域福祉に関する条文の抜粋） 

（第1条 目的） 

この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、

社会福祉を目的とする他の法律と相まって、福祉サービスの利用者の利益の保護及び

地域における社会福祉（以下「地域福祉」という。）の推進を図るとともに、社会福

祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図

り、もって社会福祉の増進に資することを目的とする。 

（第4条 地域福祉の推進） 

地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行

う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一

員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機

会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。 

（第107条 市町村地域福祉計画） 

市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計

画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定し、又は変更しようとするとき

は、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関

する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるととも

に、その内容を公表するよう努めるものとする。 

1 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

2 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

3 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 
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● 「地域福祉」の担い手 

社会福祉法第4条によると、「地域住民」「社会福祉を目的とする事業を経営する者」

「社会福祉に関する活動を行う者」は、地域福祉の推進に努めなければならないこと

が規定されており、行政と共に市民・団体等も地域福祉の担い手となります。 

さらに、具体的にみてみると、国の計画策定指針（市町村地域福祉計画及び都道府

県地域福祉支援計画策定指針のあり方について）では、「地域住民」「要支援者の団体」

「自治会・町内会等の地縁型組織」「一般企業」「商店街」「民生委員」「ボランティア」

「特定非営利活動法人（NPO法人）」「社会福祉法人」「社会福祉協議会、地区（校

区）社会福祉協議会」などが示されています。 

本計画でも、国の考え方を踏まえ、地域福祉の担い手として、市はもとより、市民

や、保健福祉医療等に関わる活動を行う地域の関係団体、事業者等を想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）民生委員・児童委員が正式名称ですが、本計画では、原則として「民生委員」と表記しています。 

 

 

 

 

国の指針（社会保障審議会「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の

あり方について」）における地域福祉の担い手（例） 

○地域住民 ○要支援者の団体 

○自治会・町内会、地縁型組織等 ○一般企業・商店街等 

○民生委員、福祉委員等 ○ボランティア（団体） 

○ＮＰＯ法人、住民参加型在宅サービス団体等 ○農業協同組合、消費生活協同組合等 

○社会福祉法人、地区社会福祉協議会等 ○社会福祉従事者（民間事業者含む） 

○福祉関連民間事業者 
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（2）「行橋市地域福祉計画」の位置づけ 

◆ 本計画は、社会福祉法第107条に規定する「市町村地域福祉計画」です。 

◆ 「第5次行橋市総合計画」における本市の保健福祉医療分野の基本施策である、

「ライフステージ支援プロジェクト」の一環として地域福祉の推進を図るため、

｢行橋市老人保健福祉計画・介護保険事業計画｣、「行橋市障害者福祉長期計画・障

害福祉計画」、「行橋市子ども・子育て支援事業計画」、及び「行橋市地域保健計

画」等の計画に共通する地域福祉の理念を明示するとともに、地域福祉実践の推進

を図るための基本的な方向性を定めた計画です。 

◆ 平成21年度に制定した「みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり条例」と整合

性を図りながら、福祉のまちづくりを推進していきます。 

◆ また、防災・防犯対策やまちづくり、男女共同参画、教育等の保健福祉医療分野以

外の関連分野の条例・計画等とも整合性を図っています。 

◆ さらに、行橋市社会福祉協議会の「地域福祉活動計画」（地域福祉推進のために社

会福祉協議会が取り組む活動内容等を整理した計画）と本計画は、同じ地域福祉推

進を目的とする計画であることから、車の両輪として位置づけてきました。第３期

計画ではより地域福祉の推進を図るために両計画を一体として策定しました。 

 

■ 計画の位置づけ ■ 
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行橋市地域福祉計画

行橋市地域保健計画

第５次行橋市総合計画

連携

みんなで支えあう
行橋市福祉のまちづくり条例

連動

策定 策定

両計画を一体的に策定
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● 「地域福祉」の担い手 

社会福祉法第4条によると、「地域住民」「社会福祉を目的とする事業を経営する者」

「社会福祉に関する活動を行う者」は、地域福祉の推進に努めなければならないこと

が規定されており、行政と共に市民・団体等も地域福祉の担い手となります。 

さらに、具体的にみてみると、国の計画策定指針（市町村地域福祉計画及び都道府

県地域福祉支援計画策定指針のあり方について）では、「地域住民」「要支援者の団体」

「自治会・町内会等の地縁型組織」「一般企業」「商店街」「民生委員」「ボランティア」

「特定非営利活動法人（NPO法人）」「社会福祉法人」「社会福祉協議会、地区（校

区）社会福祉協議会」などが示されています。 

本計画でも、国の考え方を踏まえ、地域福祉の担い手として、市はもとより、市民

や、保健福祉医療等に関わる活動を行う地域の関係団体、事業者等を想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）民生委員・児童委員が正式名称ですが、本計画では、原則として「民生委員」と表記しています。 

 

 

 

 

国の指針（社会保障審議会「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の

あり方について」）における地域福祉の担い手（例） 

○地域住民 ○要支援者の団体 

○自治会・町内会、地縁型組織等 ○一般企業・商店街等 

○民生委員、福祉委員等 ○ボランティア（団体） 

○ＮＰＯ法人、住民参加型在宅サービス団体等 ○農業協同組合、消費生活協同組合等 

○社会福祉法人、地区社会福祉協議会等 ○社会福祉従事者（民間事業者含む） 

○福祉関連民間事業者 
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■ 「みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり条例」の概要 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 計画の期間 

この計画の期間は、平成29～34年度までの6年間とします。 

なお、計画の期間内においても、社会情勢の変化や関連法制度の変更などが生じた

場合には、必要に応じて見直しを行います。 

 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度

       

見直し 
  

 
   

 計画見直し検討期間 

【目的（第1条）】 

この条例は、みんなで支えあう福祉のまちづくりを推進するため、その基本方針を明らかに
し、市民、事業者及び市の役割並びに基本方針を実現するための基本的事項を定めることによ
り、市民だれもが生涯を通じて安心して健やかにくらすことのできる地域社会を築くことを目
的とする。 

【基本方針（第3条）】 

市民、事業者及び市は、次に掲げる基本方針に基づき、みんなで支えあう福祉のまちづくり
を推進するものとする。 
（1）市民が個人として尊重され、かつ公平に福祉サービスを享受できるまちづくり 
（2）市民が地域で支えあい、安全、安心な生活を営むことができるまちづくり 
（3）市民が互いを思いやる気持ちを持つ、人にやさしい福祉のまちづくり 

【基本目標（第7条）】 

市民、事業者及び市は、みんなで支えあう福祉のまちづくりを推進するため、相互に協働
し、連携し、一体となって地域で支えあうしくみづくりとして次に掲げる事項について重点的
に取り組むものとする。 
（1）地域づくり 
（2）ひとづくり 
（3）しくみづくり 

【重点的な取り組み（第3章）の概要】 

第1節 地域づくり 

・市民が自ら進める地域づくり（第19条） ・市民活動団体間の連携（第20条） 
・地域づくりのための支援（第21条） ・家庭と地域での子育て（第22条） 
・市民による環境づくり（第23条） ・施設の提供（第24条） 
・高齢者、障がい者等の把握（第25条）  

第2節 ひとづくり 

・地域の人材育成（第26条） ・地域活動の推進（第27条） 
・市民の健康づくり（第28条） ・福祉を支える人材の育成（第29条） 

第3節 しくみづくり 

・安全、安心な生活の確保（第30条） ・情報の収集及び周知（第31条） 
・相談支援体制の整備（第32条） ・市の施設の先導的整備等（第33条） 
・施設整備にあたっての他法との整合性（第34条） 
・移動の確保（第35条） ・要援護者情報の整備（第36条） 
・災害時等における高齢者、障がい者等に対する対応（第37条） 

第 3 期計画期間 

第２期計画期間 
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4 計画策定の取り組み 

地域福祉計画は、市民や地域のさまざまな関係団体等の協力なくしては推進できな

い計画です。 

このため、本市では、第１期計画、第２期計画策定時と同様に今回の策定に際して

も、市民や関係団体等との協働を重視し、次のようなさまざまな手法を取り入れて、

市民や関係者の意見把握・反映に努めました。 

 

 

 

■ 計画の策定体制及び市民との協働・意見聴取の取り組み ■ 

 

 

 

 

 

 

＊ ワークショップ： 

多様な価値観や考え方を受け入れ、参加者の立場や年齢の違いにかかわらず、だれもが自由に意見を言

いやすいよう工夫された会議手法。講義等のような一方的な知識伝達ではなく、参加者全員が意見を出

し、課題解決のための方策の立案等を行う。 

＊ パブリックコメント： 

行政が計画策定等を行う際に市民等の意見を計画等により多く反映させていくために、策定途中段階で

原案等を公表し、市民等から意見提案を受ける制度。 
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地域ワークショップ
（市内１１小学校区で

平成２１～２３年度実施）

市民等との協働による計画づくり
（さまざまな方法による意見聴取）

意 見
提 案
要 望

各種アンケート
（ワークショップ参加者
・いきいきサロン等）

計画原案に対する
パブリックコメント

（平成２９年３月実施）

福祉のまちづくり推進委員会
[学識経験者・関係団体・住民代表]

福祉のまちづくり推進
実務者会議

関係機関団体・住民代表や庁内関係課の職員

調査
検討依頼

市 長

検討案
提案

調査・
検討依頼

検討案
提案

市民アンケート
（平成２８年５月実施）
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■ 「みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり条例」の概要 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 計画の期間 

この計画の期間は、平成29～34年度までの6年間とします。 

なお、計画の期間内においても、社会情勢の変化や関連法制度の変更などが生じた

場合には、必要に応じて見直しを行います。 
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 計画見直し検討期間 

【目的（第1条）】 

この条例は、みんなで支えあう福祉のまちづくりを推進するため、その基本方針を明らかに
し、市民、事業者及び市の役割並びに基本方針を実現するための基本的事項を定めることによ
り、市民だれもが生涯を通じて安心して健やかにくらすことのできる地域社会を築くことを目
的とする。 

【基本方針（第3条）】 

市民、事業者及び市は、次に掲げる基本方針に基づき、みんなで支えあう福祉のまちづくり
を推進するものとする。 
（1）市民が個人として尊重され、かつ公平に福祉サービスを享受できるまちづくり 
（2）市民が地域で支えあい、安全、安心な生活を営むことができるまちづくり 
（3）市民が互いを思いやる気持ちを持つ、人にやさしい福祉のまちづくり 

【基本目標（第7条）】 

市民、事業者及び市は、みんなで支えあう福祉のまちづくりを推進するため、相互に協働
し、連携し、一体となって地域で支えあうしくみづくりとして次に掲げる事項について重点的
に取り組むものとする。 
（1）地域づくり 
（2）ひとづくり 
（3）しくみづくり 

【重点的な取り組み（第3章）の概要】 

第1節 地域づくり 

・市民が自ら進める地域づくり（第19条） ・市民活動団体間の連携（第20条） 
・地域づくりのための支援（第21条） ・家庭と地域での子育て（第22条） 
・市民による環境づくり（第23条） ・施設の提供（第24条） 
・高齢者、障がい者等の把握（第25条）  

第2節 ひとづくり 

・地域の人材育成（第26条） ・地域活動の推進（第27条） 
・市民の健康づくり（第28条） ・福祉を支える人材の育成（第29条） 

第3節 しくみづくり 

・安全、安心な生活の確保（第30条） ・情報の収集及び周知（第31条） 
・相談支援体制の整備（第32条） ・市の施設の先導的整備等（第33条） 
・施設整備にあたっての他法との整合性（第34条） 
・移動の確保（第35条） ・要援護者情報の整備（第36条） 
・災害時等における高齢者、障がい者等に対する対応（第37条） 

第 3 期計画期間 

第２期計画期間 
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（1）計画策定体制（推進委員会・推進実務者会議） 

本市では、平成21年度に策定した第１期計画の進行管理等を行う機関として、学識

経験者や関係機関・団体代表等で構成する「みんなで支えあう行橋市福祉のまちづく

り推進委員会」（以下、「推進委員会」という。）と、当該推進委員会の下部組織として

行政職員も含めた実務者で構成する「みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進

実務者会議」（以下、「推進実務者会議」という。）の２つの審議機関を設置し、年度ご

とに計画の進捗状況の評価や計画推進のための方策の検討等を行ってきました。 

今回の第3期計画策定についても、第１期計画及び第２期計画の進行管理から継続し

て、この推進委員会・推進実務者会議において計画内容の審議を行いました。 

また、生活困窮者自立支援制度の創設に伴い生活支援課が推進実務者会議のメン

バーに加わりました。 

（2）地域ワークショップ  

平成21年度の第1期計画策定時に実施した地域ワークショップ（3小学校区）を平

成22・23年度も継続し、3年間で市内全小学校区（11校区）で開催しました。 

地域ワークショップでは、校区ごとに、市民や民生委員、いきいきサロン参加者等

の地域の関係者が集い、地域の課題やその解決策等の検討を行っており、これらのワー

クショップで協議された内容についても計画策定の基礎資料として活用しました。 

併せて、各種計画策定時等に実施した地域ワークショップの意見も活用しています。 

また、今回はじめて社会福祉協議会が夏休みの小学生を対象とした「めだかの学

級」で子ども達が地域でどのように活動しているか等、ワークショップ形式で意見を

聴きました。 

（3）各種アンケート調査 

本計画策定の基礎資料として地域福祉関係者の活動実態や意識等を把握するため、

平成24年度に「地域ワークショップ参加者アンケート調査（地域福祉に関するアンケー

ト）」と「いきいきサロンに関するアンケート調査」を実施しました。 

また、平成23年度に実施した「団塊の世代に対するアンケート調査」も計画策定の

基礎資料として活用しました。 

今回の第３期計画の策定の基礎資料として、平成28年５月に市内にお住まいの20歳

以上の方3,000人を対象とした市民アンケートを実施しました。 

（4）計画原案に対するパブリックコメント 

平成29年3月に、パブリックコメントを実施し、計画原案に対する意見聴取を実施

しました。 
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第２章 第２期計画の成果と課題 
 

各種統計データ等からみた本市の第２期計画策定以降の福祉等を取り巻く現状、及び

第２期計画の成果と課題の概要は以下のとおりです。 

１ 各種統計データからみた現状 

（1）人口・世帯の状況 

総人口は平成29年1月末現在で72,905人と過去最高を記録しました。65歳以上の高

齢者人口は20,577人で市民の3.5人に１人が高齢者となっています（高齢化率28.2％）。

第1期計画策定時（平成22年１月末）から総人口は1,000人弱増加しましたが「団塊の

世代」の高齢化等により高齢者は約4,000人の大幅増となっています。 

高齢化率は蓑島地区で44.4％と最も高く4割を超えていますが、市街地である行橋地

区は21.8％と、市内でも地域差が大きく表れています。 

単身高齢者世帯は年々増加し、平成28年には5,000世帯を超えています（平成28年

4月時点 5,182世帯）。 

（2）支援を要する人等の状況 

介護保険の要介護認定者・認定率は平成22年度以降の増加（上昇）が顕著であったが、

近年は緩やかになり、平成２８年１２月現在の認定者数は3,521人、要介護認定率は

17.1％に達しました。 

障がい者（手帳所持者）は、平成24年度以降、4,000人を超え、総人口の6％前後で

推移しています。 

18歳未満の児童人口は12,000人台で微減傾向にあり、平成29年1月現在で12,008

人、総人口に占める割合は16.5％まで低下しています。 

ひとり親家庭は年々増加しており、平成29年1月現在で854世帯（一般世帯の

2.7％）となっています。 

生活保護世帯も近年は約1,100世帯台で推移し、平成25年度以降は微減傾向にあり

ます。平成27年度末現在の保護率は21‰（パーミル）です。 

２ まちづくりに関する市民アンケート調査結果からみた現状 

現在の行橋市について「住みよい」、「どちらかといえば住みよい」と感じる人は７割

を超えており、「愛着を感じる」、「やや感じている」愛着ありの人も７割を超えています。 

地域の活動に「全く参加していない」、「あまり参加していない」不参加派は５割を超

え、理由として「機会がない」、「忙しく時間がない」といった、若い年代の回答が多かっ

たが、日常生活で不自由になったときに地域住民から受けたい支援、地域住民に自分が

できる支援では、「災害時の手助け」と「安否確認の声かけ」が全ての年代と全ての地域

で最も多い結果となりました。 
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の地域の関係者が集い、地域の課題やその解決策等の検討を行っており、これらのワー
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また、今回はじめて社会福祉協議会が夏休みの小学生を対象とした「めだかの学

級」で子ども達が地域でどのように活動しているか等、ワークショップ形式で意見を

聴きました。 

（3）各種アンケート調査 

本計画策定の基礎資料として地域福祉関係者の活動実態や意識等を把握するため、
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ト）」と「いきいきサロンに関するアンケート調査」を実施しました。 

また、平成23年度に実施した「団塊の世代に対するアンケート調査」も計画策定の

基礎資料として活用しました。 

今回の第３期計画の策定の基礎資料として、平成28年５月に市内にお住まいの20歳

以上の方3,000人を対象とした市民アンケートを実施しました。 

（4）計画原案に対するパブリックコメント 

平成29年3月に、パブリックコメントを実施し、計画原案に対する意見聴取を実施

しました。 
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地域福祉に関わる認知度では、身近な地域の相談者である民生委員を知らない人が5

割、市内のボランティア団体やＮＰＯを知らない人は7割を超えていました。地域福祉

計画の名前も計画内容も知らない人は約８割を占めていました。一方で休日夜間急患セン

ターなどの地域福祉に関する機関を利用する年代毎の認知度は比較的高い結果でした。 

また、行橋市がどのようなまちであってほしい将来像では、最も多かったのが「健康

と福祉のまち」、次いで「安全・安心のまち」、「住環境に優れたまち」と続いた。併せて、

健康で安心を実感できるまちづくりに重要なことの上位４つは、「社会保障制度の安定を

図る」、「保健や福祉に関する情報提供を充実させる」、「緊急時や災害時に身近な地域で

助け合う仕組みを作る」、「身近な場所で相談できる窓口を増やす」でした。 

「第5次行橋市総合計画」における本市の保健福祉医療分野の基本施策である、「ライ

フステージ支援プロジェクト」に掲げる8施策のうち7施策について、今後の重要度は高

いという結果でした。 

 

＜参考＞ 

■ 地域ワークショップ参加者アンケートからみた成果 

第１期計画策定時及び推進期間（平成21～23年度）に実施した校区ごとの地域ワー

クショップ参加者に対してアンケート調査を実施し、ワークショップに対する評価や参

加後の意識・行動の変化状況等を把握しました。 

アンケート結果によると、ワークショップ参加後に地域づくりに対する気持ちが変化

したと評価している人が6割を占めており、多くの人がワークショップを通じて地域づ

くりへの意欲が増していることがわかります。 

また、このようなワークショップの必要性を感じたという人も参加者の7割を占めて

おり、ワークショップが有効であると評価されているといえます。 

ただし、ワークショップ参加後に周りや地域に具体的な変化があったかという問いに

対しては、7割の人が「感じなかった」と回答しており、ワークショップで意欲が高まっ

ても具体的に活動が実践されたり、成果がでたりす

るところまでは至っていない様子がうかがえます。

しかしながら、市民参加型のワークショップを開催

したことで、地域の様々な活動を行う関係者の方々

と、地域福祉の推進に対する課題や解決するための

アイデアを共有することができました。このワーク

ショップを、地域福祉推進のひとつの柱として継続

していきたいと考えており、具体的な地域活動につ

ながるように、今後は行政主導型から地域主導型で

の開催ができるような取り組みを進めてまいります。 
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（詳細は次頁参照） 

進捗具合

進んだ
A B C
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  基本目標１
 　地域づくり

１２ 　３ 　８ 　１
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２２ 　７ １２ 　３

１７ 計画全体 ４２ １１ ２３ 　８

評価結果
区分 活動数
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※　評価基準について

← 進んだ（でいる） ←自助・共助

← 進んでいない ←公助

A：よく頑張りました・・・具体的な動き、成果がある
B：頑張りました・・・・・動いてはいるものの成果が無い、
　　　　　　　　　　　　　成果が少ない
C：もっと頑張ろう・・・・まだ動きがとれていない

1 C C

2 A A

3 B B

4 C B

5 C B

6 B B

7 B B

8 A A

9 C B

10 B B

助けあう組織をつくろう、防災訓練をしよう、避難所を確保し、知らせよう A A

防災意識を高めよう A A

地域で防犯活動を推進しよう B B

安心で安全な地域を目指そう B B

安心・安全なまちづくりの意識を高めよう B B

13 B B

14 A A

15 B B

16 B B

17 C C

18 C C

19 C C

20 C C

だれもが楽しめる行事をつくろう

社会福祉協議会の機能を強化し、地域のために頑張ります

子どもからお年寄りまで、みんなで交流しよう

みんなが使える活動拠点をつくります

地域であいさつ・声かけをしよう

手助けが必要な人を把握し、地域の関係者と情報共有します（地域支援マップ）

防災訓練をしよう

安心で安全な地域を目指そう

11

民生委員の活動を支援します

12

4 2 活 動 の 評 価
①地域づくり

② ひとづくり

地域で支えあうしくみをつくろう

身近で気軽に集える居場所をつくろう

いきいきサロンを広めよう

みんなで地域の課題を見つけよう

民間の事業者も地域活動に参加しよう

さまざまな特技を持った「地域の達人」を発掘し、活躍してもらおう

専門職の皆さん（看護師、教師等）出番です

地域で活躍できるボランティア・ＮＰＯ等を育成します

市民活動団体の活動を支援します

区・校区の見直しを検討します（コミュニティ組織づくり）

新たな地域相談役を見つけよう

特定の年代（子育て世代、高齢者）の交流は行われ
ている。 社協・福祉部各課

H25年 85ヶ所 → H28年 97ヶ所に増えた。 社協

社協・福祉部各課

社協・福祉部各課
・教育委員会

空家を活用して介護予防教室を実施。
地域住民集いの場の不足。
校区公民館を地域活動の拠点化推進。

社協・福祉部各課
・教育委員会

。）成醸の識意民住（化続継の動活。るいてれわ行てし続継で域地 全庁

一部の校区で見守り協議会が活動 活動の拡大・継続化（住民意識の醸成）。 社協・福祉部各課

高齢者に関する課題は高齢者相談支援センターを中
心に把握されている。

地域（高齢者以外）のニーズや課題を継続して把握
する仕組みが必要。 社協・福祉部各課

地域の支え合い活動に企業の協力が得られている。 地域課題と企業を繋げる協議の場が必要。 社協・福祉部各課

区長や民生委員に避難行動要支援者名簿を配布して
いる。

特定の人だけでなく、広く情報共有できる仕組みが
必要。 防災危機管理室

自主防災組織
H25年 80ヶ所 → H28年 102ヶ所に増えた。

組織数は増えているが、実動しているのは一部。 防災危機管理室

熊本地震による防災意識が高まっている。
（アンケート結果）

防災意識の継続化（希薄化対策）。 防災危機管理室

市民相談室

市民相談室

市民相談室

いきいきサロンの拡大、ボランティアセンターの設
立に向けた取り組み等を進めた。

行橋市のボランティア支援体制の見直しが必要。 社協・福祉部各課

活動に必要な情報提供（リストの配布）を行ってい
る。
地域の実情に合わせ、増員を行った。

認知度が低い。（アンケート結果）
職務の重責や高齢化によるなり手不足が深刻化。 社協・福祉部各課

新設されるボランティアセンターに期待。
目的毎のボランティア団体、ＮＰＯの整理と活動の
場づくり、マッチングが必要。 社協

自治会（１８４区）加入率
H22年 84.7％ → H28年 ８１％と微減。

自治会加入率の向上。（マンション等の集合住宅） 市民相談室

集落の状況に合わせ地元と協議を行っているが、理
解が得られない。

地元の理解が得られない。（基準作り） 市民相談室

いきいきサロンの世話人がサロン内での相談役を
担っている。

相談役のあり方（役割等）を整理する必要がある。 社協

社協

社協

住民意識の啓発と継続化が必要。

地域と関わりの薄い方をどう参加させるか。

サロンを基盤として、様々な世代や各種団体が参加
できる工夫を考える。

校区公民館で実施されている公民館事業を活用す
る。一部の校区では行事（お祭り、体験学習等）を通し

て、交流が継続して行われている。

新設されるボランティアセンターで個人登録が行わ
れれば効果大。

地域で安全・安心組織が結成されている。
NPOによるパトラン（ﾊﾟﾄﾛｰﾙﾗﾝﾆﾝｸﾞ）活動が始まっ
た。
定期的に講習会が開催され、防犯や交通安全施策が
継続して行われている。

特技をもった「地域の達人」や専門職の発掘と活躍
できる場の提供。

活動番号 活　動　名 前回評価 今 回 評 価 今回検証総括 現時点での課題 自助・共助と
公助の分類 役割分担（市・社協の取組み）

活動番号 活　動　名 前回評価 今 回 評 価 今回検証総括 現時点での課題 自助・共助と
公助の分類 役割分担（市・社協の取組み）
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地域（高齢者以外）のニーズや課題を継続して把握
する仕組みが必要。 社協・福祉部各課

地域の支え合い活動に企業の協力が得られている。 地域課題と企業を繋げる協議の場が必要。 社協・福祉部各課

区長や民生委員に避難行動要支援者名簿を配布して
いる。

特定の人だけでなく、広く情報共有できる仕組みが
必要。 防災危機管理室

自主防災組織
H25年 80ヶ所 → H28年 102ヶ所に増えた。

組織数は増えているが、実動しているのは一部。 防災危機管理室

熊本地震による防災意識が高まっている。
（アンケート結果）

防災意識の継続化（希薄化対策）。 防災危機管理室

市民相談室

市民相談室

市民相談室

いきいきサロンの拡大、ボランティアセンターの設
立に向けた取り組み等を進めた。

行橋市のボランティア支援体制の見直しが必要。 社協・福祉部各課

活動に必要な情報提供（リストの配布）を行ってい
る。
地域の実情に合わせ、増員を行った。

認知度が低い。（アンケート結果）
職務の重責や高齢化によるなり手不足が深刻化。 社協・福祉部各課

新設されるボランティアセンターに期待。
目的毎のボランティア団体、ＮＰＯの整理と活動の
場づくり、マッチングが必要。 社協

自治会（１８４区）加入率
H22年 84.7％ → H28年 ８１％と微減。

自治会加入率の向上。（マンション等の集合住宅） 市民相談室

集落の状況に合わせ地元と協議を行っているが、理
解が得られない。

地元の理解が得られない。（基準作り） 市民相談室

いきいきサロンの世話人がサロン内での相談役を
担っている。

相談役のあり方（役割等）を整理する必要がある。 社協

社協

社協

住民意識の啓発と継続化が必要。

地域と関わりの薄い方をどう参加させるか。

サロンを基盤として、様々な世代や各種団体が参加
できる工夫を考える。

校区公民館で実施されている公民館事業を活用す
る。一部の校区では行事（お祭り、体験学習等）を通し

て、交流が継続して行われている。

新設されるボランティアセンターで個人登録が行わ
れれば効果大。

地域で安全・安心組織が結成されている。
NPOによるパトラン（ﾊﾟﾄﾛｰﾙﾗﾝﾆﾝｸﾞ）活動が始まっ
た。
定期的に講習会が開催され、防犯や交通安全施策が
継続して行われている。

特技をもった「地域の達人」や専門職の発掘と活躍
できる場の提供。

活動番号 活　動　名 前回評価 今 回 評 価 今回検証総括 現時点での課題 自助・共助と
公助の分類 役割分担（市・社協の取組み）

活動番号 活　動　名 前回評価 今 回 評 価 今回検証総括 現時点での課題 自助・共助と
公助の分類 役割分担（市・社協の取組み）
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C：もっと頑張ろう・・・・まだ動きがとれていない
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第１部 総論  第２章 第２期計画の成果と課題 第１部 総論  第２章 第２期計画の成果と課題 

※　評価基準について

← 進んだ（でいる） ←自助・共助

← 進んでいない ←公助

A：よく頑張りました・・・具体的な動き、成果がある
B：頑張りました・・・・・動いてはいるものの成果が無い、
　　　　　　　　　　　　　成果が少ない
C：もっと頑張ろう・・・・まだ動きがとれていない

21 B B

22 C C

交流の場を利用して情報を広めよう B B

市民が集まる場を活用して情報を広めよう C C

24 B B

25 A A

26 B B

27 B B

28 A A

29 B B

30 C C

31 A A

32 B B

33 A A

34 A A

災害時等に要援護者情報を地域と共有するためのしくみをつくります A A

災害時の危険箇所を把握し、情報提供します（ハザードマップ） A A

36 B B

37 B B

38 B B

39 A A

40 － C

41 B B

42 B B

35

23 情報を広めよう

わかりやすい市報やパンフレット・リーフレットづくりに取り組みます

③しくみづくり

だれもが使いやすい公共施設の環境整備を進めます

だれもが使いやすい道路・交通環境整備を進めます

相談支援の中核となる地域包括支援センターづくりを進めます

相談対応者の資質を高めます

身近で気軽に相談できる場をつくろう

新たな移動手段を検討します（移送ボランティア、コミュニティバス、乗り合いタクシー等）

サービスに関わる行政職員の資質を高めます

福祉分野の計画を周知し、充実を図ります

介護予防のための効果的な事業を広めます

個人のくらし、安心を守るためのネットワークをつくります

民間事業者も、だれもが使いやすい施設づくりに取り組もう

インターネット等の新しい手段を使って情報提供します

保健福祉医療等の専門機関の連携を強めます

継続的な意識調査を実施します

権利擁護関連事業を周知し、利用につなげます

公共交通機関の事業者と連携して、必要な交通手段の確保に努めます

質の高いサービス提供に努めます

「心のバリアフリー」を進めます

安心できる住環境の整備を進めます

災害に備えたしくみづくりを進めます

転入手続きの際に「福祉ナビ」の配布を実施。
市報を活用した情報提供を進めている。

新たな情報提供、情報交換媒体（自由度の高い）の
検討。
パンフレット等の紙媒体の更新と配布。

地域福祉課

H26年度にホームページをリニューアル。
各課で編集が可能となり、タイムリーな情報提供が
可能になった。

市のＨＰが利用者にとってわかりづらい声がある。
若い世代へのアプリ活用の検討。 地域福祉課

いきいきサロンを活用した情報提供が充実。
子育て支援センターやスターコーンＦＭを通じての
子育て情報の提供。

活動の継続化。 地域福祉課

医療機関を中心とした一部の協力のみである。
市民が日常利用するその他生活関連施設への協力体
制の拡大。 地域福祉課

子育て・児童虐待や権利擁護において関係機関との
連携強化が図られた。

ケース毎に対応した柔軟な連携のしくみづくり。 福祉部各課

中学校校区に１箇所設置され、地域の相談窓口とし
て定着しつつある。 介護保険課

研修等により職員の資質の向上は図られている。 全庁

いきいきサロンの場や民生委員の参加による繋がりが広
がっている。又、地域の社会福祉法人等の協力により
「交流ステーション」の開設も始まった。

社協・福祉部各課

各課によるアンケート等を活用したニーズ調査を実
施。

地域のニーズや課題を継続して把握する仕組みが必
要。（地域毎に住民ワークショップの開催等） 福祉部各課

H24年度より「権利擁護連絡会」を開催。
福祉部各課
・人権男女・教育委員会

個別に権利擁護事業が実施されている。
福祉部各課
・人権男女・社協

福祉ナビの活用や研修等により資質の向上に取り組
んでいる。

人事異動等に伴う職員の習熟度が低下しているの
で、補完するしくみを検討する。 全庁

各種計画の認知度が低い。（アンケート結果）
市民にわかりやすく、広く周知する方法を再検討す
る。 福祉部各課

いきいきサロンの活動が多い地区は認定率（要支援
者数）が低い結果が表れている。

継続して取り組んで行くために、活動支援員の確保
と育成が必要である。 介護保険課

サービス事業者への定期的な研修会の開催、介護相
談員の派遣、実地指導、ケアプランの点検を実施。

サービスに対する外部評価制度の検討。 福祉部各課

毎年度更新された要援護者情報が提供されている。
防災危機管理室
・福祉部各課

H26年度に更新され全戸に配布された。
H28年度、更新される予定である。 防災危機管理室

全庁

関係各課

新設や改築時に整備が進んでいる。 今後も法律や条例に基づき進められていく。 関係各課

様々な分野において進んでいると感じる。 継続して福祉意識の醸成を図っていく。 福祉部各課・教育委員会

新設や改築時にバリアフリー化等の整備が進んでい
る。

ソフト面（資金等）での住環境整備に対する支援が
充実していない。 全庁

市内路線バスの路線延長、ダイア改正の実施。
H28年3月「行橋市地域公共交通網形成計画」を策
定。

都市政策課

「行橋市地域公共交通網形成計画」に基づき、交通
空白地に対して地域に即した支援を今後検討してい
く。

都市政策課

行政内部で防災に対する取り組みの連携が十分に取
れていない。
情報を活用するしくみが不十分である。
広く市民への周知を行い、防災意識の醸成を図る必
要がある。

既存施設の環境整備（改良等）が一部でしか進んで
いない。

予算との兼ね合いで進捗度合が低い。
地域の指摘、要望を整理し、担当部署に伝え、優先
度を上げる動きが必要である。

計画に沿いながら、地域の特性に応じた交通・移動
手段の確保を進める必要がある。

相談窓口は増設されているが、窓口がケース毎に分
かれているため分かりづらい。

人員の配置等の体制強化が必要である。

権利擁護の取組は弱い。今後、専門家等のフォロー
アップ体制やネットワークの構築・強化が早急に望
まれる。

活動番号 活　動　名 前回評価 今 回 評 価 今回検証総括 現時点での課題 自助・共助と
公助の分類 役割分担（市・社協の取組み）
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相談支援の中核となる地域包括支援センターづくりを進めます

相談対応者の資質を高めます

身近で気軽に相談できる場をつくろう

新たな移動手段を検討します（移送ボランティア、コミュニティバス、乗り合いタクシー等）

サービスに関わる行政職員の資質を高めます

福祉分野の計画を周知し、充実を図ります

介護予防のための効果的な事業を広めます

個人のくらし、安心を守るためのネットワークをつくります

民間事業者も、だれもが使いやすい施設づくりに取り組もう

インターネット等の新しい手段を使って情報提供します

保健福祉医療等の専門機関の連携を強めます

継続的な意識調査を実施します

権利擁護関連事業を周知し、利用につなげます

公共交通機関の事業者と連携して、必要な交通手段の確保に努めます

質の高いサービス提供に努めます

「心のバリアフリー」を進めます

安心できる住環境の整備を進めます

災害に備えたしくみづくりを進めます

転入手続きの際に「福祉ナビ」の配布を実施。
市報を活用した情報提供を進めている。

新たな情報提供、情報交換媒体（自由度の高い）の
検討。
パンフレット等の紙媒体の更新と配布。

地域福祉課

H26年度にホームページをリニューアル。
各課で編集が可能となり、タイムリーな情報提供が
可能になった。

市のＨＰが利用者にとってわかりづらい声がある。
若い世代へのアプリ活用の検討。 地域福祉課

いきいきサロンを活用した情報提供が充実。
子育て支援センターやスターコーンＦＭを通じての
子育て情報の提供。

活動の継続化。 地域福祉課

医療機関を中心とした一部の協力のみである。
市民が日常利用するその他生活関連施設への協力体
制の拡大。 地域福祉課

子育て・児童虐待や権利擁護において関係機関との
連携強化が図られた。

ケース毎に対応した柔軟な連携のしくみづくり。 福祉部各課

中学校校区に１箇所設置され、地域の相談窓口とし
て定着しつつある。 介護保険課

研修等により職員の資質の向上は図られている。 全庁

いきいきサロンの場や民生委員の参加による繋がりが広
がっている。又、地域の社会福祉法人等の協力により
「交流ステーション」の開設も始まった。

社協・福祉部各課

各課によるアンケート等を活用したニーズ調査を実
施。

地域のニーズや課題を継続して把握する仕組みが必
要。（地域毎に住民ワークショップの開催等） 福祉部各課

H24年度より「権利擁護連絡会」を開催。
福祉部各課
・人権男女・教育委員会

個別に権利擁護事業が実施されている。
福祉部各課
・人権男女・社協

福祉ナビの活用や研修等により資質の向上に取り組
んでいる。

人事異動等に伴う職員の習熟度が低下しているの
で、補完するしくみを検討する。 全庁

各種計画の認知度が低い。（アンケート結果）
市民にわかりやすく、広く周知する方法を再検討す
る。 福祉部各課

いきいきサロンの活動が多い地区は認定率（要支援
者数）が低い結果が表れている。

継続して取り組んで行くために、活動支援員の確保
と育成が必要である。 介護保険課

サービス事業者への定期的な研修会の開催、介護相
談員の派遣、実地指導、ケアプランの点検を実施。

サービスに対する外部評価制度の検討。 福祉部各課

毎年度更新された要援護者情報が提供されている。
防災危機管理室
・福祉部各課

H26年度に更新され全戸に配布された。
H28年度、更新される予定である。 防災危機管理室

全庁

関係各課

新設や改築時に整備が進んでいる。 今後も法律や条例に基づき進められていく。 関係各課

様々な分野において進んでいると感じる。 継続して福祉意識の醸成を図っていく。 福祉部各課・教育委員会

新設や改築時にバリアフリー化等の整備が進んでい
る。

ソフト面（資金等）での住環境整備に対する支援が
充実していない。 全庁

市内路線バスの路線延長、ダイア改正の実施。
H28年3月「行橋市地域公共交通網形成計画」を策
定。

都市政策課

「行橋市地域公共交通網形成計画」に基づき、交通
空白地に対して地域に即した支援を今後検討してい
く。

都市政策課

行政内部で防災に対する取り組みの連携が十分に取
れていない。
情報を活用するしくみが不十分である。
広く市民への周知を行い、防災意識の醸成を図る必
要がある。

既存施設の環境整備（改良等）が一部でしか進んで
いない。

予算との兼ね合いで進捗度合が低い。
地域の指摘、要望を整理し、担当部署に伝え、優先
度を上げる動きが必要である。

計画に沿いながら、地域の特性に応じた交通・移動
手段の確保を進める必要がある。

相談窓口は増設されているが、窓口がケース毎に分
かれているため分かりづらい。

人員の配置等の体制強化が必要である。

権利擁護の取組は弱い。今後、専門家等のフォロー
アップ体制やネットワークの構築・強化が早急に望
まれる。

活動番号 活　動　名 前回評価 今 回 評 価 今回検証総括 現時点での課題 自助・共助と
公助の分類 役割分担（市・社協の取組み）
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１ 基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1期計画策定時やその後に実施した地域ワークショップ、アンケート、地域活動等で

は、共通するキーワードとして「ふれあい」「つながり」「支えあい」「安心」があがって

います。 

このことから、多くの市民が、住み慣れた行橋のまちで、さまざまな人とふれあい、

つながり、支えあっていくこと、また、だれもが安心していきいきとくらすことができ

るまちを望んでいることがわかります。 

また、このようなまちづくりは、行政だけの取り組みで進められるものではなく、地

域の中で主体的に取り組んでいくことが必要との意見も多くありました。 

このような意見を踏まえて、この計画の基本理念を「みんなで支えあう福祉のまちづ

くり」とし、市民をはじめ、地域のさまざまな関係団体・機関や事業者、市が協働して、

福祉のまちづくりを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなで支えあう 

福祉のまちづくり 

市民の思い  ～第1期計画策定時地域ワークショップ合同発表会より～ 

大切なことは「つなげていこう」ということです。 

『おはようございます』『その後どうですか？』『お隣さんはどうしているかしら？』そんな

ちょっとしたあいさつから、心配りから、小さな交流が始まります。世代を超えて、また、障

がいをもつ・もたないなどの違いを超えて交流をつなげていくことで、大きな輪、「つなが

り」になっていきます。そんなつながりの中で育っていく子どもたちは、きっと『このまちが

大好き、行橋大好き』という想いを持って心の中に素敵なふるさとをもっていけるのではない

かなと思います。老若男女問わず一人ひとりがいきいきとくらせる、一人ひとりにあたたかい

居場所がある福祉のまちにしていきたいなと思っています。 
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2 基本的視点 

基本理念に掲げた「みんなで支えあう福祉のまちづくり」の実現に向けて、本計画で

は、以下の基本的な視点にたって、計画を推進していきます。 

（1）福祉意識の醸成 

地域福祉の原動力となるのは、市民がお互いを思いやる気持ちです。 

本計画で定めたさまざまな活動の実施にあたっては、それらの活動に関わる人が、

お互いを思いやり、支えあう気持ちを持つことができるよう、配慮していきます。 

また、社会的排除の対象となりやすい者への対処、少数者への地域の無理解からく

る問題や、場合によっては偏見・差別にいたるという問題もあり、新たな貧困を含む

低所得の問題も地域にある問題として捉える必要があります。 

（2）市民等との協働 

本計画は、市民や地域のさまざまな関係団体等の協力なくしては推進できない計画

です。このため、市民、地域の関係団体・機関、事業者、社協、市等の各主体が、そ

れぞれ役割を担いながら、連携・協働して、福祉のまちづくりに取り組みます。 

（3）必要なサービスを受けることのできるまちづくり 

「みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり条例」第３条第1項第1号における「市

民が個人として尊重され、かつ公平に福祉のサービスを享受できるまちづくり」の規

定を受け、市民が、安心していきいきとくらすことができ、必要な福祉サービス等を、

必要に応じて受けることができるまちづくりに取り組みます。 

（4）男女共同参画の視点 

地域福祉を推進する諸活動は、男女共同参画の視点に立脚して展開される必要があ

ります。男性も女性も共に日々のくらしの基盤である地域社会の生活課題に目を向け、

その解決のための意思決定や諸活動に参画できるように取り組みます。 
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大好き、行橋大好き』という想いを持って心の中に素敵なふるさとをもっていけるのではない
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基本目標2 ひとづくり 

 

福祉のまちづくりの推進に際しては、「地域づくり」とともに、「ひとづくり」も重

要な課題です。 

ただし、第1期計画、第２期計画において、3つの基本目標の中で取り組みが進まな

かった分野でもあり、行政と地域等との連携を強化しながら、長期的な視点で推進を

図る必要があります。 

既存の福祉活動団体の活動促進については、社会福祉協議会との連携や民生委員の

定員を増やす等、体制の充実を図ることができました。第３期計画では社会福祉協議

会との連携をさらに強化し、社協の計画である「地域福祉活動計画」と本計画を一体

として策定し、住民主体の地域福祉活動の推進を支援していくとともに、民生委員の

負担軽減や活動の充実、自治会組織との連携強化を図ります。 

また、ボランティア・ＮＰＯについては、所管部署である「市民相談室」と、社会

福祉協議会が整備した「ボランティアセンター」とも連携しながら、ボランティア・

ＮＰＯ団体の育成・支援の取り組みを進めます。 

地域の新たな人材等の発掘・育成については、どこが主体的に進めるか明確にして

いなかったため、具体的な取り組みを進めることができませんでした。今後は「団塊

の世代」等の新たな地域人材となりうる層の動向を的確に踏まえながら、地域での新

たな相談役の育成をはじめ、地域の中でさまざまな趣味・特技を持っている人や看護

師等の専門的な資格を持っている人、福祉活動に意欲・興味を持っている人に活躍し

てもらうためのしくみづくりなど、社協ボランティアセンターが地域の人材発掘・育

成に取り組みます。 

本計画における基本目標２「ひとづくり」は、社会福祉協議会及び社協ボランティ

アセンターが主体的に取り組んでいきます。 
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３ 基本目標 

基本目標1 地域づくり 

 

「支えあい」のある、福祉のまちづくりを進める際の基本となるのは、「地域のつな

がり」です。 

第1期、第２期計画においては、地域のつながりを構築する基盤として、「いきいき

サロン」をはじめとした地域の交流の場づくりや、地域ワークショップ等で地域の課

題を把握・整理する取り組み、自主防災組織の設立等の地域と連携した災害対策や安

全なまちづくりの推進を図りました。第３期計画においては、これらの取り組みを継

続しつつ、ふれあいから支えあいへ繋がる取り組みを推進していきます。 

地域交流の場づくりについては、社会福祉協議会を中心に「いきいきサロン」の拡

充を図ることができましたが、今後も未設置地区への整備や小学校区単位での取り組

みを行うなどサロン活動のさらなる活性化に努めます。あわせて、交流拠点としての

公民館の利便性の向上、新たな交流拠点の発掘、世代間交流の促進など地域のつなが

りをさらに強化していきます。 

地域の課題発見や支え合い活動の促進については、第1期、第2期計画において市内

11校区でワークショップを開催し、課題の把握・整理までは実施していますが、その

後の課題解決の活動が実践されている地域は少ない状況です。今後は、地域活動の中

核を担う自治会組織、校区民児協やいきいきサロンとの連携をより強化しながら、継

続して地域ごとの課題を発見し、それぞれの地域にあった解決のための取り組みが実

践されるよう支援していきます。また、行政内の所管部署である総務部門と福祉部門

で連携しながら、地域と協働して自主防災組織の設立や要援護者情報の把握・共有の

しくみづくりに取り組みました。しかし、自主防災組織は平成29年2月現在103団体

設立されたものの、地域で防災訓練を行えたのは数団体にとどまっています。今後は、

地域での防災訓練の実施を促進しながら、災害時の要援護者支援対策の充実を図りま

す。あわせて、地域独自で行われている見守り活動や民間事業者と協働した地域活動

についても取り組みを進めます。 

本計画における『基本目標１ 地域づくり』は、市民、地域、社会福祉を目的とする

事業を経営する者、社会福祉に関する活動を行う者、行政等みんなが一体となって取

り組んでいきます。 
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会との連携をさらに強化し、社協の計画である「地域福祉活動計画」と本計画を一体

として策定し、住民主体の地域福祉活動の推進を支援していくとともに、民生委員の

負担軽減や活動の充実、自治会組織との連携強化を図ります。 

また、ボランティア・ＮＰＯについては、所管部署である「市民相談室」と、社会

福祉協議会が整備した「ボランティアセンター」とも連携しながら、ボランティア・

ＮＰＯ団体の育成・支援の取り組みを進めます。 

地域の新たな人材等の発掘・育成については、どこが主体的に進めるか明確にして

いなかったため、具体的な取り組みを進めることができませんでした。今後は「団塊

の世代」等の新たな地域人材となりうる層の動向を的確に踏まえながら、地域での新

たな相談役の育成をはじめ、地域の中でさまざまな趣味・特技を持っている人や看護

師等の専門的な資格を持っている人、福祉活動に意欲・興味を持っている人に活躍し

てもらうためのしくみづくりなど、社協ボランティアセンターが地域の人材発掘・育

成に取り組みます。 

本計画における『基本目標２ ひとづくり』は、社会福祉協議会及び社協ボランティ

アセンターが主体的に取り組んでいきます。 
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基本目標3 しくみづくり 

 

「しくみづくり」については、高齢者、障がい者、子ども等の個別の福祉分野に共

通する、福祉分野全体での情報提供・相談体制づくりや、福祉関連サービスの充実、

人にやさしい住環境づくり等の取り組みが進んできました。 

行政が主体となる“公助”が多い分野であることから、３つの基本目標の中でも多

くの具体的な取り組みが推進できた分野ではありますが、情報提供や権利擁護のしく

みづくり等、さらなる充実が必要なものや生活困窮者自立支援方策に関するものといっ

た新たな取り組みも始まりました。 

また、国が検討を進めている「一億総活躍プラン」の「地域共生社会の実現」にむ

け「我が事・丸ごと」の地域づくりを推進する体制の整備に向けて取り組んでいきま

す。 

情報提供については、情報技術（ＩＴ）等を活用したホームページ等の情報提供媒

体づくりなど、市民のニーズにあった多様な情報提供手段の整備に取り組みます。 

また、医療介護保健福祉等の専門相談機関間の連携強化を進め、「高齢者相談支援セ

ンター」や「ゆくはし生活相談センター」などの体制整備等により、地域福祉等に関

わる課題発見・相談体制の充実や権利擁護体制の充実を図ります。 

災害対策については、基本目標１において、地域での自主的な避難支援活動を促進

するとともに、「地域防災計画」や「災害時要援護者避難支援プラン」に基づき、地域

と連携しながら災害時に備えたしくみづくりを推進します。 

さらに、安全・安心で暮らしやすいまちづくりの一環として、だれもがくらしやす

く、地域特性に応じた住環境づくりに関係部署と連携して取り組んでいきます。 

本計画における『基本目標３ しくみづくり』は、行政が主体的に関係機関と連携し

て取り組んでいきます。 
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4 計画の体系 

 

 

2.多様 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 〕標目動活〔 〕標目本基〔 〕念理本基〔

 

地域づくり 
 

1 

 

しくみづくり 

 

3 

〔活    動〕           ※ №は第2部各論における活動№ 

1. 情報提供の充実と地域の実情の把握 

■№17 市報、パンフレット、インターネット、アプリ等を活用して全ての世代に情報を提供しよう 

■№18 地域活動・生活活動を通じて情報を広めよう 

■№19 福祉分野の計画を周知し、充実を図ります 

■№20 継続して地域の実情を調査します 

1. 多様な活動団体の活動促進 

   （社会福祉協議会、民生委員、自治会等） 

■№10 社会福祉協議会を中心に、住民を主体とした地域福祉活動をすすめよう 

■№11 自治会と協力して「いきいきサロン活動」から「見守り活動」へ繋げよう 

■№12 民生委員の活動を支援します 

3. 医療介護保健福祉分野の連携 

■№24 医療、介護、保健、福祉の専門機関の連携を強化します 

■№25 各分野に携わる人の資質を高め、質の高いサービス提供に努めます 

■№26 他分野（教育、防災等）との連携に取り組みます 

 

ひとづくり 

2 

4. 安全・安心で暮らしやすいまちづくり  

（他部署との連携を密に行います） 

■№27 地域に合った住環境（公共施設・道路・交通環境等）の整備を進めます 

■№28 災害に備えたしくみ・組織体制を進めます 

■№29 「心のバリアフリー」を進めます 

2. 地域の人材発掘・育成の推進 

（社協ボランティアセンター） 

■№13 趣味・特技・資格・意欲を持った人を発掘します 

■№14 ニーズを調査・研究し、地域で活躍できるボランティアを養成します 

■№15 地域福祉活動に関する情報を提供し、ボランティア活動の広報・啓発を積極的に行います 

■№16 より良いボランティアコーディネートを目指し、地域福祉活動をサポートします 

1. 地域のつながりの強化 

■№1 身近で気軽に集える居場所をつくろう 

■№2 子どもからお年寄りまで、みんなで交流しよう 

■№3 みんなが使える活動拠点の整備を目指そう 

■№4 手助けが必要な人を把握し、地域の関係者と情報を共有しよう 

■№5 誰もが顔見知りの地域を目指そう 

2. 地域の課題発見と支えあい活動の促進 

 

■№6 地域で見守り・支えあうネットワークをつくろう 

■№7 みんなで地域の課題を見つけ、話し合って、取り組みを始めよう 

■№8 民間の事業者も地域活動に参加しよう 

■№9 防災訓練をしよう 

2. 権利擁護体制の確立・推進 
■№21 個人のくらし、安心を守るためのネットワークをつくります 

■№22 権利擁護に対する理解を深めます 

■№23 総合的かつ包括的な相談支援体制を検討します 
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5 「地域」福祉生活圏のイメージ 

この計画でいう「地域」の範囲は、概ね以下のとおりに整理しています。 

＜基礎圏域（小地域）＞ 

自治会の圏域 ： 市民の生活に最も身近な圏域であり、交流や支えあいなどの日常 

（区・行政区）  的な地域活動の基礎となる単位です。 

＜小圏域＞ 

小学校区の圏域 ： 基礎圏域（小地域）での取り組みでは解決することが難しい問題

等に対し、近隣の小地域同士の活動が結びついて取り組みが行わ

れる範囲です。 

＜中圏域＞ 

中学校区の圏域 ： 小学校区単位でも解決することが難しい問題等に対して、対処す

る単位です。高齢者相談支援センター等地域住民の福祉活動や福

祉サービス提供拠点整備の範囲です。 

＜大圏域＞ 

市全域 ： 市全体で取り組むべき課題や、全体で取り組んだ方が効率的なこ

とについては、市全域で取り組みを進めます。 

広域なボランティア・市民活動や介護保険等の福祉サービスと

いった市全域での活動やサービスを提供する範囲です。 

 

■ 地域福祉生活圏のイメージ ■ 
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基本目標3 しくみづくり 

 

「しくみづくり」については、高齢者、障がい者、子ども等の個別の福祉分野に共

通する、福祉分野全体での情報提供・相談体制づくりや、福祉関連サービスの充実、

人にやさしい住環境づくり等の取り組みが進んできました。 

行政が主体となる“公助”が多い分野であることから、３つの基本目標の中でも多

くの具体的な取り組みが推進できた分野ではありますが、情報提供や権利擁護のしく

みづくり等、さらなる充実が必要なものや生活困窮者自立支援方策に関するものといっ

た新たな取り組みも始まりました。 

また、国が検討を進めている「一億総活躍プラン」の「地域共生社会の実現」にむ

け「我が事・丸ごと」の地域づくりを推進する体制の整備に向けて取り組んでいきま

す。 

情報提供については、情報技術（ＩＴ）等を活用したホームページ等の情報提供媒

体づくりなど、市民のニーズにあった多様な情報提供手段の整備に取り組みます。 

また、医療介護保健福祉等の専門相談機関間の連携強化を進め、「高齢者相談支援セ

ンター」や「ゆくはし生活相談センター」などの体制整備等により、地域福祉等に関

わる課題発見・相談体制の充実や権利擁護体制の充実を図ります。 

災害対策については、基本目標１において、地域での自主的な避難支援活動を促進

するとともに、「地域防災計画」や「災害時要援護者避難支援プラン」に基づき、地域

と連携しながら災害時に備えたしくみづくりを推進します。 

さらに、安全・安心で暮らしやすいまちづくりの一環として、だれもがくらしやす

く、地域特性に応じた住環境づくりに関係部署と連携して取り組んでいきます。 

本計画における『基本目標３ しくみづくり』は、行政が主体的に関係機関と連携し

て取り組んでいきます。 
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第１部 総論  第３章 計画の基本的な考え方 

＜計画の概要（グランドデザイン）＞ 
各基本目標・活動目標は相互に関係があります。それぞれの関係性を整理すると、以下のようになります。 

24

ムラおこし・まちづくり
新たなコミュニケーションづくり

保健 福祉 医療 その他

総合相談機関体制の整備
相談機関の横の連携

総合相談機能の整備・充実

情報提供の充実
市報の情報提供充実

新たな電子情報媒体の整備

権利擁護体制の充実
「行橋市市民の権利擁護ネットワーク」

市役所
職員の資質の向上
適材適所の配置

機構改革・機能的組織

人材の発掘・育成

ボランティア組織
の育成・支援

いきいきサロン
の構築・支援

ひとを支えるひとづくり

民生・児童委員
機能の充実

区役員・老人クラブ等
地域組織

連携強化

事業者の責務
バリアフリー指針の遵守
良質なサービス提供

大学機関
医療機関（医師会）
弁護士会等専門機関

外部評価の導入
（計画・事業）

モデル事業等の評価地域福祉計画

しくみづくり

ひとづくり

チームアプローチ制の導入

ひとづくり・地域づくり
行政の補完的業務
社協独自の業務

中学校区

小学校区

区・行政区

居場所づくり

人材活用バンク

地域づくり

各計画の方向性 支援

独自の相談員養成制度

地域に見合う移動手段の確保
地域に応じた移送の検討
（例） コミュニティバス

乗り合いタクシー

老人クラブ活動
いきいきサロン
その他地区組織

地域で支えあうしくみづくり

評価

個人情報の保護

官学民連携

指導

基本理念：みんなで支えあう福祉のまちづくり

住民の役割
地域の一員としての気概

防災マップの作成
地域支援マップとの連携

地域支援マップの作成

地域相談員
身近な問題解決

社会福祉協議会
職員の資質の向上

地域福祉の担い手としての役割

連携

各計画の説明責任

公共施設等の
バリアフリー

ユニバーサルデザイン

介護予防事業
認知症予防・骨関節疾患予防
次世代事業・障害者施策の充実
権利擁護事業

継続的ニーズ把握
意見の反映（施策）

福祉を支える
専門職の連携

人材の活用

防災・防犯の取り組み

住民意識・モラルの向上

地域でできること
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★ 第2部各論では、3つの基本目標の下に複数の「活動目標」を設定し、各活動目標に基

づいて、市民や地域、市や社会福祉協議会等で協働して取り組む具体的な「活動」を

掲載しています。 

★ 各活動の「活動名」の欄には、その活動の主な担い手を示すため、次のようなマーク

を掲載しています。 

《「活動名」欄のマークの意味》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 自助：個人や家庭による自助努力 

   共助：地域の連携による助け合い 

（共助には、身近な人達による助け合い「互助」活動も含む） 

   公助：公的な制度による福祉サービスの提供 

★ 各活動の「役割分担」の「市民・地域ができること（自助・共助）」欄には、その役割

を主に担う「地域」の規模を示すため、前頁の生活圏域をあらわすマークを掲載して

います。※地域の規模が明確に示せない活動については、マークをつけていません。 

《「役割分担（自助・共助）」のマークの意味》 

  自治会：       小学校区：       中学校区：     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

第2部各論の見方 

市民や地域で主体的に取り組んでいただきたい活動 

（「自助・共助」が主） 

市民や地域、市や社会福祉協議会が同じくらい協力しあって

進める活動（「自助・共助」と「公助」で協力しあって） 

市や社会福祉協議会が主体的に取り組む活動 

（「公助」が主） 

第２部 各 論 
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第２部 各論  第１章 基本目標１ 地域づくり（１.地域のつながりの強化） 

第1章 基本目標1 地域づくり 

1 地域のつながりの強化 

 基本的な考え方 

支えあう地域づくりの第一歩は、地域の中でのつながりづくりです。アンケートの

結果からわかるように地域での交流の場・機会づくりが強く求められています。 

本市では、このような地域での交流の場として、市社会福祉協議会と自治会や民生

委員等の関係者との連携により、高齢者等を主対象とした、いきいきサロンの設置が

進められてきました。平成29年2月現在の設置箇所数は市内99箇所で、第1期計画策

定時の実績（平成22年1月時点で69箇所）から着実に増加し、地域交流・ふれあい活

動の中核として、さまざまな交流活動が展開されています。今後も引き続き未設置地

区等を中心に、設置箇所の増加を図るとともに、既存サロンの活動の維持や各小学校

区内のサロンが協働で行う取り組みを支援します。 

世代間交流については、地域のいきいきサロン、老人会、子ども会等、世代ごとの

取り組みは行われていますが、団体間の交流の機会は少ないのが現状です。世代を問

わず参加できるような地域行事の活性化を支援します。 

地域交流の活動拠点については、第１期、第２期計画を通して「公民館」を拠点と

して想定していますが、アンケートから主な利用目的は地区の集会・寄合という認識

が強いことがうかがえます。「交流の場」としての公民館利用を推進し、あわせてハー

ド・ソフト両面から公民館の利便性の向上に努めます。また、近年増加している空き

家など新たな交流拠点として有効活用できるような施設を、地域と連携して情報収

集・共有し、活用方法を検討していきます。 
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第２部 各論  第１章 基本目標１ 地域づくり（1.地域のつながりの強化） 
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＜居場所づくり＞ 

★ マンションの1Ｆとかに人々の交流の場ができれば。 

★ 地域に障害者の人が集まれるところ（いきいきサロンのような）があればと思う。若い世

代（～60代）の集まる場所が欲しい。 

★ 高齢者が集まれる場所（区）を作ってほしい（あまり歩けないが元気な人も多い）。 

＜いきいきサロン＞ 

★ いきいきサロンの体操のメニューを60代等の若い世代向けのものも作る（男性や若い層

の参加が少ない、参加してほしい人が参加してくれない）。 

★ いきいきサロンと老人会の連携が必要である。 

★ いきいきサロンの内容の拡充が必要である（バスハイク、食事、土日祝日開催による子ど

もとの交流 等）。 

★ サロン同士の交流・相談会を開催し、更に活動を充実させたい。 

＜世代間交流＞ 

★ 小学校・公民館で昔遊びの教室を開く。 

★ 老人会と子ども会を一緒に行う。 

★ 子どもと高齢者の交流を進める（戦争体験の伝承、果樹園での果物狩り、漁業体験等）。 

★ 小学校の空き教室を利用して高齢者が集まったり、地域交流をする場になるといい。 

＜交流拠点＞ 

★ 人の交流ができる公園を整備する。 

★ 空き家を活かした施設を作る、空き家を有効活用する。 

＜老人クラブ＞ 

★ 老人クラブと地域の若い層での交流が必要である。 

★ 老人会の加入促進のため、名称を変える（名称に抵抗がある）。 

＜子ども会＞ 

★ 子ども会と老人会を合わせた会にする。 

★ 子ども会活性化の為の話し合いを、保護者・地域・学校で行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～私たちのアイデア～（第１期計画策定後の地域ワークショップより） 

こうしたら 

いいんやない？
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第1章 基本目標1 地域づくり 

1 地域のつながりの強化 

 基本的な考え方 

支えあう地域づくりの第一歩は、地域の中でのつながりづくりです。アンケートの

結果からわかるように地域での交流の場・機会づくりが強く求められています。 

本市では、このような地域での交流の場として、市社会福祉協議会と自治会や民生

委員等の関係者との連携により、高齢者等を主対象とした、いきいきサロンの設置が

進められてきました。平成29年2月現在の設置箇所数は市内99箇所で、第1期計画策

定時の実績（平成22年1月時点で69箇所）から着実に増加し、地域交流・ふれあい活

動の中核として、さまざまな交流活動が展開されています。今後も引き続き未設置地

区等を中心に、設置箇所の増加を図るとともに、既存サロンの活動の維持や各小学校

区内のサロンが協働で行う取り組みを支援します。 

世代間交流については、地域のいきいきサロン、老人会、子ども会等、世代ごとの

取り組みは行われていますが、団体間の交流の機会は少ないのが現状です。世代を問

わず参加できるような地域行事の活性化を支援します。 

地域交流の活動拠点については、第１期、第２期計画を通して「公民館」を拠点と

して想定していますが、アンケートから主な利用目的は地区の集会・寄合という認識

が強いことがうかがえます。「交流の場」としての公民館利用を推進し、あわせてハー

ド・ソフト両面から公民館の利便性の向上に努めます。また、近年増加している空き

家など新たな交流拠点として有効活用できるような施設を、地域と連携して情報収

集・共有し、活用方法を検討していきます。 
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№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由） 
活動内容 市民・地域ができること 

（自助・共助） 

１ 

 

■交流の場・居場所づくり

を企画し、運営する 

          

２ 

 

■いきいきサロンや老人会

と子ども会等、世代ごと

のグループを結びつける

機会をつくる 

3 

 

■交流の場・居場所として

活用できる場所を見つけ

て活用する 

 

■空き家に関する情報提供

を行う 

4 

 

■地域でルールを決めて要

援護者の把握や情報共有

を行う。 

 

5 

 

■地域であいさつ・声かけ

を広める。 

 

■だれもが楽しめる行事を

企画する。 

身近で気軽に集え
る居場所をつくろ
う 

子どもからお年寄
りまで、みんなで
交流しよう 

みんなが使える活
動拠点の整備を目
指そう 

手助けが必要な人
を把握し、地域の
関係者と情報を共
有しよう 

誰もが顔見知りの
地域を目指そう 

支えあう地域づくりの前提と
して、地域の住民同士が知り
合うことの必要性が指摘され
ています。その中で地域の交
流・ふれあい活動の中核とし
て、いきいきサロンの設置が
広がっていますが、未設置地
域もあり、今後どのように発
展させていくのかを問われて
います。 

高齢者と子ども・若者等の
世代間の交流が少なくなっ
ています。 

地域にいて、日常的な交流・
居場所づくりを促進するため
には、それぞれの拠点となる

「場所」が必要です。校区公
民館や地域の集会施設があり
ますが、機能、キャパシティ
的に十分でないのが現状で
す。 
また利用目的によって、行政
が整備しなければいけないも
の、地域のみなさんで整備し
ていただくもの、その他有効
に利用できる施設を見出し活
用することが必要です。 

地域においては、行政区単
位で地域支援マップの作成
を行い、活用しているケー
スがありますが、市全域に
おいて展開されているわけ
ではありません。 

いきいきサロンの拡充によ
り、地域の住民同士のふれあ
いについては着実な成果がで
ていますが、人と関わりたく
ないという人も一定数存在し
ています。そのような人達を
地域に参加させるためのきっ
かけづくりが必要です。 

さまざまな人が気軽に参加
して交流できる、居場所を
地域の中に増やします。 
小学校区単位で協働したサ
ロン活動を行います。 

地域の中で世代間交流がで
きる場を増やします。 
世代間交流に関する情報収
集・発信を行います。 

公民館をはじめ、空き家・
空き店舗、学校施設等の地
域資源を活用して、交流・
居場所づくりの拠点を確保
します。
介護施設の一部など新たな
活動拠点を見出します。 

災害時要援護者の把握につ
いては、市で情報把握・整
理を行います。 
災害時にどのような情報が
必要か確認します。 
災害時だけでなく、日頃の
見守り活動にも活用しま
す。 

地域でのあいさつ・声かけ
を促進します。 
自治会等に参加していない
方でも気軽に参加できるよ
うな行事を開催し、地域参
加のきっかけづくりにしま
す。 

年次計画 
 市・社協が取り組むこと 

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

 

■地域での交流・居場所づく

りを支援する（情報提供や

助成等） 

               【社協】

【福祉部関係課】

１ケ所設置 

○ 
１ケ所設置 

○ 
１ケ所設置 

○ 
１ケ所設置

○ 
１ケ所設置

○ 
１ケ所設置

○ 

全 105

ケ所設置

 

■地域での世代間活動を支援

する（情報提供や助成等） 

 

【社協】

【福祉部関係課】

【教育委員会】

 

情報収集 

○ 
検 討

○ 

 

 

推 進    推 進

 

■公民館のバリアフリーや利

用しやすいしくみづくりを

行う。    【教育委員会】

■介護施設、福祉施設等の一

部を活用できるよう地域と

施設を橋渡しする。   

【福祉部関係課】 

■空き家、空き店舗や余裕教

室等の状況を確認し、活用

方法を検討する。 

【社協】

【福祉部関係課】

【教育委員会】

 

情報収集 

○ 
検 討

○ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

実 施 

 

  実 施

 

■ 地 域 で の 自 主 的 な 情 報 把

握・共有を支援する（情報

提供、地域支援マップ作成

支援等） 

■要援護者の情報を地域と

共有する 

【防災危機管理室】

【社協】

【福祉部関係課】

 

 

 

 

 

推 進 

   

 
 

 

 

    

推 進

 

■地域でのあいさつ・声かけ

の大切さを啓発する。 

 

■ 地 域 行 事 の 開 催 を 支 援 す

る。 

【全庁】

推 進 

 

 
    

 

推 進

１（りくづ域地 １標目本基 章１第  論各 部２第 ）化強のりがなつの域地.１（りくづ域地 １標目本基 章１第  論各 部２第 .地域のつながりの強化） 

 具体的な取り組み 
 

分　担 役　割 
目　標
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№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由） 
活動内容 市民・地域ができること 

（自助・共助） 

１ 

 

■交流の場・居場所づくり

を企画し、運営する 

          

２ 

 

■いきいきサロンや老人会

と子ども会等、世代ごと

のグループを結びつける

機会をつくる 

3 

 

■交流の場・居場所として

活用できる場所を見つけ

て活用する 

 

■空き家に関する情報提供

を行う 

4 

 

■地域でルールを決めて要

援護者の把握や情報共有

を行う。 

 

5 

 

■地域であいさつ・声かけ

を広める。 

 

■だれもが楽しめる行事を

企画する。 

身近で気軽に集え
る居場所をつくろ
う 

子どもからお年寄
りまで、みんなで
交流しよう 

みんなが使える活
動拠点の整備を目
指そう 

手助けが必要な人
を把握し、地域の
関係者と情報を共
有しよう 

誰もが顔見知りの
地域を目指そう 

支えあう地域づくりの前提と
して、地域の住民同士が知り
合うことの必要性が指摘され
ています。その中で地域の交
流・ふれあい活動の中核とし
て、いきいきサロンの設置が
広がっていますが、未設置地
域もあり、今後どのように発
展させていくのかを問われて
います。 

高齢者と子ども・若者等の
世代間の交流が少なくなっ
ています。 

地域にいて、日常的な交流・
居場所づくりを促進するため
には、それぞれの拠点となる

「場所」が必要です。校区公
民館や地域の集会施設があり
ますが、機能、キャパシティ
的に十分でないのが現状で
す。 
また利用目的によって、行政
が整備しなければいけないも
の、地域のみなさんで整備し
ていただくもの、その他有効
に利用できる施設を見出し活
用することが必要です。 

地域においては、行政区単
位で地域支援マップの作成
を行い、活用しているケー
スがありますが、市全域に
おいて展開されているわけ
ではありません。 

いきいきサロンの拡充によ
り、地域の住民同士のふれあ
いについては着実な成果がで
ていますが、人と関わりたく
ないという人も一定数存在し
ています。そのような人達を
地域に参加させるためのきっ
かけづくりが必要です。 

さまざまな人が気軽に参加
して交流できる、居場所を
地域の中に増やします。 
小学校区単位で協働したサ
ロン活動を行います。 

地域の中で世代間交流がで
きる場を増やします。 
世代間交流に関する情報収
集・発信を行います。 

公民館をはじめ、空き家・
空き店舗、学校施設等の地
域資源を活用して、交流・
居場所づくりの拠点を確保
します。
介護施設の一部など新たな
活動拠点を見出します。 

災害時要援護者の把握につ
いては、市で情報把握・整
理を行います。 
災害時にどのような情報が
必要か確認します。 
災害時だけでなく、日頃の
見守り活動にも活用しま
す。 

地域でのあいさつ・声かけ
を促進します。 
自治会等に参加していない
方でも気軽に参加できるよ
うな行事を開催し、地域参
加のきっかけづくりにしま
す。 

年次計画 
 市・社協が取り組むこと 

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

 

■地域での交流・居場所づく

りを支援する（情報提供や

助成等） 

               【社協】

【福祉部関係課】

１ケ所設置 

○ 
１ケ所設置 

○ 
１ケ所設置 

○ 
１ケ所設置

○ 
１ケ所設置

○ 
１ケ所設置

○ 

全 105

ケ所設置

 

■地域での世代間活動を支援

する（情報提供や助成等） 

 

【社協】

【福祉部関係課】

【教育委員会】

 

情報収集 

○ 
検 討

○ 

 

 

推 進    推 進

 

■公民館のバリアフリーや利

用しやすいしくみづくりを

行う。    【教育委員会】

■介護施設、福祉施設等の一

部を活用できるよう地域と

施設を橋渡しする。   

【福祉部関係課】 

■空き家、空き店舗や余裕教

室等の状況を確認し、活用

方法を検討する。 

【社協】

【福祉部関係課】

【教育委員会】

 

情報収集 

○ 
検 討

○ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

実 施 

 

  実 施

 

■ 地 域 で の 自 主 的 な 情 報 把

握・共有を支援する（情報

提供、地域支援マップ作成

支援等） 

■要援護者の情報を地域と

共有する 

【防災危機管理室】

【社協】

【福祉部関係課】

 

 

 

 

 

推 進 

   

 
 

 

 

    

推 進

 

■地域でのあいさつ・声かけ

の大切さを啓発する。 

 

■ 地 域 行 事 の 開 催 を 支 援 す

る。 

【全庁】

推 進 

 

 
    

 

推 進

１（りくづ域地 １標目本基 章１第  論各 部２第 ）化強のりがなつの域地.１（りくづ域地 １標目本基 章１第  論各 部２第 .地域のつながりの強化） 

 具体的な取り組み 
 

分　担 役　割 
目　標
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№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由） 
活動内容 市民・地域ができること 

（自助・共助） 

１ 

 

■交流の場・居場所づくり

を企画し、運営する 

          

２ 

 

■いきいきサロンや老人会

と子ども会等、世代ごと

のグループを結びつける

機会をつくる 

3 

 

■交流の場・居場所として

活用できる場所を見つけ

て活用する 

 

■空き家に関する情報提供

を行う 

4 

 

■地域でルールを決めて要

援護者の把握や情報共有

を行う。 

 

5 

 

■地域であいさつ・声かけ

を広める。 

 

■だれもが楽しめる行事を

企画する。 

身近で気軽に集え
る居場所をつくろ
う 

子どもからお年寄
りまで、みんなで
交流しよう 

みんなが使える活
動拠点の整備を目
指そう 

手助けが必要な人
を把握し、地域の
関係者と情報を共
有しよう 

誰もが顔見知りの
地域を目指そう 

支えあう地域づくりの前提と
して、地域の住民同士が知り
合うことの必要性が指摘され
ています。その中で地域の交
流・ふれあい活動の中核とし
て、いきいきサロンの設置が
広がっていますが、未設置地
域もあり、今後どのように発
展させていくのかを問われて
います。 

高齢者と子ども・若者等の
世代間の交流が少なくなっ
ています。 

地域にいて、日常的な交流・
居場所づくりを促進するため
には、それぞれの拠点となる

「場所」が必要です。校区公
民館や地域の集会施設があり
ますが、機能、キャパシティ
的に十分でないのが現状で
す。 
また利用目的によって、行政
が整備しなければいけないも
の、地域のみなさんで整備し
ていただくもの、その他有効
に利用できる施設を見出し活
用することが必要です。 

地域においては、行政区単
位で地域支援マップの作成
を行い、活用しているケー
スがありますが、市全域に
おいて展開されているわけ
ではありません。 

いきいきサロンの拡充によ
り、地域の住民同士のふれあ
いについては着実な成果がで
ていますが、人と関わりたく
ないという人も一定数存在し
ています。そのような人達を
地域に参加させるためのきっ
かけづくりが必要です。 

さまざまな人が気軽に参加
して交流できる、居場所を
地域の中に増やします。 
小学校区単位で協働したサ
ロン活動を行います。 

地域の中で世代間交流がで
きる場を増やします。 
世代間交流に関する情報収
集・発信を行います。 

公民館をはじめ、空き家・
空き店舗、学校施設等の地
域資源を活用して、交流・
居場所づくりの拠点を確保
します。
介護施設の一部など新たな
活動拠点を見出します。 

災害時要援護者の把握につ
いては、市で情報把握・整
理を行います。 
災害時にどのような情報が
必要か確認します。 
災害時だけでなく、日頃の
見守り活動にも活用しま
す。 

地域でのあいさつ・声かけ
を促進します。 
自治会等に参加していない
方でも気軽に参加できるよ
うな行事を開催し、地域参
加のきっかけづくりにしま
す。 

年次計画 
 市・社協が取り組むこと 

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

 

■地域での交流・居場所づく

りを支援する（情報提供や

助成等） 

               【社協】

【福祉部関係課】

１ケ所設置 

○ 
１ケ所設置 

○ 
１ケ所設置 

○ 
１ケ所設置

○ 
１ケ所設置

○ 
１ケ所設置

○ 

全 105

ケ所設置

 

■地域での世代間活動を支援

する（情報提供や助成等） 

 

【社協】

【福祉部関係課】

【教育委員会】

 

情報収集 

○ 
検 討

○ 

 

 

推 進    推 進

 

■公民館のバリアフリーや利

用しやすいしくみづくりを

行う。    【教育委員会】

■介護施設、福祉施設等の一

部を活用できるよう地域と

施設を橋渡しする。   

【福祉部関係課】 

■空き家、空き店舗や余裕教

室等の状況を確認し、活用

方法を検討する。 

【社協】

【福祉部関係課】

【教育委員会】

 

情報収集 

○ 
検 討

○ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

実 施 

 

  実 施

 

■ 地 域 で の 自 主 的 な 情 報 把

握・共有を支援する（情報

提供、地域支援マップ作成

支援等） 

■要援護者の情報を地域と

共有する 

【防災危機管理室】

【社協】

【福祉部関係課】

 

 

 

 

 

推 進 

   

 
 

 

 

    

推 進

 

■地域でのあいさつ・声かけ

の大切さを啓発する。 

 

■ 地 域 行 事 の 開 催 を 支 援 す

る。 

【全庁】

推 進 

 

 
    

 

推 進

１（りくづ域地 １標目本基 章１第  論各 部２第 ）化強のりがなつの域地.１（りくづ域地 １標目本基 章１第  論各 部２第 .地域のつながりの強化） 

 具体的な取り組み 
 

分　担 役　割 
目　標
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＜支えあいネットワークづくり＞ 

★ 高齢者（一人暮らし）が多いので皆で声かけをする。 

★ 見守り隊をつくる。 

★ 高齢者の見守り活動を行う。 

＜ひとり暮らし、孤独死対策＞ 

★ 孤独死に取り組むボランティア団体をつくる。 

★ 孤独死予防に取り組む（近所への声かけ、新聞配達や牛乳配達と連携して確認、毎朝

“旗”を出す 等）。 

★ 独居の方のゴミ出しの手伝いをする（安否確認になる）。 

＜地域関係者の連携強化＞ 

★ 地域の区長等とのワークショップを行う。 

★ 公民館、区長、組長などの集まりの場をつくる。 

★ 区長会とＰＴＡが連携する。 

＜地域ワークショップ＞ 

★ 世代によっては“ワークショップ”という横文字に抵抗がある。語り合う場、意見を聞く

場など、名称を使い分ける。 

★ 公募参加者を増やすには、参加して得することがある、興味をひくようなテーマ設定、身

近な小さいテーマ設定が必要。テーマ別・年齢別で開催してはどうか。 

＜災害時対策＞ 

★ 自主防災組織をつくる。 

★ 災害時の避難組織図をつくる。 

★ 災害時の安否確認の体制をつくる。 

★ 災害時にそなえ、日頃から地域で訓練をしたり、助けが必要な人の情報を共有する。 

★ まず防災訓練をやってみることが大事。災害時に何が必要かわかるようになる。地域の各

組織が連動して訓練をすべき。行政情報の活用も大切。  

 

 

 

～私たちのアイデア～（第１期計画策定後の地域ワークショップより） 

こうしたら 

いいんやない？

第２部 各論  第１章 基本目標１ 地域づくり（2.地域の課題発見と支えあい活動の促進） 
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2 地域の課題発見と支えあい活動の促進 

 基本的な考え方 

日常的な交流・ふれあい活動が進むことにより、地域の中で、自主的に地域の課題

が把握できるようになることが期待できます。 

第1期計画では地域で支えあうしくみづくりの一環として、まず「支援を必要とする

人（高齢者・障がい者・子ども等）」の情報収集・共有を図るため、高齢者支援マップ

の整備や、災害時要援護者の実態調査に取り組んできました。第２期計画では、調査

等で把握した情報を活用し、地域の関係者間のネットワークが生まれ、地域の自主的

な見守り・支えあい活動が芽吹いてきました。 

しかし、地域には、独居高齢者の孤独死、認知症による徘徊、行政情報だけでは見

つけにくい生活困窮者の存在などといった様々な課題があります。それらの課題につ

いて地域で検討し、地域で解決に向けた活動を行います。 

また、解決策の検討・実践にあたっては、地域活動の中核を担う自治会組織との連

携が必要不可欠との意見が多数あがっていることから、自治会組織と連携したワーク

ショップ開催等もあわせて支援していきます。 

さらに、民間事業者にも、地域の支えあい活動の担い手として活躍してもらえるよ

う、理解・協力を求めていきます。 

 

 

■ 支えあう地域づくりにおける関係者の役割（イメージ）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域（市全域）

区・行政区

小学校区

中学校区

いきいきサロン

地域によって成立過程が異なる
老人クラブとの調整
区長との調整　　

人材の育成

地域の核となる人材の育成（地域福祉コーディネーター）
福祉委員の検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
団塊の世代の人材活用の検討　　　　　　　　　　　　　　　　

ボランティアの活用

既存ボランティアの検証　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
今後のボランティアの検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ボランティア育成の計画
今後のボランティア活動の内容検討

日常的な交流・居場所づくり

民生委員の役割
地域福祉を支える民生委員の役割は重要
〇民生委員の定数の検討
〇民生委員の担う役割
※民生委員数の適正・資質向上の研修

自治会組織の役割
地域をまとめる自治会の役割は重要です
〇地域の関係機関との調整
〇地域の中心となるリーダーシップ

役割分担
地域における老人クラブ

といきいきサロンの役割　　

社会福祉協議会の役割

地域福祉推進の中核的機関
社協の充実は地域福祉推進の原動力

連携・連帯　　

新たな人材
育成の役割

行政の役割
個人情報の取り扱いの検討
継続的な意識調査
相談機関の整備
情報の充実

地域意識の醸成

地域行事の活性化

世代間交流の促進

要支援者の把握

地域の特性を生かしたまちづくり
先行的事例からの推進

住民の役割
地域の一員としてできること

老人クラブの役割

子ども会の役割

PTAの役割

児童クラブの役割

その他の団体の役割

住民相互が助けあい・支え合う心

地域（市全域）

区・行政区

小学校区

中学校区

区・行政区

小学校区

中学校区

いきいきサロン

地域によって成立過程が異なる
老人クラブとの調整
区長との調整　　

人材の育成

地域の核となる人材の育成（地域福祉コーディネーター）
福祉委員の検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
団塊の世代の人材活用の検討　　　　　　　　　　　　　　　　

ボランティアの活用

既存ボランティアの検証　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
今後のボランティアの検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ボランティア育成の計画
今後のボランティア活動の内容検討

日常的な交流・居場所づくり

民生委員の役割
地域福祉を支える民生委員の役割は重要
〇民生委員の定数の検討
〇民生委員の担う役割
※民生委員数の適正・資質向上の研修

自治会組織の役割
地域をまとめる自治会の役割は重要です
〇地域の関係機関との調整
〇地域の中心となるリーダーシップ

役割分担
地域における老人クラブ

といきいきサロンの役割　　

社会福祉協議会の役割

地域福祉推進の中核的機関
社協の充実は地域福祉推進の原動力

連携・連帯　　

新たな人材
育成の役割

行政の役割
個人情報の取り扱いの検討
継続的な意識調査
相談機関の整備
情報の充実

地域意識の醸成

地域行事の活性化

世代間交流の促進

要支援者の把握

地域の特性を生かしたまちづくり
先行的事例からの推進

住民の役割
地域の一員としてできること

老人クラブの役割

子ども会の役割

PTAの役割

児童クラブの役割

その他の団体の役割

老人クラブの役割

子ども会の役割

PTAの役割

児童クラブの役割

その他の団体の役割

住民相互が助けあい・支え合う心
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＜支えあいネットワークづくり＞ 

★ 高齢者（一人暮らし）が多いので皆で声かけをする。 

★ 見守り隊をつくる。 

★ 高齢者の見守り活動を行う。 

＜ひとり暮らし、孤独死対策＞ 

★ 孤独死に取り組むボランティア団体をつくる。 

★ 孤独死予防に取り組む（近所への声かけ、新聞配達や牛乳配達と連携して確認、毎朝

“旗”を出す 等）。 

★ 独居の方のゴミ出しの手伝いをする（安否確認になる）。 

＜地域関係者の連携強化＞ 

★ 地域の区長等とのワークショップを行う。 

★ 公民館、区長、組長などの集まりの場をつくる。 

★ 区長会とＰＴＡが連携する。 

＜地域ワークショップ＞ 

★ 世代によっては“ワークショップ”という横文字に抵抗がある。語り合う場、意見を聞く

場など、名称を使い分ける。 

★ 公募参加者を増やすには、参加して得することがある、興味をひくようなテーマ設定、身

近な小さいテーマ設定が必要。テーマ別・年齢別で開催してはどうか。 

＜災害時対策＞ 

★ 自主防災組織をつくる。 

★ 災害時の避難組織図をつくる。 

★ 災害時の安否確認の体制をつくる。 

★ 災害時にそなえ、日頃から地域で訓練をしたり、助けが必要な人の情報を共有する。 

★ まず防災訓練をやってみることが大事。災害時に何が必要かわかるようになる。地域の各

組織が連動して訓練をすべき。行政情報の活用も大切。  

 

 

 

～私たちのアイデア～（第１期計画策定後の地域ワークショップより） 

こうしたら 

いいんやない？
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2 地域の課題発見と支えあい活動の促進 

 基本的な考え方 

日常的な交流・ふれあい活動が進むことにより、地域の中で、自主的に地域の課題

が把握できるようになることが期待できます。 

第1期計画では地域で支えあうしくみづくりの一環として、まず「支援を必要とする

人（高齢者・障がい者・子ども等）」の情報収集・共有を図るため、高齢者支援マップ

の整備や、災害時要援護者の実態調査に取り組んできました。第２期計画では、調査

等で把握した情報を活用し、地域の関係者間のネットワークが生まれ、地域の自主的

な見守り・支えあい活動が芽吹いてきました。 

しかし、地域には、独居高齢者の孤独死、認知症による徘徊、行政情報だけでは見

つけにくい生活困窮者の存在などといった様々な課題があります。それらの課題につ

いて地域で検討し、地域で解決に向けた活動を行います。 

また、解決策の検討・実践にあたっては、地域活動の中核を担う自治会組織との連

携が必要不可欠との意見が多数あがっていることから、自治会組織と連携したワーク

ショップ開催等もあわせて支援していきます。 

さらに、民間事業者にも、地域の支えあい活動の担い手として活躍してもらえるよ

う、理解・協力を求めていきます。 

 

 

■ 支えあう地域づくりにおける関係者の役割（イメージ）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域（市全域）

区・行政区

小学校区

中学校区

いきいきサロン

地域によって成立過程が異なる
老人クラブとの調整
区長との調整　　

人材の育成

地域の核となる人材の育成（地域福祉コーディネーター）
福祉委員の検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
団塊の世代の人材活用の検討　　　　　　　　　　　　　　　　

ボランティアの活用

既存ボランティアの検証　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
今後のボランティアの検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ボランティア育成の計画
今後のボランティア活動の内容検討

日常的な交流・居場所づくり

民生委員の役割
地域福祉を支える民生委員の役割は重要
〇民生委員の定数の検討
〇民生委員の担う役割
※民生委員数の適正・資質向上の研修

自治会組織の役割
地域をまとめる自治会の役割は重要です
〇地域の関係機関との調整
〇地域の中心となるリーダーシップ

役割分担
地域における老人クラブ

といきいきサロンの役割　　

社会福祉協議会の役割

地域福祉推進の中核的機関
社協の充実は地域福祉推進の原動力

連携・連帯　　

新たな人材
育成の役割

行政の役割
個人情報の取り扱いの検討
継続的な意識調査
相談機関の整備
情報の充実

地域意識の醸成

地域行事の活性化

世代間交流の促進

要支援者の把握

地域の特性を生かしたまちづくり
先行的事例からの推進

住民の役割
地域の一員としてできること

老人クラブの役割

子ども会の役割

PTAの役割

児童クラブの役割

その他の団体の役割

住民相互が助けあい・支え合う心

地域（市全域）

区・行政区

小学校区

中学校区

区・行政区

小学校区

中学校区

いきいきサロン

地域によって成立過程が異なる
老人クラブとの調整
区長との調整　　

人材の育成
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ボランティアの活用
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今後のボランティアの検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ボランティア育成の計画
今後のボランティア活動の内容検討

日常的な交流・居場所づくり

民生委員の役割
地域福祉を支える民生委員の役割は重要
〇民生委員の定数の検討
〇民生委員の担う役割
※民生委員数の適正・資質向上の研修

自治会組織の役割
地域をまとめる自治会の役割は重要です
〇地域の関係機関との調整
〇地域の中心となるリーダーシップ
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といきいきサロンの役割　　

社会福祉協議会の役割
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住民の役割
地域の一員としてできること

老人クラブの役割
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その他の団体の役割

老人クラブの役割

子ども会の役割

PTAの役割

児童クラブの役割

その他の団体の役割

住民相互が助けあい・支え合う心
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№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由）
活動内容 市民・地域ができること

（自助・共助） 

６ 

 

■支えあい活動を行ってい

る関係者のネットワーク

を作る        

 

 

■支えあい活動の参加者を

増やす       

７ 

 

■話し合いやワークショッ

プ等を開催・参加する 

          

８ 

 

■支えあい活動の担い手と

なり得る民間事業者は地

域での活動に協力する 

          

９ 

 

■自主防災組織を設立する 

         

 

■防災訓練を企画・実施す

る 

         

 

■地域の避難所としてふさ

わしい場所を検討する 

 

 

■ 公 共 機 関 等 の 災 害 情 報

メールを活用する。 

 

地域ではさまざまな関係者
が、高齢者・障がい者・子ど
もなど、さまざまな支えが必
要な方の把握・見守り・支援
を行っていますが、関係者同
士の連携が少ないとの指摘が
あります。 
地域で自主的な支えあい活動
を行いやすいよう関係者同士
の連携が求められています。 

行政職員と地域の関係者の連
携は、単発的ではなく、継続
的に話し合いを重ねることが
必要です。 
各地域関係者から「地域活動
の中核を担う自治会組織と連
携を進めて行きたい」という
声が多くあがっており、自治
会と連携してワークショップ
を開催することも必要です。 

地域住民と民間事業者のつな
がりは営利活動にとどまら
ず、衣食住全てにおいて重要
な役割があります。 
福祉の担い手として事業者だ
からこそ可能な役割を整理し
共通理解する必要がありま
す。 

災害発生時は地域の支援活
動が最も有効であり、地域
からの支援を望む人が多く
なっています。そのため災
害発生に備えた防災訓練・
避難訓練を地域のさまざま
な組織が連携して実施する
ことが必要です。 
また災害時の避難所につい
て地域で周知が不十分だっ
たり、避難しづらい場所が
指定されていたり、避難所
自体が使いづらい地域もあ
ります。
災害の発生に備え、市民一
人ひとりが災害に対する心
構えや、防災のための知識
を身につけておくことが必
要です。 

地域で見守り・支
えあうネットワー
クをつくろう 

みんなで地域の課
題を見つけ、話し
合って、取り組み
を始めよう 

民間の事業者も地
域活動に参加しよ
う 

防災訓練をしよう 

自治会や民生委員、老人クラ
ブ、ボランティア等の関係者
の連携やネットワークづくり
を促進します。 
また市民がやりがいや楽しみ
を感じながら主体的に支えあ
い活動に参画できるようなし
くみを作ります。 

地域で定期的な話し合いや
ワークショップを開催しま
す。 

さまざまな民間事業者に対し
て、地域の支えあい活動への
理解・協力を要請していきま
す。 

地域住民による自主防災組織
の設立を促進します。 
自主防災組織を中心に、災害
発生時の連絡や支援方法等の
ルールづくりを促進します。 

地域での防災訓練の実施を促
進します。 

避難所を確保し、周知を徹底
します。 
避難所のバリアフリー化に取
り組みます。 

防災に関する意識啓発、情報
提供を行います。 
情報機器を活用して災害情報
を入手します。 

年次計画 

市・社協が取り組むこと 

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

■何か支えが必要な人のた

めのネットワークづくり

を支援する（先行事例の

情報提供、会議支援等）

【社協】

【福祉部関係課】

■支えあい活動を活性化す

るためのしくみを検討す

る                   【社協】

【福祉部関係課】

 

 

 

 

 
地域で拡充

  

  
 

 

 
地域で拡充

 

 

■地域でのワークショップ

開催・運営を支援する 

 

【社協】

【福祉部関係課】

 

２校区 

以上で 

開催 

○ 
 

 

２校区 

以上で 

開催 

○ 
 

 

２校区 

以上で 

開催 

○ 
 

 

２校区 

以上で 

開催 

○ 
 

 

２校区 

以上で 

開催 

○ 
 

 

２校区 

以上で 

開催 

○ 
 

 

11 校区で

開催 

 

■支えあい活動の担い手と

なり得る民間事業者に対

する啓発や協力依頼を行

う 

【社協】

【福祉部関係課】

現状把握

○ 

検 討 

○ 

 

 

実 施 

  

 
実 施 

■自主防災組織の設立を支

援する（情報提供、マニ

ュアル作成支援等） 

【防災危機管理室】

【消防本部】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域防災

計画で実施

 

   

地域防災計画

で実施 

■地域での防災訓練実施を

支援する（企画・運営支

援、人材派遣等） 

【防災危機管理室】

【消防本部】

■適切な避難所を確保し、

周知する 

【防災危機管理室】

■障がい者等の避難所とし

て福祉施設を確保する 

   【防災危機管理室】

【福祉部関係課】

■広報や講習会等で防災に

関する情報提供や意識啓

発を行う 【消防本部】

【防災危機管理室】

【教育委員会】

 １標目本基 章１第  論各 部２第 ）進促の動活いあえ支と見発題課の域地.2（りくづ域地 １標目本基 章１第  論各 部２第 地域づくり（2.地域の課題発見と支えあい活動の促進） 

 具体的な取り組み 
 

分　担 役　割 
目　標
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№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由）
活動内容 市民・地域ができること

（自助・共助） 

６ 

 

■支えあい活動を行ってい

る関係者のネットワーク

を作る        

 

 

■支えあい活動の参加者を

増やす       

７ 

 

■話し合いやワークショッ

プ等を開催・参加する 

          

８ 

 

■支えあい活動の担い手と

なり得る民間事業者は地

域での活動に協力する 

          

９ 

 

■自主防災組織を設立する 

         

 

■防災訓練を企画・実施す

る 

         

 

■地域の避難所としてふさ

わしい場所を検討する 

 

 

■ 公 共 機 関 等 の 災 害 情 報

メールを活用する。 

 

地域ではさまざまな関係者
が、高齢者・障がい者・子ど
もなど、さまざまな支えが必
要な方の把握・見守り・支援
を行っていますが、関係者同
士の連携が少ないとの指摘が
あります。 
地域で自主的な支えあい活動
を行いやすいよう関係者同士
の連携が求められています。 

行政職員と地域の関係者の連
携は、単発的ではなく、継続
的に話し合いを重ねることが
必要です。 
各地域関係者から「地域活動
の中核を担う自治会組織と連
携を進めて行きたい」という
声が多くあがっており、自治
会と連携してワークショップ
を開催することも必要です。 

地域住民と民間事業者のつな
がりは営利活動にとどまら
ず、衣食住全てにおいて重要
な役割があります。 
福祉の担い手として事業者だ
からこそ可能な役割を整理し
共通理解する必要がありま
す。 

災害発生時は地域の支援活
動が最も有効であり、地域
からの支援を望む人が多く
なっています。そのため災
害発生に備えた防災訓練・
避難訓練を地域のさまざま
な組織が連携して実施する
ことが必要です。 
また災害時の避難所につい
て地域で周知が不十分だっ
たり、避難しづらい場所が
指定されていたり、避難所
自体が使いづらい地域もあ
ります。
災害の発生に備え、市民一
人ひとりが災害に対する心
構えや、防災のための知識
を身につけておくことが必
要です。 

地域で見守り・支
えあうネットワー
クをつくろう 

みんなで地域の課
題を見つけ、話し
合って、取り組み
を始めよう 

民間の事業者も地
域活動に参加しよ
う 

防災訓練をしよう 

自治会や民生委員、老人クラ
ブ、ボランティア等の関係者
の連携やネットワークづくり
を促進します。 
また市民がやりがいや楽しみ
を感じながら主体的に支えあ
い活動に参画できるようなし
くみを作ります。 

地域で定期的な話し合いや
ワークショップを開催しま
す。 

さまざまな民間事業者に対し
て、地域の支えあい活動への
理解・協力を要請していきま
す。 

地域住民による自主防災組織
の設立を促進します。 
自主防災組織を中心に、災害
発生時の連絡や支援方法等の
ルールづくりを促進します。 

地域での防災訓練の実施を促
進します。 

避難所を確保し、周知を徹底
します。 
避難所のバリアフリー化に取
り組みます。 

防災に関する意識啓発、情報
提供を行います。 
情報機器を活用して災害情報
を入手します。 

年次計画 

市・社協が取り組むこと 

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

■何か支えが必要な人のた

めのネットワークづくり

を支援する（先行事例の

情報提供、会議支援等）

【社協】

【福祉部関係課】

■支えあい活動を活性化す

るためのしくみを検討す

る                   【社協】

【福祉部関係課】

 

 

 

 

 
地域で拡充

  

  
 

 

 
地域で拡充

 

 

■地域でのワークショップ

開催・運営を支援する 

 

【社協】

【福祉部関係課】

 

２校区 

以上で 

開催 

○ 
 

 

２校区 

以上で 

開催 

○ 
 

 

２校区 

以上で 

開催 

○ 
 

 

２校区 

以上で 

開催 

○ 
 

 

２校区 

以上で 

開催 

○ 
 

 

２校区 

以上で 

開催 

○ 
 

 

11 校区で

開催 

 

■支えあい活動の担い手と

なり得る民間事業者に対

する啓発や協力依頼を行

う 

【社協】

【福祉部関係課】

現状把握

○ 

検 討 

○ 

 

 

実 施 

  

 
実 施 

■自主防災組織の設立を支

援する（情報提供、マニ

ュアル作成支援等） 

【防災危機管理室】

【消防本部】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域防災

計画で実施

 

   

地域防災計画

で実施 

■地域での防災訓練実施を

支援する（企画・運営支

援、人材派遣等） 

【防災危機管理室】

【消防本部】

■適切な避難所を確保し、

周知する 

【防災危機管理室】

■障がい者等の避難所とし

て福祉施設を確保する 

   【防災危機管理室】

【福祉部関係課】

■広報や講習会等で防災に

関する情報提供や意識啓

発を行う 【消防本部】

【防災危機管理室】

【教育委員会】

 １標目本基 章１第  論各 部２第 ）進促の動活いあえ支と見発題課の域地.2（りくづ域地 １標目本基 章１第  論各 部２第 地域づくり（2.地域の課題発見と支えあい活動の促進） 

 具体的な取り組み 
 

分　担 役　割 
目　標
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№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由）
活動内容 市民・地域ができること

（自助・共助） 

６ 

 

■支えあい活動を行ってい

る関係者のネットワーク

を作る        

 

 

■支えあい活動の参加者を

増やす       

７ 

 

■話し合いやワークショッ

プ等を開催・参加する 

          

８ 

 

■支えあい活動の担い手と

なり得る民間事業者は地

域での活動に協力する 

          

９ 

 

■自主防災組織を設立する 

         

 

■防災訓練を企画・実施す

る 

         

 

■地域の避難所としてふさ

わしい場所を検討する 

 

 

■ 公 共 機 関 等 の 災 害 情 報

メールを活用する。 

 

地域ではさまざまな関係者
が、高齢者・障がい者・子ど
もなど、さまざまな支えが必
要な方の把握・見守り・支援
を行っていますが、関係者同
士の連携が少ないとの指摘が
あります。 
地域で自主的な支えあい活動
を行いやすいよう関係者同士
の連携が求められています。 

行政職員と地域の関係者の連
携は、単発的ではなく、継続
的に話し合いを重ねることが
必要です。 
各地域関係者から「地域活動
の中核を担う自治会組織と連
携を進めて行きたい」という
声が多くあがっており、自治
会と連携してワークショップ
を開催することも必要です。 

地域住民と民間事業者のつな
がりは営利活動にとどまら
ず、衣食住全てにおいて重要
な役割があります。 
福祉の担い手として事業者だ
からこそ可能な役割を整理し
共通理解する必要がありま
す。 

災害発生時は地域の支援活
動が最も有効であり、地域
からの支援を望む人が多く
なっています。そのため災
害発生に備えた防災訓練・
避難訓練を地域のさまざま
な組織が連携して実施する
ことが必要です。 
また災害時の避難所につい
て地域で周知が不十分だっ
たり、避難しづらい場所が
指定されていたり、避難所
自体が使いづらい地域もあ
ります。
災害の発生に備え、市民一
人ひとりが災害に対する心
構えや、防災のための知識
を身につけておくことが必
要です。 

地域で見守り・支
えあうネットワー
クをつくろう 

みんなで地域の課
題を見つけ、話し
合って、取り組み
を始めよう 

民間の事業者も地
域活動に参加しよ
う 

防災訓練をしよう 

自治会や民生委員、老人クラ
ブ、ボランティア等の関係者
の連携やネットワークづくり
を促進します。 
また市民がやりがいや楽しみ
を感じながら主体的に支えあ
い活動に参画できるようなし
くみを作ります。 

地域で定期的な話し合いや
ワークショップを開催しま
す。 

さまざまな民間事業者に対し
て、地域の支えあい活動への
理解・協力を要請していきま
す。 

地域住民による自主防災組織
の設立を促進します。 
自主防災組織を中心に、災害
発生時の連絡や支援方法等の
ルールづくりを促進します。 

地域での防災訓練の実施を促
進します。 

避難所を確保し、周知を徹底
します。 
避難所のバリアフリー化に取
り組みます。 

防災に関する意識啓発、情報
提供を行います。 
情報機器を活用して災害情報
を入手します。 

年次計画 

市・社協が取り組むこと 

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

■何か支えが必要な人のた

めのネットワークづくり

を支援する（先行事例の

情報提供、会議支援等）

【社協】

【福祉部関係課】

■支えあい活動を活性化す

るためのしくみを検討す

る                   【社協】

【福祉部関係課】

 

 

 

 

 
地域で拡充

  

  
 

 

 
地域で拡充

 

 

■地域でのワークショップ

開催・運営を支援する 

 

【社協】

【福祉部関係課】

 

２校区 

以上で 

開催 

○ 
 

 

２校区 

以上で 

開催 

○ 
 

 

２校区 

以上で 

開催 

○ 
 

 

２校区 

以上で 

開催 

○ 
 

 

２校区 

以上で 

開催 

○ 
 

 

２校区 

以上で 

開催 

○ 
 

 

11 校区で

開催 

 

■支えあい活動の担い手と

なり得る民間事業者に対

する啓発や協力依頼を行

う 

【社協】

【福祉部関係課】

現状把握

○ 

検 討 

○ 

 

 

実 施 

  

 
実 施 

■自主防災組織の設立を支

援する（情報提供、マニ

ュアル作成支援等） 

【防災危機管理室】

【消防本部】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域防災

計画で実施

 

   

地域防災計画

で実施 

■地域での防災訓練実施を

支援する（企画・運営支

援、人材派遣等） 

【防災危機管理室】

【消防本部】

■適切な避難所を確保し、

周知する 

【防災危機管理室】

■障がい者等の避難所とし

て福祉施設を確保する 

   【防災危機管理室】

【福祉部関係課】

■広報や講習会等で防災に

関する情報提供や意識啓

発を行う 【消防本部】

【防災危機管理室】

【教育委員会】

 １標目本基 章１第  論各 部２第 ）進促の動活いあえ支と見発題課の域地.2（りくづ域地 １標目本基 章１第  論各 部２第 地域づくり（2.地域の課題発見と支えあい活動の促進） 

 具体的な取り組み 
 

分　担 役　割 
目　標
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第２部 各論  第１章 基本目標 2 ひとづくり（1.多様な活動団体の活動促進） 
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第2章 基本目標2 ひとづくり 

1 多様な活動団体の活動促進（社会福祉協議会、民生委員、自治会等） 

 基本的な考え方 

（1）社会福祉協議会 

行橋市社会福祉協議会（以下「社協」という。）では、地域が抱える様々な福祉課題

に対して、住民の皆さんと共に考え、互いに協力して課題解決を図るため、福祉のま

ちづくりを進めるための指針である「地域福祉活動計画」（計画期間平成22年度～ 

平成26年度）を策定し、計画の実現に向けて様々な事業に取り組んできました。 

平成29年度から、より一層、行政との連携を図り、また、住民の方にも一目でわか

るように、新たな「地域福祉活動計画」は「行橋市地域福祉計画」と一体的に示す計

画として策定します。 

社協の使命は、「住民主体による地域福祉の推進」です。それは、「住み慣れた地域

において、いつまでも安心して暮らし続けることができる地域づくり」につなげるも

のです。具体的には、生活の場である地域において課題を把握し、その解決において、

制度やサービス提供以外に、住民同士や当事者、地域の様々な団体が主体的に支えあ

う風土を醸成し仕組みを構築していくことです。 

このため、社協では、「いきいきサロン活動」による支援を中心に小地域の組織化を

図ってきました。現在99ヵ所122行政区に設置済みではありますが、今後さらに活動

を展開するためには、地域福祉活動の担い手不足や活動者の高齢化など大きな課題が

あるのも現実です。 

これまで述べて来たものは、高齢社会における介護予防に視点をおいた取り組みで

すが、一方で社会的孤立や生活困窮など見逃せない新たな課題も顕著になっています。

このような新たな課題は、高齢者介護や障害者支援の中にも存在し、また、輻輳化し、

切り離せない現状にあります。 

このように地域福祉全般を見渡し、誰もが住み慣れた地域で暮らし続けられる地域

にするため、生活支援の体制整備、制度の狭間の問題への対応、制度間の連携を積極

的に行うとともに自治会、民生委員会、老人クラブ等多様な団体と連携して、地域全

体で支えあう仕組みを創り上げ、市民一人ひとりが社会参加できるまちづくりを目指

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

34



第２部 各論  第１章　基本目標2　ひとづくり（1.多様な活動団体の活動促進） 

 
35

 

         

 

＜民生委員＞ 

★ 民生委員の負担が大きい。負担軽減が必要である。 

★ 民生委員と区長さんとの連携が必要である。 

★ 民生委員の任期を短くする。 

＜人材発掘＞ 

★ 交通手段が少ないので、近所の方や車を持っている方が助け合っていくといい。 

★ 高齢者が集まって何かの“仕事”ができたらいい。 

＜校区・行政区・自治会活動＞ 

★ 昔ながらの地元の人と新しい人達（アパート）とのつながり、既存の会に参加しない人た

ちとのつながりづくりをする。 

★ 区に入らない人について、入るきっかけをつくる（講座とか）。 

★ 地域デビューのきっかけを作る（65歳以上になると老人会に誘うなど）。 

 

（2）民生委員・児童委員 

民生委員は、民生委員法により厚生労働大臣から委嘱され、地域住民からの生活に

関する相談への対応や情報提供等の活動を行う、民間の奉仕者です。また児童委員は

児童福祉法（第16条第2項）で民生委員が兼ねるとされています。 

本市では、平成28年に4人の定員増が実現し、平成29年２月現在133人が活動し

ています。 

今後の地域においては、少子高齢化の進行や生活困窮者の問題など、さまざまな地

域課題が増加・複雑化し、民生委員に求められる役割はさらに重要になります。この

ため、民生委員への負担増加やなり手不足が懸念されており、活動の充実に向けて、担

当世帯数の適正化等により負担軽減を図るほか、研修等による資質向上や他の関係団

体との連携を強化していきます。 

（3）自治会 

本市では平成29年２月現在、187の行政区が存在し、184の自治会組織が構成さ

れています。地域福祉を推進していく上で自治会組織と連携を図っていくのは必要不

可欠です。特に小地域福祉活動において、日常的な交流や支えあい活動の基盤となり

ます。地域住民同士のふれあいをステップアップして住民相互の支えあいへつなげて

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～私たちのアイデア～（第１期計画策定後の地域ワークショップより） 

こうしたら 

いいんやない？
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第2章 基本目標2 ひとづくり 

1 多様な活動団体の活動促進（社会福祉協議会、民生委員、自治会等） 

 基本的な考え方 

（1）社会福祉協議会 

行橋市社会福祉協議会（以下「社協」という。）では、地域が抱える様々な福祉課題

に対して、住民の皆さんと共に考え、互いに協力して課題解決を図るため、福祉のま

ちづくりを進めるための指針である「地域福祉活動計画」（計画期間平成22年度～ 

平成26年度）を策定し、計画の実現に向けて様々な事業に取り組んできました。 

平成29年度から、より一層、行政との連携を図り、また、住民の方にも一目でわか

るように、新たな「地域福祉活動計画」は「行橋市地域福祉計画」と一体的に示す計

画として策定します。 

社協の使命は、「住民主体による地域福祉の推進」です。それは、「住み慣れた地域

において、いつまでも安心して暮らし続けることができる地域づくり」につなげるも

のです。具体的には、生活の場である地域において課題を把握し、その解決において、

制度やサービス提供以外に、住民同士や当事者、地域の様々な団体が主体的に支えあ

う風土を醸成し仕組みを構築していくことです。 

このため、社協では、「いきいきサロン活動」による支援を中心に小地域の組織化を

図ってきました。現在99ヵ所122行政区に設置済みではありますが、今後さらに活動

を展開するためには、地域福祉活動の担い手不足や活動者の高齢化など大きな課題が

あるのも現実です。 

これまで述べて来たものは、高齢社会における介護予防に視点をおいた取り組みで

すが、一方で社会的孤立や生活困窮など見逃せない新たな課題も顕著になっています。

このような新たな課題は、高齢者介護や障害者支援の中にも存在し、また、輻輳化し、

切り離せない現状にあります。 

このように地域福祉全般を見渡し、誰もが住み慣れた地域で暮らし続けられる地域

にするため、生活支援の体制整備、制度の狭間の問題への対応、制度間の連携を積極

的に行うとともに自治会、民生委員会、老人クラブ等多様な団体と連携して、地域全

体で支えあう仕組みを創り上げ、市民一人ひとりが社会参加できるまちづくりを目指

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

34



№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由）
活動内容 市民・地域ができること

（自助・共助） 

１0 

 

■社会福祉協議会を中心

に、地域での連携を強

化します 

１1 

 

■地域住民同士の人間関

係を深めます 

 

■「見守り（支え合い）

活動」に参加します 

１2 

 

■人員の適正配置や研修

等に取り組む（民生委

員） 

 

■民生委員の仕事の見直

しを行う（民生委員協

議会） 

 

■民生委員活動のＰＲを

行う（民生委員） 

 

■地域（自治会組織）と

の連携を強化する（民

生委員） 

社会福祉協議会を
中心に、住民を主
体とした地域福祉
活動をすすめよう 

自治会と協力して
「いきいきサロン
活動」から「見守
り（支えあい）活
動」へ繋げよう 

民生委員の活動を
支援します 

福祉のまちづくりの主人公は
市民です。市民がまちづくり
に主体的に関わる為には、互
いに尊重し、生きる力を高め
あう関係を作ることが必要と
なります。そのため、市民が
福祉意識を高める取り組みを
社協が中心となり推し進め、
多くの市民が地域福祉活動に
参画できるよう求められてい
ます。 

地域住民同士の人間関係を
さらに住民相互の見守り

（支え合い）活動の展開に
繋げていく「であい」「ふ
れあい」から「支え合い」
へのステップアップさせて
いくことが、これからの「い
きいきサロン活動」の目標
です。 

地域ニーズの多様化、担当
世帯の増加、困難事例の増
加等により、民生委員の負
担が増大しています。この
ことにより、民生委員の仕
事・役割を見直す必要があ
り、適正配置が求められて
います。 

担当地区の民生委員を知っ
ている人は市民の４割程
で、活動内容について理解
している人はさらに少ない
ため、市民への認知度と活
動への理解を広めることが
必要です。また、複雑化す
る社会福祉制度の情報を収
集し、民生委員活動につな
げていくことが必要です。 

小地域福祉活動・ボランティ
ア活動を積極的に行っている
市民に協力して頂き、地域で
の福祉的課題について話し合
い、その解決方法を検討し、
各地域に見合った支え合いの
仕組みを再構築することを目
的とした「行橋市地域福祉活
動ネットワーク推進協議会」

（仮称）を設置します。 

「行橋市地域福祉活動ネット
ワ ー ク 推 進 協 議 会」（仮 称）
による小地域福祉活動部会に
おいて、積極的にいきいきサ
ロン活動を支える世話人の育
成・支援に努めます。また、
地域で暮らす高齢者、障がい
者、子育て中の親など、生活
課題を抱えた人たちが、地域
の中で孤立することなく安心
して生活できるよう、課題解
決に向けて、小地域で行う見
守り（支え合い）の仕組みな
どの実践報告会を各小学校区
単位で実施します。 

民生委員の仕事内容の見直し
を行い、担当世帯数を考慮し
た適正人員の確保と配置を行
います。また必要に応じた研
修等を行います。 

民生委員活動の周知や、地域
との連携強化等の活動支援を
図ります。また活動に必要な
情報収集・情報提供を行いま
す。 

年次計画 

市・社協が取り組むこと

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

 

■活動内容を充実し、組

織体制の見直しを検討

する      

 【社協】

■研修等により職員の資

質向上を図る   

       【社協】 

【福祉部関係課】 

 

 

 
設 置 

実 施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実 施 

 

■「見守り（支え合い）

活動」を「行橋市地域

福祉活動ネットワーク

推 進 協 議 会 」 と 連 携

し、出前講座を実施し

ます 

【社協】 

【福祉部関係課】 

【市民相談室】 

 

 

  
 

検 討 

協 議 

○ 

 

 

 

 

 
実 施 

 

 

 

 

 
実 施 

 

 

   

 

 

 
 

実 施 

 

■人員の適正配置につい

て検討・見直しを行う 

【福祉部関係課】 

■必要に応じた研修等を

実施する 

【福祉部関係課】 

４名増員 

○ 

分 析 

○ 

分 析 

○ 

見直し 

  
定期的に 

見直しを行う 

 

随時実施
    随時実施 

 

■広報等による民生委員

活動の周知を行う 

【福祉部関係課】 

■地域との連携を支援す

る 

【社協】 

【福祉部関係課】 

 

■活動に必要な情報を収

集して提供する 

【社協】 

【福祉部関係課】 

広報誌等

による 

継続的実

施 

 

   継続的実施 

 

随時実施
     随時実施 

 

継続的な

情報提供

   

   
継続的な 

情報提供 

 ）進促動活の体団動多様な活.1（りくづとひ 2標目本基 章2第  論各 部２第  ）進促動活の体団動多様な活.1（りくづとひ 2標目本基 章2第  論各 部２第

 具体的な取り組み  
 

分　担 

目　標 

役　割 
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№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由）
活動内容 市民・地域ができること

（自助・共助） 

１0 

 

■社会福祉協議会を中心

に、地域での連携を強

化します 

１1 

 

■地域住民同士の人間関

係を深めます 

 

■「見守り（支え合い）

活動」に参加します 

１2 

 

■人員の適正配置や研修

等に取り組む（民生委

員） 

 

■民生委員の仕事の見直

しを行う（民生委員協

議会） 

 

■民生委員活動のＰＲを

行う（民生委員） 

 

■地域（自治会組織）と

の連携を強化する（民

生委員） 

社会福祉協議会を
中心に、住民を主
体とした地域福祉
活動をすすめよう 

自治会と協力して
「いきいきサロン
活動」から「見守
り（支えあい）活
動」へ繋げよう 

民生委員の活動を
支援します 

福祉のまちづくりの主人公は
市民です。市民がまちづくり
に主体的に関わる為には、互
いに尊重し、生きる力を高め
あう関係を作ることが必要と
なります。そのため、市民が
福祉意識を高める取り組みを
社協が中心となり推し進め、
多くの市民が地域福祉活動に
参画できるよう求められてい
ます。 

地域住民同士の人間関係を
さらに住民相互の見守り

（支え合い）活動の展開に
繋げていく「であい」「ふ
れあい」から「支え合い」
へのステップアップさせて
いくことが、これからの「い
きいきサロン活動」の目標
です。 

地域ニーズの多様化、担当
世帯の増加、困難事例の増
加等により、民生委員の負
担が増大しています。この
ことにより、民生委員の仕
事・役割を見直す必要があ
り、適正配置が求められて
います。 

担当地区の民生委員を知っ
ている人は市民の４割程
で、活動内容について理解
している人はさらに少ない
ため、市民への認知度と活
動への理解を広めることが
必要です。また、複雑化す
る社会福祉制度の情報を収
集し、民生委員活動につな
げていくことが必要です。 

小地域福祉活動・ボランティ
ア活動を積極的に行っている
市民に協力して頂き、地域で
の福祉的課題について話し合
い、その解決方法を検討し、
各地域に見合った支え合いの
仕組みを再構築することを目
的とした「行橋市地域福祉活
動ネットワーク推進協議会」

（仮称）を設置します。 

「行橋市地域福祉活動ネット
ワ ー ク 推 進 協 議 会」（仮 称）
による小地域福祉活動部会に
おいて、積極的にいきいきサ
ロン活動を支える世話人の育
成・支援に努めます。また、
地域で暮らす高齢者、障がい
者、子育て中の親など、生活
課題を抱えた人たちが、地域
の中で孤立することなく安心
して生活できるよう、課題解
決に向けて、小地域で行う見
守り（支え合い）の仕組みな
どの実践報告会を各小学校区
単位で実施します。 

民生委員の仕事内容の見直し
を行い、担当世帯数を考慮し
た適正人員の確保と配置を行
います。また必要に応じた研
修等を行います。 

民生委員活動の周知や、地域
との連携強化等の活動支援を
図ります。また活動に必要な
情報収集・情報提供を行いま
す。 

年次計画 

市・社協が取り組むこと

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

 

■活動内容を充実し、組

織体制の見直しを検討

する      

 【社協】

■研修等により職員の資

質向上を図る   

       【社協】 

【福祉部関係課】 

 

 

 
設 置 

実 施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実 施 

 

■「見守り（支え合い）

活動」を「行橋市地域

福祉活動ネットワーク

推 進 協 議 会 」 と 連 携

し、出前講座を実施し

ます 

【社協】 

【福祉部関係課】 

【市民相談室】 

 

 

  
 

検 討 

協 議 

○ 

 

 

 

 

 
実 施 

 

 

 

 

 
実 施 

 

 

   

 

 

 
 

実 施 

 

■人員の適正配置につい

て検討・見直しを行う 

【福祉部関係課】 

■必要に応じた研修等を

実施する 

【福祉部関係課】 

４名増員 

○ 

分 析 

○ 

分 析 

○ 

見直し 

  
定期的に 

見直しを行う 

 

随時実施
    随時実施 

 

■広報等による民生委員

活動の周知を行う 

【福祉部関係課】 

■地域との連携を支援す

る 

【社協】 

【福祉部関係課】 

 

■活動に必要な情報を収

集して提供する 

【社協】 

【福祉部関係課】 

広報誌等

による 

継続的実

施 

 

   継続的実施 

 

随時実施
     随時実施 

 

継続的な

情報提供

   

   
継続的な 

情報提供 

 ）進促動活の体団動多様な活.1（りくづとひ 2標目本基 章2第  論各 部２第  ）進促動活の体団動多様な活.1（りくづとひ 2標目本基 章2第  論各 部２第

 具体的な取り組み  
 

分　担 

目　標 

役　割 
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№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由）
活動内容 市民・地域ができること

（自助・共助） 

１0 

 

■社会福祉協議会を中心

に、地域での連携を強

化します 

１1 

 

■地域住民同士の人間関

係を深めます 

 

■「見守り（支え合い）

活動」に参加します 

１2 

 

■人員の適正配置や研修

等に取り組む（民生委

員） 

 

■民生委員の仕事の見直

しを行う（民生委員協

議会） 

 

■民生委員活動のＰＲを

行う（民生委員） 

 

■地域（自治会組織）と

の連携を強化する（民

生委員） 

社会福祉協議会を
中心に、住民を主
体とした地域福祉
活動をすすめよう 

自治会と協力して
「いきいきサロン
活動」から「見守
り（支えあい）活
動」へ繋げよう 

民生委員の活動を
支援します 

福祉のまちづくりの主人公は
市民です。市民がまちづくり
に主体的に関わる為には、互
いに尊重し、生きる力を高め
あう関係を作ることが必要と
なります。そのため、市民が
福祉意識を高める取り組みを
社協が中心となり推し進め、
多くの市民が地域福祉活動に
参画できるよう求められてい
ます。 

地域住民同士の人間関係を
さらに住民相互の見守り

（支え合い）活動の展開に
繋げていく「であい」「ふ
れあい」から「支え合い」
へのステップアップさせて
いくことが、これからの「い
きいきサロン活動」の目標
です。 

地域ニーズの多様化、担当
世帯の増加、困難事例の増
加等により、民生委員の負
担が増大しています。この
ことにより、民生委員の仕
事・役割を見直す必要があ
り、適正配置が求められて
います。 

担当地区の民生委員を知っ
ている人は市民の４割程
で、活動内容について理解
している人はさらに少ない
ため、市民への認知度と活
動への理解を広めることが
必要です。また、複雑化す
る社会福祉制度の情報を収
集し、民生委員活動につな
げていくことが必要です。 

小地域福祉活動・ボランティ
ア活動を積極的に行っている
市民に協力して頂き、地域で
の福祉的課題について話し合
い、その解決方法を検討し、
各地域に見合った支え合いの
仕組みを再構築することを目
的とした「行橋市地域福祉活
動ネットワーク推進協議会」

（仮称）を設置します。 

「行橋市地域福祉活動ネット
ワ ー ク 推 進 協 議 会」（仮 称）
による小地域福祉活動部会に
おいて、積極的にいきいきサ
ロン活動を支える世話人の育
成・支援に努めます。また、
地域で暮らす高齢者、障がい
者、子育て中の親など、生活
課題を抱えた人たちが、地域
の中で孤立することなく安心
して生活できるよう、課題解
決に向けて、小地域で行う見
守り（支え合い）の仕組みな
どの実践報告会を各小学校区
単位で実施します。 

民生委員の仕事内容の見直し
を行い、担当世帯数を考慮し
た適正人員の確保と配置を行
います。また必要に応じた研
修等を行います。 

民生委員活動の周知や、地域
との連携強化等の活動支援を
図ります。また活動に必要な
情報収集・情報提供を行いま
す。 

年次計画 

市・社協が取り組むこと

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

 

■活動内容を充実し、組

織体制の見直しを検討

する      

 【社協】

■研修等により職員の資

質向上を図る   

       【社協】 

【福祉部関係課】 

 

 

 
設 置 

実 施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実 施 

 

■「見守り（支え合い）

活動」を「行橋市地域

福祉活動ネットワーク

推 進 協 議 会 」 と 連 携

し、出前講座を実施し

ます 

【社協】 

【福祉部関係課】 

【市民相談室】 

 

 

  
 

検 討 

協 議 

○ 

 

 

 

 

 
実 施 

 

 

 

 

 
実 施 

 

 

   

 

 

 
 

実 施 

 

■人員の適正配置につい

て検討・見直しを行う 

【福祉部関係課】 

■必要に応じた研修等を

実施する 

【福祉部関係課】 

４名増員 

○ 

分 析 

○ 

分 析 

○ 

見直し 

  
定期的に 

見直しを行う 

 

随時実施
    随時実施 

 

■広報等による民生委員

活動の周知を行う 

【福祉部関係課】 

■地域との連携を支援す

る 

【社協】 

【福祉部関係課】 

 

■活動に必要な情報を収

集して提供する 

【社協】 

【福祉部関係課】 

広報誌等

による 

継続的実

施 

 

   継続的実施 

 

随時実施
     随時実施 

 

継続的な

情報提供

   

   
継続的な 

情報提供 

 ）進促動活の体団動多様な活.1（りくづとひ 2標目本基 章2第  論各 部２第  ）進促動活の体団動多様な活.1（りくづとひ 2標目本基 章2第  論各 部２第

 具体的な取り組み  
 

分　担 

目　標 

役　割 
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第２部 各論  第 2 章 基本目標 2 ひとづくり（2.地域の人材発掘・育成の推進） 
 

38 

 

２ 地域の人材発掘・育成の推進（社協ボランティアセンター） 

 基本的な考え方 

社会福祉協議会（以下「社協」という。）では、地域の多様な課題の解決に向けて、

ボランティア・地域福祉活動の再構築を行うため、ボランティアセンターの整備を行

いました。 

今後、ボランティアセンターは、課題の原因等を追求し、新たなアプローチ方法に

より新規活動者の開拓を行います。「潜在者への働きかけ」「活動希望者への対応」「活

動者への支援」を充実し、趣味、特技、意欲を持った人材の発掘・育成を行います。

また、ボランティア・地域福祉活動の拠点として、活動者同士の交流促進や、情報発

信、広報・啓発活動を重点的に取り組み、地域福祉活動がより身近で活発なものとな

るように育成・支援を行います。ボランティアセンターはより良いボランティアコー

ディネートを目指し、潜在者、活動希望者、活動者それぞれに合わせた支援を提供し、

総合的なサポートを行います。 

地域の多様な課題の解決には、テーマ型組織として性格が強いボランティアだけで

はなく、地縁型組織としての性格が強い小地域福祉活動の両面からのアプローチが必

要です。この両面からのアプローチが、自助・共助の力を高め、地域福祉推進の大き

な役割を担います。社協ボランティアセンターは本計画における「ひとづくり」を担

う位置づけとして計画に基づき事業を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38



第２部 各論  第 2 章 基本目標 2 ひとづくり（2..地域の人材発掘・育成の推進） 

39 

 

 

 

＜ボランティア・NPO＞ 

★ ボランティアしたい人・必要な人が積極的に手を上げ、結びつけられるしくみをつくる。 

★ ボランティア情報を市報に掲載する。 

★ 日常生活支援ボランティアがほしい（出かけるときの送迎、買物代行、ゴミ出し等）。 

★ 学生のボランティアを活用する。 

★ 老人ボランティアグループを創設する。 

★ 定年になった方が車の送迎をしてくれたら（NPO）。 

★ 送迎のボランティアがあれば良い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～私たちのアイデア～（第１期計画策定後の地域ワークショップより） 

こうしたら 

いいんやない？
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２ 地域の人材発掘・育成の推進（社協ボランティアセンター） 

 基本的な考え方 

社会福祉協議会（以下「社協」という。）では、地域の多様な課題の解決に向けて、

ボランティア・地域福祉活動の再構築を行うため、ボランティアセンターの整備を行

いました。 

今後、ボランティアセンターは、課題の原因等を追求し、新たなアプローチ方法に

より新規活動者の開拓を行います。「潜在者への働きかけ」「活動希望者への対応」「活

動者への支援」を充実し、趣味、特技、意欲を持った人材の発掘・育成を行います。

また、ボランティア・地域福祉活動の拠点として、活動者同士の交流促進や、情報発

信、広報・啓発活動を重点的に取り組み、地域福祉活動がより身近で活発なものとな

るように育成・支援を行います。ボランティアセンターはより良いボランティアコー

ディネートを目指し、潜在者、活動希望者、活動者それぞれに合わせた支援を提供し、

総合的なサポートを行います。 

地域の多様な課題の解決には、テーマ型組織として性格が強いボランティアだけで

はなく、地縁型組織としての性格が強い小地域福祉活動の両面からのアプローチが必

要です。この両面からのアプローチが、自助・共助の力を高め、地域福祉推進の大き

な役割を担います。社協ボランティアセンターは本計画における「ひとづくり」を担

う位置づけとして計画に基づき事業を展開します。 
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№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由）
活動内容 市民・地域ができること 

（自助・共助） 

13 

 

■地域活動・行事を通じて、

互いの趣味・特技・資格

（できること）をキャッ

チし、提供に努める 

■特技を活かして、楽しみな

がら地域の活動に参加する

■地域の人材を活用する 

 

14 

 

■話し合いやワークショップ

等の開催・参加 

 

■アンケート、ニーズ調査等

の協力 

 

15 

 

■ボランティアセンターを利

用し、地域福祉に関する情

報を地域で還元する 

 

16 

 

■ボランティアセンターを利

用し、活動の情報の整理・

振り返りを行い、活動の質

を高める。 

趣味・特技・資格・
意欲を持った人を
発掘します 

ニーズを調査・研
究し、地域で活躍
できるボランティ
アを養成します 

地域福祉活動に関
す る 情 報 を 提 供
し、ボランティア
活動の広報・啓発
を積極的に行いま
す 

よ り 良 い ボ ラ ン
テ ィ ア コ ー デ ィ
ネートを目指し地
域 福 祉 活 動 を サ
ポートします 

ボランティア個人登録カー
ドに人生で培ってきた技術
や知識を明確に記入して頂
きます。また、一人ひとり
の得意分野や経験を詳しく
聞き取り、「ボランティア活
動者情報リストマップ」を
作成します。 

地域福祉活動ネットワーク
推進協議会（仮称）による
ボランティア部会において、
地域福祉に関する意見を求
め、どのようなボラティア
講座が必要なのか？などを
調査・研究し、新たな地域
福祉課題や市民に関心が高
いテーマを発掘しボラン
ティアの養成を行い支援し
ます。 

ボランティア活動者の普及
にむけて地域の情報誌や社
協が発行している広報誌「ゆ
うあい」に情報を掲載し、
年数回のボランティア情報
誌「かけはし（仮）」を発行
します。 
また、新たなホームページ
を作製し、積極的に広報・
啓発を行います。 

ボランティア活動の意味や
目的、活動のオリエンテー
ションなどボランティア活
動がしやすい状況を作り上
げることを目指し市民の地
域福祉活動をサポートしま
す。 

さまざまな趣味・特技・資
格・意欲をもった人を地域
の活動につなげるためのし
くみが必要です。 

どのようなボランティアが
市民から望まれているの
か？また、ボランティア希
望者がどのような活動をし
たいのか？を調査し、潜在
化したニーズの掘り起こし
が必要です。 

地域福祉活動を支援するた
めの情報提供の充実を様々
な媒体や機会を活用し、市
民に対して地域福祉活動や
ボランティア活動に関する
情報提供を進めることが求
められています。 

ボランティア活動をしたい
人、ボランティアを必要と
している人を結びつける役
割が必要です。 

年次計画 

市・社協が取り組むこと 

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34

 

■「ボランティア活動者情報

マップ」を作成します 

 

■社会福祉協議会を中心に、

地域の人材が活躍できる活

動内容を検討する 

【社協】 

【福祉部関係課】 

 

 

検 討 

協 議 

○ 

 

 

 

登 録 

 
 

 

  

 

■地域でワークショップを開

催する 

 

■アンケートを実施する 

 

【社協】 

【福祉部関係課】 

 

検 討 

協 議 

○ 

 

実 施 

 
 

 

  現状分析・検討

 

■地域福祉活動の情報を整理

し、地域に情報提供する 

 

 

【社協】 

【地域福祉課】 

 

 

 

検 討 

協 議 

○ 

 

 

 

実 施 

   

情報発信 

登　録

 

■ボランティアセンター及び

ボランティアコーディネー

ターがボランティア活動者

と地域をつなぐ役割を担

う。 

■社会福祉協議会を中心に、

資格や経験を持った人と地

域ニーズを繋いでいく 

■市、社協が協働して地域福

祉活動の支援体制を整備す

る。 

【社協】 

【福祉部関係課】 

 

 

 

 

検 討 

協 議 

○ 

 

 

 

 

実 施 

   

実 施 

くづとひ 2標目本基 章2第  論各 部２第 ）進推の成育・掘発材人の域地.2（りくづとひ 2標目本基 章2第  論各 部２第 り（2.地域の人材発掘・育成の推進） 
 
 具体的な取り組み 
 

分　担 

目　標 

役　割
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№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由）
活動内容 市民・地域ができること 

（自助・共助） 

13 

 

■地域活動・行事を通じて、

互いの趣味・特技・資格

（できること）をキャッ

チし、提供に努める 

■特技を活かして、楽しみな

がら地域の活動に参加する

■地域の人材を活用する 

 

14 

 

■話し合いやワークショップ

等の開催・参加 

 

■アンケート、ニーズ調査等

の協力 

 

15 

 

■ボランティアセンターを利

用し、地域福祉に関する情

報を地域で還元する 

 

16 

 

■ボランティアセンターを利

用し、活動の情報の整理・

振り返りを行い、活動の質

を高める。 

趣味・特技・資格・
意欲を持った人を
発掘します 

ニーズを調査・研
究し、地域で活躍
できるボランティ
アを養成します 

地域福祉活動に関
す る 情 報 を 提 供
し、ボランティア
活動の広報・啓発
を積極的に行いま
す 

よ り 良 い ボ ラ ン
テ ィ ア コ ー デ ィ
ネートを目指し地
域 福 祉 活 動 を サ
ポートします 

ボランティア個人登録カー
ドに人生で培ってきた技術
や知識を明確に記入して頂
きます。また、一人ひとり
の得意分野や経験を詳しく
聞き取り、「ボランティア活
動者情報リストマップ」を
作成します。 

地域福祉活動ネットワーク
推進協議会（仮称）による
ボランティア部会において、
地域福祉に関する意見を求
め、どのようなボラティア
講座が必要なのか？などを
調査・研究し、新たな地域
福祉課題や市民に関心が高
いテーマを発掘しボラン
ティアの養成を行い支援し
ます。 

ボランティア活動者の普及
にむけて地域の情報誌や社
協が発行している広報誌「ゆ
うあい」に情報を掲載し、
年数回のボランティア情報
誌「かけはし（仮）」を発行
します。 
また、新たなホームページ
を作製し、積極的に広報・
啓発を行います。 

ボランティア活動の意味や
目的、活動のオリエンテー
ションなどボランティア活
動がしやすい状況を作り上
げることを目指し市民の地
域福祉活動をサポートしま
す。 

さまざまな趣味・特技・資
格・意欲をもった人を地域
の活動につなげるためのし
くみが必要です。 

どのようなボランティアが
市民から望まれているの
か？また、ボランティア希
望者がどのような活動をし
たいのか？を調査し、潜在
化したニーズの掘り起こし
が必要です。 

地域福祉活動を支援するた
めの情報提供の充実を様々
な媒体や機会を活用し、市
民に対して地域福祉活動や
ボランティア活動に関する
情報提供を進めることが求
められています。 

ボランティア活動をしたい
人、ボランティアを必要と
している人を結びつける役
割が必要です。 

年次計画 

市・社協が取り組むこと 

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34

 

■「ボランティア活動者情報

マップ」を作成します 

 

■社会福祉協議会を中心に、

地域の人材が活躍できる活

動内容を検討する 

【社協】 

【福祉部関係課】 

 

 

検 討 

協 議 

○ 

 

 

 

登 録 

 
 

 

  

 

■地域でワークショップを開

催する 

 

■アンケートを実施する 

 

【社協】 

【福祉部関係課】 

 

検 討 

協 議 

○ 

 

実 施 

 
 

 

  現状分析・検討

 

■地域福祉活動の情報を整理

し、地域に情報提供する 

 

 

【社協】 

【地域福祉課】 

 

 

 

検 討 

協 議 

○ 

 

 

 

実 施 

   

情報発信 

登　録

 

■ボランティアセンター及び

ボランティアコーディネー

ターがボランティア活動者

と地域をつなぐ役割を担

う。 

■社会福祉協議会を中心に、

資格や経験を持った人と地

域ニーズを繋いでいく 

■市、社協が協働して地域福

祉活動の支援体制を整備す

る。 

【社協】 

【福祉部関係課】 

 

 

 

 

検 討 

協 議 

○ 

 

 

 

 

実 施 

   

実 施 

くづとひ 2標目本基 章2第  論各 部２第 ）進推の成育・掘発材人の域地.2（りくづとひ 2標目本基 章2第  論各 部２第 り（2.地域の人材発掘・育成の推進） 
 
 具体的な取り組み 
 

分　担 

目　標 

役　割
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№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由）
活動内容 市民・地域ができること 

（自助・共助） 

13 

 

■地域活動・行事を通じて、

互いの趣味・特技・資格

（できること）をキャッ

チし、提供に努める 

■特技を活かして、楽しみな

がら地域の活動に参加する

■地域の人材を活用する 

 

14 

 

■話し合いやワークショップ

等の開催・参加 

 

■アンケート、ニーズ調査等

の協力 

 

15 

 

■ボランティアセンターを利

用し、地域福祉に関する情

報を地域で還元する 

 

16 

 

■ボランティアセンターを利

用し、活動の情報の整理・

振り返りを行い、活動の質

を高める。 

趣味・特技・資格・
意欲を持った人を
発掘します 

ニーズを調査・研
究し、地域で活躍
できるボランティ
アを養成します 

地域福祉活動に関
す る 情 報 を 提 供
し、ボランティア
活動の広報・啓発
を積極的に行いま
す 

よ り 良 い ボ ラ ン
テ ィ ア コ ー デ ィ
ネートを目指し地
域 福 祉 活 動 を サ
ポートします 

ボランティア個人登録カー
ドに人生で培ってきた技術
や知識を明確に記入して頂
きます。また、一人ひとり
の得意分野や経験を詳しく
聞き取り、「ボランティア活
動者情報リストマップ」を
作成します。 

地域福祉活動ネットワーク
推進協議会（仮称）による
ボランティア部会において、
地域福祉に関する意見を求
め、どのようなボラティア
講座が必要なのか？などを
調査・研究し、新たな地域
福祉課題や市民に関心が高
いテーマを発掘しボラン
ティアの養成を行い支援し
ます。 

ボランティア活動者の普及
にむけて地域の情報誌や社
協が発行している広報誌「ゆ
うあい」に情報を掲載し、
年数回のボランティア情報
誌「かけはし（仮）」を発行
します。 
また、新たなホームページ
を作製し、積極的に広報・
啓発を行います。 

ボランティア活動の意味や
目的、活動のオリエンテー
ションなどボランティア活
動がしやすい状況を作り上
げることを目指し市民の地
域福祉活動をサポートしま
す。 

さまざまな趣味・特技・資
格・意欲をもった人を地域
の活動につなげるためのし
くみが必要です。 

どのようなボランティアが
市民から望まれているの
か？また、ボランティア希
望者がどのような活動をし
たいのか？を調査し、潜在
化したニーズの掘り起こし
が必要です。 

地域福祉活動を支援するた
めの情報提供の充実を様々
な媒体や機会を活用し、市
民に対して地域福祉活動や
ボランティア活動に関する
情報提供を進めることが求
められています。 

ボランティア活動をしたい
人、ボランティアを必要と
している人を結びつける役
割が必要です。 

年次計画 

市・社協が取り組むこと 

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34

 

■「ボランティア活動者情報

マップ」を作成します 

 

■社会福祉協議会を中心に、

地域の人材が活躍できる活

動内容を検討する 

【社協】 

【福祉部関係課】 

 

 

検 討 

協 議 

○ 

 

 

 

登 録 

 
 

 

  

 

■地域でワークショップを開

催する 

 

■アンケートを実施する 

 

【社協】 

【福祉部関係課】 

 

検 討 

協 議 

○ 

 

実 施 

 
 

 

  現状分析・検討

 

■地域福祉活動の情報を整理

し、地域に情報提供する 

 

 

【社協】 

【地域福祉課】 

 

 

 

検 討 

協 議 

○ 

 

 

 

実 施 

   

情報発信 

登　録

 

■ボランティアセンター及び

ボランティアコーディネー

ターがボランティア活動者

と地域をつなぐ役割を担

う。 

■社会福祉協議会を中心に、

資格や経験を持った人と地

域ニーズを繋いでいく 

■市、社協が協働して地域福

祉活動の支援体制を整備す

る。 

【社協】 

【福祉部関係課】 

 

 

 

 

検 討 

協 議 

○ 

 

 

 

 

実 施 

   

実 施 

くづとひ 2標目本基 章2第  論各 部２第 ）進推の成育・掘発材人の域地.2（りくづとひ 2標目本基 章2第  論各 部２第 り（2.地域の人材発掘・育成の推進） 
 
 具体的な取り組み 
 

分　担 

目　標 

役　割
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第 3 章 基本目標 3 しくみづくり 

１ 情報提供の充実と地域の実情の把握 

 基本的な考え方 

市民の相談事の多くは「情報」が提供されていればスムーズに解決することができ

るものも多く、日常生活で困ったとき等に利用できる支援・サービスの情報を、いつ

でも・だれでも・気軽に自分に合った方法で入手できることが大切です。 

「市報ゆくはし」や「総合福祉パンフレット（福祉ナビ）」等のパンフレットによる

紙媒体と市ホームページ等インターネットを活用した効果的な情報提供に引き続き取

り組みます。また、高齢者や子育て世代等にとっては「口コミ」による情報提供も有

効であることから、いきいきサロンや子育てサークル等の地域の交流の場をはじめ、

医療機関・商店等の多くの市民が集まる場や各種相談窓口等での人を介した情報提供

の充実も図ります。 

次に地域の実情を把握する手段として、行政主導型でのアンケートや地域ワーク

ショップを活用して地域の実情を把握してきましたが、地域共生社会を進めるにあた

り、地域住民が自分の地域を知ることが大切です。自分の地域を知ることで地域の資

源や課題を発見することができます。今後は、地域主導型でワークショップを開催し、

地域住民も自分の地域の実情・課題を知り、課題解決策の検討と実践まで繋がるよう、

地域の福祉関係機関の協力を得ながら支援して行きます。解決策の検討・実践にあた

っては、地域活動の中核を担う自治会組織との連携が必要不可欠との意見が多くあが

っていることから、自治会組織との連携を図っていきます。 

また、地域の実情を把握する新たな方法として、市ホームページやSNSを活用して、

行政や地域の情報を集約・配信できるようなしくみづくりを検討していきます。 
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■ 情報提供の方法（イメージ）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆情報提供手段について

○市報について
　　内容充実が必要
　　読んでもらう仕組みづくりが必要
　　自治会未加入者が増えている
※住民アンケートでは市報に対する
　　期待値が高い

○インターネット等IT活用について
　　電子媒体による情報提供の拡充

○パンフレットやリーフレットの活用
　　制度紹介のパンフレットやリーフ
　　レットの充実

○いきいきサロンにおける情報提供
　　「井戸端会議」的な地域の人間関係
　　の復活、再生
　

情報利用者

伝達手段
提供ルート、頻度

対象範囲（人、エリア）

情報提供手段（解決方法）
○公共機関、医療機関等窓口配布　　　　
○インターネット等IT活用による情報提供

○行政事務嘱託員、区長による各戸配布
○買い物施設や医療機関等生活関連施設

　
新たな情報提供ツール

IT活用

（若い世代に有効）

年代に応じた
情報提供の検討

事業所発信
の情報

（保育所や福祉施設
ボランティア等）

引き出しやすい情報
わかりやすい情報

出前講座

住民間の
情報の共有

◆情報提供手段について

○市報について
　　内容充実が必要
　　読んでもらう仕組みづくりが必要
　　自治会未加入者が増えている
※住民アンケートでは市報に対する
　　期待値が高い

○インターネット等IT活用について
　　電子媒体による情報提供の拡充

○パンフレットやリーフレットの活用
　　制度紹介のパンフレットやリーフ
　　レットの充実

○いきいきサロンにおける情報提供
　　「井戸端会議」的な地域の人間関係
　　の復活、再生
　

情報利用者

伝達手段
提供ルート、頻度

対象範囲（人、エリア）

情報提供手段（解決方法）
○公共機関、医療機関等窓口配布　　　　
○インターネット等IT活用による情報提供

○行政事務嘱託員、区長による各戸配布
○買い物施設や医療機関等生活関連施設

　
新たな情報提供ツール

IT活用

（若い世代に有効）

年代に応じた
情報提供の検討

事業所発信
の情報

（保育所や福祉施設
ボランティア等）

引き出しやすい情報
わかりやすい情報

出前講座

住民間の
情報の共有

○買い物施設や医療機関等生活関連施設
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第 3 章 基本目標 3 しくみづくり 

１ 情報提供の充実と地域の実情の把握 

 基本的な考え方 

市民の相談事の多くは「情報」が提供されていればスムーズに解決することができ

るものも多く、日常生活で困ったとき等に利用できる支援・サービスの情報を、いつ

でも・だれでも・気軽に自分に合った方法で入手できることが大切です。 

「市報ゆくはし」や「総合福祉パンフレット（福祉ナビ）」等のパンフレットによる

紙媒体と市ホームページ等インターネットを活用した効果的な情報提供に引き続き取

り組みます。また、高齢者や子育て世代等にとっては「口コミ」による情報提供も有

効であることから、いきいきサロンや子育てサークル等の地域の交流の場をはじめ、

医療機関・商店等の多くの市民が集まる場や各種相談窓口等での人を介した情報提供

の充実も図ります。 

次に地域の実情を把握する手段として、行政主導型でのアンケートや地域ワーク

ショップを活用して地域の実情を把握してきましたが、地域共生社会を進めるにあた

り、地域住民が自分の地域を知ることが大切です。自分の地域を知ることで地域の資

源や課題を発見することができます。今後は、地域主導型でワークショップを開催し、

地域住民も自分の地域の実情・課題を知り、課題解決策の検討と実践まで繋がるよう、

地域の福祉関係機関の協力を得ながら支援して行きます。解決策の検討・実践にあた

っては、地域活動の中核を担う自治会組織との連携が必要不可欠との意見が多くあが

っていることから、自治会組織との連携を図っていきます。 

また、地域の実情を把握する新たな方法として、市ホームページやSNSを活用して、

行政や地域の情報を集約・配信できるようなしくみづくりを検討していきます。 
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№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由） 
活動内容 市民・地域ができること 

（自助・共助） 

１７ 

■必要なパンフレット等を入

手する 

 

■市報に関心を持って読む 

 

■ホームページ等の新たな情

報提供手段に関心を持ち、

活用する 

 

■地域からの情報発信の手段

として、インターネットを

活用する 

 

 

１８ 

■地域の交流の場に参加し、

情報を得る。知っている情

報を周囲の人に教える 

 

■交流の場を作る 

■医療機関や商店等は、行政

情報や地域情報の提供に協

力する（チラシの設置等） 

 

 

市報、パンフレッ
ト、インターネッ
ト、アプリ等を活
用して全ての世代
に情報を提供しよ
う 

地域活動・生活活
動を通じて情報を
広めよう 

市報については情報提供
ツールとして期待値が高
く、さらなる内容充実が必
要です。 

自治会未加入世帯等、市報
が配布されない人への対策
も必要です。 

健康福祉情報を掲載したパ
ンフレットやリーフレッ
ト、チラシ等を各関係部署
で作成・発行しています。 

40 歳代以下の若い年齢層
ではホームページ等での情
報提供を希望する人が多く
なっています。 

いきいきサロンや公民館等
の地域の交流の場は、健康
福祉情報や地域の口コミ情
報を提供・共有する場とし
て有効です。 

医療機関や商店等、市民が
日常定期に利用する生活関
連施設を通じた情報提供も
有効です。 

市報については、掲載内
容の充実や分かりやすく、
読みやすい紙面づくりに
取り組みます。 

より多くの世帯に市報が
配布されるようにします。 

パンフレット・リーフレッ
ト等については、定期的
に最新の情報を提供でき
るように努めます。 

ホームページやインター
ネットによる情報配信等
の IT を活用した情報提供
の充実を図り、地域の情
報も集約・配信できるし
くみづくりを検討します。 

いきいきサロン等の地域
の交流の場を活用して、
地域住民への情報提供を
行います。 

医療機関、商店等の生活
関連施設を活用した情報
提供を行います。そのた
めに、行政と関係機関双
方がメリットのあるしく
みづくりを検討します。 

年次計画 

市・社協が取り組むこと 

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

■市報、パンフレット、リー

フレット等の内容充実、わ

かりやすい紙面づくりを行

う 

 

■市ホームページを充実す

る 

  【情報政策課】

     【全庁】

 

 

 

 

随時実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

随時実施 

 

 

 

 

 

■健康福祉情報の最新の情

報提供を行う 

 

【福祉部関係課】

 

毎年情報 

更新 

 

    

 

 

 

毎年情報更新 

 

■インターネットを活用し

た新たな情報提供手段を

検討する 

 【福祉部関係課】 

 
準  備 

○ 

 
検  討 

○ 

    
 

 

情報発信 

■いきいきサロンや公民館

等と連携し、情報提供を

行う 

【社協】

【教育委員会】

【福祉部関係課】

事前調査 

協力依頼 

○ 

 

 

情報提供 

   情報提供 

 

■医療機関や商店等にチラ

シ設置等の協力を依頼す

る        【福祉部関係課】

■情報提供のしくみづくり

を検討する 

【福祉部関係課】

 

事前調査 

協力依頼 

○ 

 

 

情報提供 

 

   

情報提供 

 3標目本基 章3第  論各 部２第 ）握把の情実の域地と実充の供提報情.1（りくづみくし 3標目本基 章3第  論各 部２第 しくみづくり（1.情報提供の充実と地域の実情の把握） 

 具体的な取り組み 

目　標 

分　担 役　割 
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№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由） 
活動内容 市民・地域ができること 

（自助・共助） 

１７ 

■必要なパンフレット等を入

手する 

 

■市報に関心を持って読む 

 

■ホームページ等の新たな情

報提供手段に関心を持ち、

活用する 

 

■地域からの情報発信の手段

として、インターネットを

活用する 

 

 

１８ 

■地域の交流の場に参加し、

情報を得る。知っている情

報を周囲の人に教える 

 

■交流の場を作る 

■医療機関や商店等は、行政

情報や地域情報の提供に協

力する（チラシの設置等） 

 

 

市報、パンフレッ
ト、インターネッ
ト、アプリ等を活
用して全ての世代
に情報を提供しよ
う 

地域活動・生活活
動を通じて情報を
広めよう 

市報については情報提供
ツールとして期待値が高
く、さらなる内容充実が必
要です。 

自治会未加入世帯等、市報
が配布されない人への対策
も必要です。 

健康福祉情報を掲載したパ
ンフレットやリーフレッ
ト、チラシ等を各関係部署
で作成・発行しています。 

40 歳代以下の若い年齢層
ではホームページ等での情
報提供を希望する人が多く
なっています。 

いきいきサロンや公民館等
の地域の交流の場は、健康
福祉情報や地域の口コミ情
報を提供・共有する場とし
て有効です。 

医療機関や商店等、市民が
日常定期に利用する生活関
連施設を通じた情報提供も
有効です。 

市報については、掲載内
容の充実や分かりやすく、
読みやすい紙面づくりに
取り組みます。 

より多くの世帯に市報が
配布されるようにします。 

パンフレット・リーフレッ
ト等については、定期的
に最新の情報を提供でき
るように努めます。 

ホームページやインター
ネットによる情報配信等
の IT を活用した情報提供
の充実を図り、地域の情
報も集約・配信できるし
くみづくりを検討します。 

いきいきサロン等の地域
の交流の場を活用して、
地域住民への情報提供を
行います。 

医療機関、商店等の生活
関連施設を活用した情報
提供を行います。そのた
めに、行政と関係機関双
方がメリットのあるしく
みづくりを検討します。 

年次計画 

市・社協が取り組むこと 

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

■市報、パンフレット、リー

フレット等の内容充実、わ

かりやすい紙面づくりを行

う 

 

■市ホームページを充実す

る 

  【情報政策課】

     【全庁】

 

 

 

 

随時実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

随時実施 

 

 

 

 

 

■健康福祉情報の最新の情

報提供を行う 

 

【福祉部関係課】

 

毎年情報 

更新 

 

    

 

 

 

毎年情報更新 

 

■インターネットを活用し

た新たな情報提供手段を

検討する 

 【福祉部関係課】 

 
準  備 

○ 

 
検  討 

○ 

    
 

 

情報発信 

■いきいきサロンや公民館

等と連携し、情報提供を

行う 

【社協】

【教育委員会】

【福祉部関係課】

事前調査 

協力依頼 

○ 

 

 

情報提供 

   情報提供 

 

■医療機関や商店等にチラ

シ設置等の協力を依頼す

る        【福祉部関係課】

■情報提供のしくみづくり

を検討する 

【福祉部関係課】

 

事前調査 

協力依頼 

○ 

 

 

情報提供 

 

   

情報提供 
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 具体的な取り組み 

目　標 

分　担 役　割 
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№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由） 
活動内容 市民・地域ができること 

（自助・共助） 

１７ 

■必要なパンフレット等を入

手する 

 

■市報に関心を持って読む 

 

■ホームページ等の新たな情

報提供手段に関心を持ち、

活用する 

 

■地域からの情報発信の手段

として、インターネットを

活用する 

 

 

１８ 

■地域の交流の場に参加し、

情報を得る。知っている情

報を周囲の人に教える 

 

■交流の場を作る 

■医療機関や商店等は、行政

情報や地域情報の提供に協

力する（チラシの設置等） 

 

 

市報、パンフレッ
ト、インターネッ
ト、アプリ等を活
用して全ての世代
に情報を提供しよ
う 

地域活動・生活活
動を通じて情報を
広めよう 

市報については情報提供
ツールとして期待値が高
く、さらなる内容充実が必
要です。 

自治会未加入世帯等、市報
が配布されない人への対策
も必要です。 

健康福祉情報を掲載したパ
ンフレットやリーフレッ
ト、チラシ等を各関係部署
で作成・発行しています。 

40 歳代以下の若い年齢層
ではホームページ等での情
報提供を希望する人が多く
なっています。 

いきいきサロンや公民館等
の地域の交流の場は、健康
福祉情報や地域の口コミ情
報を提供・共有する場とし
て有効です。 

医療機関や商店等、市民が
日常定期に利用する生活関
連施設を通じた情報提供も
有効です。 

市報については、掲載内
容の充実や分かりやすく、
読みやすい紙面づくりに
取り組みます。 

より多くの世帯に市報が
配布されるようにします。 

パンフレット・リーフレッ
ト等については、定期的
に最新の情報を提供でき
るように努めます。 

ホームページやインター
ネットによる情報配信等
の IT を活用した情報提供
の充実を図り、地域の情
報も集約・配信できるし
くみづくりを検討します。 

いきいきサロン等の地域
の交流の場を活用して、
地域住民への情報提供を
行います。 

医療機関、商店等の生活
関連施設を活用した情報
提供を行います。そのた
めに、行政と関係機関双
方がメリットのあるしく
みづくりを検討します。 

年次計画 

市・社協が取り組むこと 

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

■市報、パンフレット、リー

フレット等の内容充実、わ

かりやすい紙面づくりを行

う 

 

■市ホームページを充実す

る 

  【情報政策課】

     【全庁】

 

 

 

 

随時実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

随時実施 

 

 

 

 

 

■健康福祉情報の最新の情

報提供を行う 

 

【福祉部関係課】

 

毎年情報 

更新 

 

    

 

 

 

毎年情報更新 

 

■インターネットを活用し

た新たな情報提供手段を

検討する 

 【福祉部関係課】 

 
準  備 

○ 

 
検  討 

○ 

    
 

 

情報発信 

■いきいきサロンや公民館

等と連携し、情報提供を

行う 

【社協】

【教育委員会】

【福祉部関係課】

事前調査 

協力依頼 

○ 

 

 

情報提供 

   情報提供 

 

■医療機関や商店等にチラ

シ設置等の協力を依頼す

る        【福祉部関係課】

■情報提供のしくみづくり

を検討する 

【福祉部関係課】

 

事前調査 

協力依頼 

○ 

 

 

情報提供 

 

   

情報提供 
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 具体的な取り組み 

目　標 

分　担 役　割 
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№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由） 
活動内容 市民・地域ができること 

（自助・共助） 

１９ 

 

 ― 

２０ 

 

■聞き取り調査やアンケート 

調査に協力する 

 

■地域ワークショップに参加 

する 

 

■地域が主導する方法を検討 

する 

福祉分野の計画を
周知し、充実を図
ります 

継続して地域の実
情を調査します 

高齢者福祉・介護サービス
や障害福祉サービス、保育・
子育て支援サービス、保健
サービス等、各分野におい
て市民ニーズに対応した
サービスの充実が求められ
ています。 

地域でいつまでも、安全、
安心、健康にくらしていけ
るまちづくりが必要です。 

地域ニーズを的確に把握す
るため市民や市民を支える
関係団体の意識を継続的に
調査する必要があります。 
地域の特性を把握するため
に地域毎に分析する必要が
あります。 

各個別分野の計画に基づ
き、各種健康福祉サービ
スの質・量両面での充実
を図ります。 

インフォーマルなサービ
スについても検討を行い
充実を図ります。 

横断的サービス（情報・
相談等）については市民
にとってわかりやすく利
用しやすいしくみづくり
を行います。 

住民意識や関係機関の意
識の変化を把握するため、
継続的な聞き取りやアン
ケート調査を実施します。 

地域の課題を把握するた
め地域ワークショップを
開催します。 

年次計画 

市・社協が取り組むこと 

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

 

■パンフレット等により住

民への説明を行う 

 

 

 

■「老人保健福祉計画・ 

介護保険事業計画」 

 

 

 

■「障害福祉計画」 

 

 

 

「障害者福祉長期計画」 

 

 

 

■「子ども・子育て支援 

事業計画」 

 

 

 

■「地域保健計画」 

 

 

 

 

■各計画に基づき、サービ

スの確保・充実を図る 

 

【福祉部関係課】

 

随時実施 
     

 

随時実施 

見直し 

○ 

  

見直し 

○ 

  

本計画と整合性を

図って見直し 

見直し 

○ 

  見直し 

○ 

  

本計画と整合性を

図って見直し  見直し 

○ 

    

 

 
見直し 

○ 
 

  

本計画と整合性を

図って見直し 

見直し 

○ 

    
見直し 

○ 

本計画と整合性を

図って見直し 

 

 

随時実施 

     

 

随時実施 

 

■各種アンケート調査を実

施し分析を行い住民ニー

ズを把握する  

 

■地域でのワークショップ

開催・運営を支援する 

 

■地域主導型の取組みを検 

討し、支援する 

 

【福祉部関係課】

 

 

 

 

 

随時実施 

     随時実施 

 3標目本基 章3第  論各 部２第 ）握把の情実の域地と実充の供提報情.1（りくづみくし 3標目本基 章3第  論各 部２第 しくみづくり（1.情報提供の充実と地域の実情の把握） 

目　標 

役　割 分　担 
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№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由） 
活動内容 市民・地域ができること 

（自助・共助） 

１９ 

 

 ― 

２０ 

 

■聞き取り調査やアンケート 

調査に協力する 

 

■地域ワークショップに参加 

する 

 

■地域が主導する方法を検討 

する 

福祉分野の計画を
周知し、充実を図
ります 

継続して地域の実
情を調査します 

高齢者福祉・介護サービス
や障害福祉サービス、保育・
子育て支援サービス、保健
サービス等、各分野におい
て市民ニーズに対応した
サービスの充実が求められ
ています。 

地域でいつまでも、安全、
安心、健康にくらしていけ
るまちづくりが必要です。 

地域ニーズを的確に把握す
るため市民や市民を支える
関係団体の意識を継続的に
調査する必要があります。 
地域の特性を把握するため
に地域毎に分析する必要が
あります。 

各個別分野の計画に基づ
き、各種健康福祉サービ
スの質・量両面での充実
を図ります。 

インフォーマルなサービ
スについても検討を行い
充実を図ります。 

横断的サービス（情報・
相談等）については市民
にとってわかりやすく利
用しやすいしくみづくり
を行います。 

住民意識や関係機関の意
識の変化を把握するため、
継続的な聞き取りやアン
ケート調査を実施します。 

地域の課題を把握するた
め地域ワークショップを
開催します。 

年次計画 

市・社協が取り組むこと 

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

 

■パンフレット等により住
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随時実施 
     

 

随時実施 

見直し 

○ 

  

見直し 

○ 

  

本計画と整合性を

図って見直し 

見直し 

○ 

  見直し 

○ 

  

本計画と整合性を

図って見直し  見直し 

○ 

    

 

 
見直し 

○ 
 

  

本計画と整合性を

図って見直し 

見直し 

○ 

    
見直し 

○ 

本計画と整合性を

図って見直し 
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■各種アンケート調査を実

施し分析を行い住民ニー

ズを把握する  
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 3標目本基 章3第  論各 部２第 ）握把の情実の域地と実充の供提報情.1（りくづみくし 3標目本基 章3第  論各 部２第 しくみづくり（1.情報提供の充実と地域の実情の把握） 

目　標 

役　割 分　担 
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課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由） 
活動内容 市民・地域ができること 
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■「子ども・子育て支援 
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見直し 
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図って見直し 
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■各種アンケート調査を実
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ズを把握する  
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 3標目本基 章3第  論各 部２第 ）握把の情実の域地と実充の供提報情.1（りくづみくし 3標目本基 章3第  論各 部２第 しくみづくり（1.情報提供の充実と地域の実情の把握） 

目　標 

役　割 分　担 
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2 権利擁護体制の確立・推進 

 基本的な考え方 

高齢化や核家族化の進行に伴い、認知症高齢者の財産管理の問題や、子育て不安等

からくる児童虐待の問題、障がい者への権利侵害や虐待の問題等、権利擁護に関わる

問題が増加しており、国においても「児童虐待防止法」や「高齢者虐待防止法」、「障

害者虐待防止法」等の法整備が進められてきました。 

本市においても、「老人保健福祉計画・介護保険事業計画」や「障害者福祉長期計

画」、「子ども・子育て支援事業計画」等の個別計画に基づき、高齢者、障がい者、子

ども等の各分野ごとに、社会福祉協議会をはじめとした各分野の関係団体と連携して、

権利擁護のためのネットワーク構築に取り組んできました。 

しかしながら、高齢者、障がい者、子どもに対する虐待やDV（ドメスティックバイ

オレンス）等の課題を抱える家庭は、複数の課題が複雑にからみあっているケースが

多いため、弁護士会、医師会、社会福祉士会等高度な専門機関と連携を図りながら、

分野ごとではなく、市全体で、さまざまな権利擁護に対応するための組織（行橋市権

利擁護ネットワーク[仮称]）の整備に早急に取り組みます。 

また、権利擁護のうち、財産管理（金銭管理）サービスについては、「日常生活自立

支援事業」と「福祉あんしんサービス」が行橋市社会福祉協議会で実施されています。 

今後は、高齢化や核家族化のさらなる進行により権利擁護のニーズが増大すること

が予測されるため、市・社会福祉協議会において、権利擁護関連事業に適切に対応で

きるよう、組織体制の整備や人材の確保・育成に努めるとともに、権利擁護の啓発を

積極的に行い、民生委員や自治会と協力しながら地域住民の理解を深めていきます。 

国では今、「一億総活躍プラン」にある「地域共生社会」の実現に向けて検討を進め

ています。「地域共生社会」とは、支え手側と受け手側に分かれるのではなく、地域の

あらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティ

を育成し、福祉などの公的サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる社

会としています。具体的には、「他人事」になりがちな地域づくりや地域にある課題を

地域住民が「我が事」として主体的に取り組み、解決を試みる体制づくりとして地域

包括支援センター等の各種福祉制度に基づく相談機関や社会福祉協議会等が地域の住

民が抱える課題について分野を超え「丸ごと」の相談を受け止める場を設けていき、

市町村は地域住民だけでは解決が困難な地域の課題を専門職や関係機関と協働して解

決を図る「包括的・総合的な相談体制」を整備するものです。 

現在、市民からのさざまな相談事に対しては、その内容に応じて分野ごとの専門相

談機関での相談活動が行われていますが、今後は国の動向に注視しながら「包括的・

総合的な相談体制」の構築について、情報の収集と検討を進めていきます。 
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＜地域の相談＞ 

★ 市役所内に総合相談窓口を設置する。 

★ 何かあった時の相談場所がわからない。相談場所の周知が必要である。 

★ 住民の意見要望を継続的に聞いてくれるところが欲しい。 

 

＜地域の相談役＞ 

★ 近くに相談する人がほしい。 

★ 地域の繋がりをつくるリーダーがほしい。 

★ 民生委員の子分がほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～私たちのアイデア～（第１期計画策定後の地域ワークショップより） 

こうしたら 

いいんやない？
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№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由） 
活動内容 市民・地域ができること 

（自助・共助） 

２１ 

 

■地域を支える地域のキーパー

ソン（自治会役員や民生委

員）は虐待等を早期発見、早

期に相談する 

 

■虐待等の権利擁護に関わる

問題を把握し、行政等の専

門機関と連携して取り組む 

２２ 

 

■権利擁護関連事業の利用が

必要な人を把握し、利用を

勧める 

 

■権利擁護事業に関心を持つ 

２３ 

 

■地域のつながりを強化する 

 

■地域の課題に関心をもつ 

 

■地域の資源を活かす 

 

■新たな相談役になり得る人

材を発掘・育成する 

 

 

個人のくらし、安
心 を 守 る た め の
ネットワークをつ
くります 

権利擁護に対する
理解を深めます 

総合的かつ包括的
な相談支援体制を
検討します 

高齢者、障がい者、児童ご
とに権利擁護のネットワー
クがありますが、分野に関
わりなく、総合的に権利擁
護問題に対応できる体制が
必要とされています。 

権利擁護関連事業として、
市社会福祉協議会の「日常
生活自立支援事業」「福祉
あんしんサービス」等の金
銭管理サービスや、成年後
見制度がありますが、体制
整備の充実や人材育成が必
要とされてきています。 
また、人権擁護委員の知名
度や事業の認知度を高める
必要があります。 

生活困窮者の自立に向けた
取組みが必要です。 

制度・分野ごとの「縦割り
」による公的支援制度を受
けられない「制度の狭間」
にある課題解決に向けた取
組みが必要です。 

地域の相談事が増加し、民
生委員等の従来からの地域
の相談役だけでは対応が難
しくなっています。 

住民が「他人事」を「我が
事」と捉え、主体的に地域
課題を把握し、解決を試み
る体制が望まれています。 

従来の個別分野ごとの権
利擁護ネットワークを整
理・統合し、弁護士等の
外部の関係者との連携を
強化した新たな市全体で
の権利擁護ネットワーク
を構築します。 

これらの権利擁護関連事
業について市民への周知
と利用促進を図ります。
また相談関係機関へも周
知し、連携しながら利用
促進を図ります。 
人権擁護委員の活動内容
等についても周知を図っ
ていきます。 

生活に困窮している人が
生活保護に至ることなく、
いち早く課題解決に結び
付けられるように支援し
ます。 

「地域共生社会」の実現を
目指し、我が事・丸ごと
の地域づくりを目指しま
す。 

地域における住民主体の
課題解決に向けた体制を
築きます。 

身近な地域における相談
相手の選択肢の一つとし
て、新たな相談役を育成
するしくみを検討します。 

包括的・総合的な相談支
援体制の確立を目指しま
す。 

年次計画 

市・社協が取り組むこと 

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

 

■総合的な権利擁護対応組

織として「行橋市権利擁

護 ネ ッ ト ワ ー ク （ 仮

称）」を設置する 

 

【福祉部関係課】

【人権政策課】

【教育委員会】

 

検 討 

○ 

設 置 

○ 

 

 

 

 

 

実 施 
   

 

■権利擁護関連事業が適切

に運用できるように、組

織の整備や人材の確保・

育成に努める。 

 

■相談関係機関への周知と

連携を図る 

【社協】

【福祉部関係課】

【人権政策課】

 

 

 

 

 

 

周知及び

連携 

 

 

     
 

 

■国の動向に注視し、情報

収集に努める 

 

■相談関係機関の連携を強

化する 

 

■独自の相談役を見出すし

くみづくりを行う 

 

■行政各部門で情報を共有

し、総合的かつ包括的相

談体制の構築の準備を進

める 

 

■既存の会議体を活用して

関係機関・団体・福祉事

業者とも情報の共有がで

きる体制を整備する 

 

 【社協】

 【福祉部関係課】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報収集 

・ 

検討 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

づみくし 3標目本基（章3第  論各 部２第 ）進推・立確の制体護擁利権.2 りくづみくし 3標目本基（章3第  論各 部２第 くり 2.権利擁護体制の確立・推進） 

 具体的な取り組み 
 

分　担 

目　標 

実 施 

周知及び連携 

国 の 動 向 に 注 視

し、2020 年代初

頭の実施を目指す

役　割

50



№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由） 
活動内容 市民・地域ができること 

（自助・共助） 

２１ 

 

■地域を支える地域のキーパー

ソン（自治会役員や民生委

員）は虐待等を早期発見、早

期に相談する 

 

■虐待等の権利擁護に関わる

問題を把握し、行政等の専

門機関と連携して取り組む 

２２ 

 

■権利擁護関連事業の利用が

必要な人を把握し、利用を

勧める 

 

■権利擁護事業に関心を持つ 

２３ 

 

■地域のつながりを強化する 

 

■地域の課題に関心をもつ 

 

■地域の資源を活かす 

 

■新たな相談役になり得る人

材を発掘・育成する 

 

 

個人のくらし、安
心 を 守 る た め の
ネットワークをつ
くります 

権利擁護に対する
理解を深めます 

総合的かつ包括的
な相談支援体制を
検討します 

高齢者、障がい者、児童ご
とに権利擁護のネットワー
クがありますが、分野に関
わりなく、総合的に権利擁
護問題に対応できる体制が
必要とされています。 

権利擁護関連事業として、
市社会福祉協議会の「日常
生活自立支援事業」「福祉
あんしんサービス」等の金
銭管理サービスや、成年後
見制度がありますが、体制
整備の充実や人材育成が必
要とされてきています。 
また、人権擁護委員の知名
度や事業の認知度を高める
必要があります。 

生活困窮者の自立に向けた
取組みが必要です。 

制度・分野ごとの「縦割り
」による公的支援制度を受
けられない「制度の狭間」
にある課題解決に向けた取
組みが必要です。 

地域の相談事が増加し、民
生委員等の従来からの地域
の相談役だけでは対応が難
しくなっています。 

住民が「他人事」を「我が
事」と捉え、主体的に地域
課題を把握し、解決を試み
る体制が望まれています。 

従来の個別分野ごとの権
利擁護ネットワークを整
理・統合し、弁護士等の
外部の関係者との連携を
強化した新たな市全体で
の権利擁護ネットワーク
を構築します。 

これらの権利擁護関連事
業について市民への周知
と利用促進を図ります。
また相談関係機関へも周
知し、連携しながら利用
促進を図ります。 
人権擁護委員の活動内容
等についても周知を図っ
ていきます。 

生活に困窮している人が
生活保護に至ることなく、
いち早く課題解決に結び
付けられるように支援し
ます。 

「地域共生社会」の実現を
目指し、我が事・丸ごと
の地域づくりを目指しま
す。 

地域における住民主体の
課題解決に向けた体制を
築きます。 

身近な地域における相談
相手の選択肢の一つとし
て、新たな相談役を育成
するしくみを検討します。 

包括的・総合的な相談支
援体制の確立を目指しま
す。 

年次計画 

市・社協が取り組むこと 

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

 

■総合的な権利擁護対応組

織として「行橋市権利擁

護 ネ ッ ト ワ ー ク （ 仮

称）」を設置する 

 

【福祉部関係課】

【人権政策課】

【教育委員会】

 

検 討 

○ 

設 置 

○ 

 

 

 

 

 

実 施 
   

 

■権利擁護関連事業が適切

に運用できるように、組

織の整備や人材の確保・

育成に努める。 

 

■相談関係機関への周知と

連携を図る 

【社協】

【福祉部関係課】

【人権政策課】

 

 

 

 

 

 

周知及び

連携 

 

 

     
 

 

■国の動向に注視し、情報

収集に努める 

 

■相談関係機関の連携を強

化する 

 

■独自の相談役を見出すし

くみづくりを行う 

 

■行政各部門で情報を共有

し、総合的かつ包括的相

談体制の構築の準備を進

める 

 

■既存の会議体を活用して

関係機関・団体・福祉事

業者とも情報の共有がで

きる体制を整備する 

 

 【社協】

 【福祉部関係課】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報収集 

・ 

検討 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

づみくし 3標目本基（章3第  論各 部２第 ）進推・立確の制体護擁利権.2 りくづみくし 3標目本基（章3第  論各 部２第 くり 2.権利擁護体制の確立・推進） 

 具体的な取り組み 
 

分　担 

目　標 

実 施 

周知及び連携 

国 の 動 向 に 注 視

し、2020 年代初

頭の実施を目指す

役　割
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№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由） 
活動内容 市民・地域ができること 

（自助・共助） 

２１ 

 

■地域を支える地域のキーパー

ソン（自治会役員や民生委

員）は虐待等を早期発見、早

期に相談する 

 

■虐待等の権利擁護に関わる

問題を把握し、行政等の専

門機関と連携して取り組む 

２２ 

 

■権利擁護関連事業の利用が

必要な人を把握し、利用を

勧める 

 

■権利擁護事業に関心を持つ 

２３ 

 

■地域のつながりを強化する 

 

■地域の課題に関心をもつ 

 

■地域の資源を活かす 

 

■新たな相談役になり得る人

材を発掘・育成する 

 

 

個人のくらし、安
心 を 守 る た め の
ネットワークをつ
くります 

権利擁護に対する
理解を深めます 

総合的かつ包括的
な相談支援体制を
検討します 

高齢者、障がい者、児童ご
とに権利擁護のネットワー
クがありますが、分野に関
わりなく、総合的に権利擁
護問題に対応できる体制が
必要とされています。 

権利擁護関連事業として、
市社会福祉協議会の「日常
生活自立支援事業」「福祉
あんしんサービス」等の金
銭管理サービスや、成年後
見制度がありますが、体制
整備の充実や人材育成が必
要とされてきています。 
また、人権擁護委員の知名
度や事業の認知度を高める
必要があります。 

生活困窮者の自立に向けた
取組みが必要です。 

制度・分野ごとの「縦割り
」による公的支援制度を受
けられない「制度の狭間」
にある課題解決に向けた取
組みが必要です。 

地域の相談事が増加し、民
生委員等の従来からの地域
の相談役だけでは対応が難
しくなっています。 

住民が「他人事」を「我が
事」と捉え、主体的に地域
課題を把握し、解決を試み
る体制が望まれています。 

従来の個別分野ごとの権
利擁護ネットワークを整
理・統合し、弁護士等の
外部の関係者との連携を
強化した新たな市全体で
の権利擁護ネットワーク
を構築します。 

これらの権利擁護関連事
業について市民への周知
と利用促進を図ります。
また相談関係機関へも周
知し、連携しながら利用
促進を図ります。 
人権擁護委員の活動内容
等についても周知を図っ
ていきます。 

生活に困窮している人が
生活保護に至ることなく、
いち早く課題解決に結び
付けられるように支援し
ます。 

「地域共生社会」の実現を
目指し、我が事・丸ごと
の地域づくりを目指しま
す。 

地域における住民主体の
課題解決に向けた体制を
築きます。 

身近な地域における相談
相手の選択肢の一つとし
て、新たな相談役を育成
するしくみを検討します。 

包括的・総合的な相談支
援体制の確立を目指しま
す。 

年次計画 

市・社協が取り組むこと 

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

 

■総合的な権利擁護対応組

織として「行橋市権利擁

護 ネ ッ ト ワ ー ク （ 仮

称）」を設置する 

 

【福祉部関係課】

【人権政策課】

【教育委員会】

 

検 討 

○ 

設 置 

○ 

 

 

 

 

 

実 施 
   

 

■権利擁護関連事業が適切

に運用できるように、組

織の整備や人材の確保・

育成に努める。 

 

■相談関係機関への周知と

連携を図る 

【社協】

【福祉部関係課】

【人権政策課】

 

 

 

 

 

 

周知及び

連携 

 

 

     
 

 

■国の動向に注視し、情報

収集に努める 

 

■相談関係機関の連携を強

化する 

 

■独自の相談役を見出すし

くみづくりを行う 

 

■行政各部門で情報を共有

し、総合的かつ包括的相

談体制の構築の準備を進

める 

 

■既存の会議体を活用して

関係機関・団体・福祉事

業者とも情報の共有がで

きる体制を整備する 

 

 【社協】

 【福祉部関係課】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報収集 

・ 

検討 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

づみくし 3標目本基（章3第  論各 部２第 ）進推・立確の制体護擁利権.2 りくづみくし 3標目本基（章3第  論各 部２第 くり 2.権利擁護体制の確立・推進） 

 具体的な取り組み 
 

分　担 

目　標 

実 施 

周知及び連携 

国 の 動 向 に 注 視

し、2020 年代初

頭の実施を目指す

役　割

50



第２部 各論  第 3 章 基本目標 3 しくみづくり（３.医療介護保健福祉分野の連携） 

52 

 

３ 医療介護保健福祉分野の連携 

 基本的な考え方 

市民からのさまざまな相談事に対しては、その内容に応じて、身近な地域や行政の

専門窓口等、さまざまな相談窓口で対応できる体制づくりが必要です。 

各福祉分野の相談窓口については6ヶ所の高齢者相談支援センター（地域包括支援セ

ンター）が設置され、地域包括ケアを目的とした高齢者の相談支援体制の充実が図ら

れたほか、障害者基幹相談支援センターを設置し、障害者相談支援事業所との連携等、

障がい者の相談支援体制も充実が図られています。子育て分野においても乳幼児健診

をはじめ、地域子育て支援センターを活用しながら子どもの成長に合わせた相談体制

が整備されています。また、健康づくりに関しても健診事業や栄養指導事業をとおし

て住民の相談に対応するなど保健福祉医療等の分野ごとの専門相談機関での相談活動

が行われています。 

しかしながら、近年は１つの世帯でもさまざまな分野の課題が絡み合って、複雑

化・複合化するケースが増え、対応が困難なケースも起こっていることから、福祉分

野の相談機関間のさらなる連携強化を図るとともに、災害対策や教育分野等、福祉以

外の分野との連携についても強化していきます。 

あわせて、相談事の多くは身近な地域でのちょっとした情報提供や相談機関へのつ

なぎ等で解決する場合が多いと考えられることから、自治会や民生委員等の地域の関

係者と連携しながら身近で気軽に相談できる場づくりや新たな相談役の育成に取り組

みます。 

サービスの質の確保については、行政職員等の福祉関係者向けの手引きとして「福

祉ナビ（プロフェッショナル）」を作成しており、これらのツールを活用しながら基礎

知識の習得を促進するとともに、福祉分野の各部署・関係機関を集めた情報交換・

ケース検討会議、研修会等を今後も継続して実施し、知識・ノウハウの共有や各相談

対応者の資質向上を図ります。また、介護サービスや障害福祉サービス等は民間の

サービス事業者により提供されているため、サービスの質・量両面の確保のための指

導と支援を継続して行うとともに、サービスの外部評価（第三者評価）機関の設置に

ついても引き続き研究・検討を進めていきます。 
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第２部 各論  第 3 章 基本目標 3 しくみづくり（３.医療介護保健福祉分野の連携） 

53 

 

 

         

＜次世代育成、児童福祉関連サービス＞ 

★ 児童館のような子どもと親がいつでも行ける場所がほしい。 

★ 子どもが安心して遊べる公園がほしい。 

★ 託児所を増やしてほしい。 

 

＜障がい者福祉関連サービス＞  

★ 市内に障がい者の宿泊の施設が欲しい。 

★ 高齢者や障がい者の区別なく、いっしょに入所できる施設が欲しい。 

 

＜高齢者福祉関連サービス＞ 

★ 特養や宅老所を増やしてほしい。 

★ 病院が少ない。往診に対応してくれる病院が増えたらいい。 

★ 空き家を改良して、周辺住民同士で生活できたらよい（他地域の施設に入るのではなく、

地域内に住み替えガできるように）。 

★ 小学校の給食を老人にもあげられるようなシステム作りができないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～私たちのアイデア～（第１期計画策定後の地域ワークショップより） 

こうしたら 

いいんやない？
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３ 医療介護保健福祉分野の連携 

 基本的な考え方 

市民からのさまざまな相談事に対しては、その内容に応じて、身近な地域や行政の

専門窓口等、さまざまな相談窓口で対応できる体制づくりが必要です。 

各福祉分野の相談窓口については6ヶ所の高齢者相談支援センター（地域包括支援セ

ンター）が設置され、地域包括ケアを目的とした高齢者の相談支援体制の充実が図ら

れたほか、障害者基幹相談支援センターを設置し、障害者相談支援事業所との連携等、

障がい者の相談支援体制も充実が図られています。子育て分野においても乳幼児健診

をはじめ、地域子育て支援センターを活用しながら子どもの成長に合わせた相談体制

が整備されています。また、健康づくりに関しても健診事業や栄養指導事業をとおし

て住民の相談に対応するなど保健福祉医療等の分野ごとの専門相談機関での相談活動

が行われています。 

しかしながら、近年は１つの世帯でもさまざまな分野の課題が絡み合って、複雑

化・複合化するケースが増え、対応が困難なケースも起こっていることから、福祉分

野の相談機関間のさらなる連携強化を図るとともに、災害対策や教育分野等、福祉以

外の分野との連携についても強化していきます。 

あわせて、相談事の多くは身近な地域でのちょっとした情報提供や相談機関へのつ

なぎ等で解決する場合が多いと考えられることから、自治会や民生委員等の地域の関

係者と連携しながら身近で気軽に相談できる場づくりや新たな相談役の育成に取り組

みます。 

サービスの質の確保については、行政職員等の福祉関係者向けの手引きとして「福

祉ナビ（プロフェッショナル）」を作成しており、これらのツールを活用しながら基礎

知識の習得を促進するとともに、福祉分野の各部署・関係機関を集めた情報交換・

ケース検討会議、研修会等を今後も継続して実施し、知識・ノウハウの共有や各相談

対応者の資質向上を図ります。また、介護サービスや障害福祉サービス等は民間の

サービス事業者により提供されているため、サービスの質・量両面の確保のための指

導と支援を継続して行うとともに、サービスの外部評価（第三者評価）機関の設置に

ついても引き続き研究・検討を進めていきます。 
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№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由） 
活動内容 市民・地域ができること 

（自助・共助） 

２４ 

 

－ 

２５ 

 

■提供されているサービスに

ついての意見・要望を積極

的に伝える 

 

 

 

 

■民間事業所やボランティア

等で市民からの相談に対応

する人は、資質向上のため

の研修会に参加する 

２６ 

 

－ 

医療、介護、保健、
福祉の専門機関の
連携を強化します 

各分野に携わる人
の資質を高め、質
の高いサービス提
供に努めます 

他分野（教育、防
災等）との連携に
取り組みます 

高齢者福祉・障がい者福祉・
児童福祉・保健・医療等、
分野ごとの専門相談機関が
ありますが、それぞれ重複
するケースも増えてきいる
ため、ケース毎に対応した
柔軟な連携のしくみが必要
です。 

サービスに関わる行政職員
の資質向上が求められてい
ます。また職員の異動に伴
い支障が生じるケースが指
摘されています。 

介護サービスや障害福祉
サービス等は民間のサービ
ス事業者によりサービスが
提供されているため、民間
の事業所やボランティア等
の関係者の資質向上も必要
です。 

また、サービスについて客
観的な基準に基づく質の評
価を行う必要があります。 

校区公民館を地域活動の拠
点としてさまざまな世代で
活用できるしくみが必要で
す。 

防災意識の希薄化懸念され
ます。 

災害に対する情報共有や防
災訓練など日頃からの準備
が必要です。 

縦割り行政のしくみを解消
する必要があります（福祉
部門と教育部門や防災部門
との取組みの連携が取れて
いない）。 
情報を活用するしくみが不
十分です。

家族形態はさまざまであ
り高齢で障がいを持つ人
や同居家族に複合する事
例を有するケース等さま
ざまです。このため各分
野の相談機関が横断的に
連携し、相談者にとって
ワンストップで問題解決
するしくみづくりを行い
ます。 

サービス提供に関わる職
員としての心構えや接遇
方法等について研修を行
い、職員の資質向上を図
ります。また、職員の異
動があっても同様な対応
が可能な職員の育成を図
ります。 

サービス事業者に対して、
サービスの質・量両面の
確保のための研修会の実
施・参加を要請する等の
指導・支援を行います。 

また民間サービス事業者
から提供されるサービス
に対しての外部評価（第
三者評価）制度の導入に
取り組みます。 

公民館や学校施設、空き
家、空き店舗などを地域
活動の拠点や交流の場と
して活用できるように行
政内部の各部門間での連
携を進め、スムーズな展
開を図ります。 

防災に関する情報提供や
活動について福祉部門と
防災担当部門での情報共
有を進め、連携を強化し
ます。 

年次計画 

市・社協が取り組むこと 

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

 

■各専門相談機関の連携会

議の開催や情報交換等に

より連携強化を図りワン

ストップで問題解決する

仕組みづくりを行う 

 

【福祉部関係課】

 

 

 

随時実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■職員の資質向上のための

研修や勉強会等の開催 

■異動に対応できるジョブ

ローテーションを行う 

【全庁】

 

 

■ サ ー ビ ス 事 業 者 に 対 し

て、サービスの質・量両

面の確保のための指導・

支援を行う 

【福祉部関係課】

 

■サービス第三者評価制度

の先進事例を収集・研究

し、導入する 

【福祉部関係課】

 

 

 

 

随時実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調 査 

○ 

分 析 

○ 

 

実 施 

   

 

 

■行政内部で情報共有を行

う 

 

■連携する事業においては

活動範囲や責任範囲を明

確にして各部門が取り組

みやすいしくみをつくる 

 

【福祉部関係課】

【全庁】

 

 

 

 

 

 

 

調 査 

○ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みくし 3標目本基 章3第  論各 部２第 ）携連の野分祉福険保護介療医.３（りくづみくし 3標目本基 章3第  論各 部２第 づくり（３.医療介護保険福祉分野の連携） 

 具体的な取り組み 
 

 

 ＊ ワンストップ：「ワンストップ」とは「一か所で」「一度で」という意味。行政における「ワンストップサービス」とは、

市民が一度の手続きや相談で必要とする行政サービス等を受けられるように設計した相談・支援サービスのこと。 

随時実施 

随時実施 

実 施 

実 施 

分　担 

目　標 

役　割
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№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由） 
活動内容 市民・地域ができること 

（自助・共助） 

２４ 

 

－ 

２５ 

 

■提供されているサービスに

ついての意見・要望を積極

的に伝える 

 

 

 

 

■民間事業所やボランティア

等で市民からの相談に対応

する人は、資質向上のため

の研修会に参加する 

２６ 

 

－ 

医療、介護、保健、
福祉の専門機関の
連携を強化します 

各分野に携わる人
の資質を高め、質
の高いサービス提
供に努めます 

他分野（教育、防
災等）との連携に
取り組みます 

高齢者福祉・障がい者福祉・
児童福祉・保健・医療等、
分野ごとの専門相談機関が
ありますが、それぞれ重複
するケースも増えてきいる
ため、ケース毎に対応した
柔軟な連携のしくみが必要
です。 

サービスに関わる行政職員
の資質向上が求められてい
ます。また職員の異動に伴
い支障が生じるケースが指
摘されています。 

介護サービスや障害福祉
サービス等は民間のサービ
ス事業者によりサービスが
提供されているため、民間
の事業所やボランティア等
の関係者の資質向上も必要
です。 

また、サービスについて客
観的な基準に基づく質の評
価を行う必要があります。 

校区公民館を地域活動の拠
点としてさまざまな世代で
活用できるしくみが必要で
す。 

防災意識の希薄化懸念され
ます。 

災害に対する情報共有や防
災訓練など日頃からの準備
が必要です。 

縦割り行政のしくみを解消
する必要があります（福祉
部門と教育部門や防災部門
との取組みの連携が取れて
いない）。 
情報を活用するしくみが不
十分です。

家族形態はさまざまであ
り高齢で障がいを持つ人
や同居家族に複合する事
例を有するケース等さま
ざまです。このため各分
野の相談機関が横断的に
連携し、相談者にとって
ワンストップで問題解決
するしくみづくりを行い
ます。 

サービス提供に関わる職
員としての心構えや接遇
方法等について研修を行
い、職員の資質向上を図
ります。また、職員の異
動があっても同様な対応
が可能な職員の育成を図
ります。 

サービス事業者に対して、
サービスの質・量両面の
確保のための研修会の実
施・参加を要請する等の
指導・支援を行います。 

また民間サービス事業者
から提供されるサービス
に対しての外部評価（第
三者評価）制度の導入に
取り組みます。 

公民館や学校施設、空き
家、空き店舗などを地域
活動の拠点や交流の場と
して活用できるように行
政内部の各部門間での連
携を進め、スムーズな展
開を図ります。 

防災に関する情報提供や
活動について福祉部門と
防災担当部門での情報共
有を進め、連携を強化し
ます。 

年次計画 

市・社協が取り組むこと 

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

 

■各専門相談機関の連携会

議の開催や情報交換等に

より連携強化を図りワン

ストップで問題解決する

仕組みづくりを行う 

 

【福祉部関係課】

 

 

 

随時実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■職員の資質向上のための

研修や勉強会等の開催 

■異動に対応できるジョブ

ローテーションを行う 

【全庁】

 

 

■ サ ー ビ ス 事 業 者 に 対 し

て、サービスの質・量両

面の確保のための指導・

支援を行う 

【福祉部関係課】

 

■サービス第三者評価制度

の先進事例を収集・研究

し、導入する 

【福祉部関係課】

 

 

 

 

随時実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調 査 

○ 

分 析 

○ 

 

実 施 

   

 

 

■行政内部で情報共有を行

う 

 

■連携する事業においては

活動範囲や責任範囲を明

確にして各部門が取り組

みやすいしくみをつくる 

 

【福祉部関係課】

【全庁】

 

 

 

 

 

 

 

調 査 

○ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みくし 3標目本基 章3第  論各 部２第 ）携連の野分祉福険保護介療医.３（りくづみくし 3標目本基 章3第  論各 部２第 づくり（３.医療介護保険福祉分野の連携） 

 具体的な取り組み 
 

 

 ＊ ワンストップ：「ワンストップ」とは「一か所で」「一度で」という意味。行政における「ワンストップサービス」とは、

市民が一度の手続きや相談で必要とする行政サービス等を受けられるように設計した相談・支援サービスのこと。 

随時実施 

随時実施 

実 施 

実 施 

分　担 

目　標 

役　割
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№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由） 
活動内容 市民・地域ができること 

（自助・共助） 

２４ 

 

－ 

２５ 

 

■提供されているサービスに

ついての意見・要望を積極

的に伝える 

 

 

 

 

■民間事業所やボランティア

等で市民からの相談に対応

する人は、資質向上のため

の研修会に参加する 

２６ 

 

－ 

医療、介護、保健、
福祉の専門機関の
連携を強化します 

各分野に携わる人
の資質を高め、質
の高いサービス提
供に努めます 

他分野（教育、防
災等）との連携に
取り組みます 

高齢者福祉・障がい者福祉・
児童福祉・保健・医療等、
分野ごとの専門相談機関が
ありますが、それぞれ重複
するケースも増えてきいる
ため、ケース毎に対応した
柔軟な連携のしくみが必要
です。 

サービスに関わる行政職員
の資質向上が求められてい
ます。また職員の異動に伴
い支障が生じるケースが指
摘されています。 

介護サービスや障害福祉
サービス等は民間のサービ
ス事業者によりサービスが
提供されているため、民間
の事業所やボランティア等
の関係者の資質向上も必要
です。 

また、サービスについて客
観的な基準に基づく質の評
価を行う必要があります。 

校区公民館を地域活動の拠
点としてさまざまな世代で
活用できるしくみが必要で
す。 

防災意識の希薄化懸念され
ます。 

災害に対する情報共有や防
災訓練など日頃からの準備
が必要です。 

縦割り行政のしくみを解消
する必要があります（福祉
部門と教育部門や防災部門
との取組みの連携が取れて
いない）。 
情報を活用するしくみが不
十分です。

家族形態はさまざまであ
り高齢で障がいを持つ人
や同居家族に複合する事
例を有するケース等さま
ざまです。このため各分
野の相談機関が横断的に
連携し、相談者にとって
ワンストップで問題解決
するしくみづくりを行い
ます。 

サービス提供に関わる職
員としての心構えや接遇
方法等について研修を行
い、職員の資質向上を図
ります。また、職員の異
動があっても同様な対応
が可能な職員の育成を図
ります。 

サービス事業者に対して、
サービスの質・量両面の
確保のための研修会の実
施・参加を要請する等の
指導・支援を行います。 

また民間サービス事業者
から提供されるサービス
に対しての外部評価（第
三者評価）制度の導入に
取り組みます。 

公民館や学校施設、空き
家、空き店舗などを地域
活動の拠点や交流の場と
して活用できるように行
政内部の各部門間での連
携を進め、スムーズな展
開を図ります。 

防災に関する情報提供や
活動について福祉部門と
防災担当部門での情報共
有を進め、連携を強化し
ます。 

年次計画 

市・社協が取り組むこと 

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

 

■各専門相談機関の連携会

議の開催や情報交換等に

より連携強化を図りワン

ストップで問題解決する

仕組みづくりを行う 

 

【福祉部関係課】

 

 

 

随時実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■職員の資質向上のための

研修や勉強会等の開催 

■異動に対応できるジョブ

ローテーションを行う 

【全庁】

 

 

■ サ ー ビ ス 事 業 者 に 対 し

て、サービスの質・量両

面の確保のための指導・

支援を行う 

【福祉部関係課】

 

■サービス第三者評価制度

の先進事例を収集・研究

し、導入する 

【福祉部関係課】

 

 

 

 

随時実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調 査 

○ 

分 析 

○ 

 

実 施 

   

 

 

■行政内部で情報共有を行

う 

 

■連携する事業においては

活動範囲や責任範囲を明

確にして各部門が取り組

みやすいしくみをつくる 

 

【福祉部関係課】

【全庁】

 

 

 

 

 

 

 

調 査 

○ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みくし 3標目本基 章3第  論各 部２第 ）携連の野分祉福険保護介療医.３（りくづみくし 3標目本基 章3第  論各 部２第 づくり（３.医療介護保険福祉分野の連携） 

 具体的な取り組み 
 

 

 ＊ ワンストップ：「ワンストップ」とは「一か所で」「一度で」という意味。行政における「ワンストップサービス」とは、

市民が一度の手続きや相談で必要とする行政サービス等を受けられるように設計した相談・支援サービスのこと。 

随時実施 

随時実施 

実 施 

実 施 

分　担 

目　標 

役　割
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第２部 各論  第 3 章 基本目標 3 しくみづくり（４.安全・安心で暮らしやすいまちづくり） 

56 

 

４ 安全・安心で暮らしやすいまちづくり 

 基本的な考え方 

高齢者や障がい者、子ども等をはじめ、すべての市民が安全・安心かつ快適に生活

するためには、道路や各種施設、公共交通等がだれにとっても利用しやすい住環境で

あることも大切な要素です。 

地域ワークショップにおいても、道路等の改善に関する要望が多数あがっています。 

このため、すべての人にとってやさしいユニバーサルデザインの視点に基づいて、

道路や公共施設をはじめとした生活環境を計画的に整備するとともに、障がい者トイ

レや点字ブロック等、障がい者の利用に配慮した設備等の整備に努めます。 

また、民間事業者等に対しても「バリアフリー法（高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律）」や「福岡県福祉のまちづくり条例」に則して、「やさしい

まちづくり」に対する理解・協力を求めていきます。 

なお、このようなハード面の整備を行っても、市民の理解・協力がないと「やさし

いまちづくり」は進みません。ワークショップでは「障がい者についてもっと市民の

理解が必要」、「自転車が点字ブロックの上におかれて通行ができない」「障がい者用駐

車スペースを健常者が利用している」等の指摘があることから、地域や学校等と連携

して市民に対する啓発・教育を行うなど、「心のバリアフリー」に取り組み、ハードと

ソフトの両面でのやさしいまちづくりを進めます。 

移動手段については、ＪＲ・バス等の公共交通機関が不便な地域があり、自家用車

がない人の買い物や通院が難しいといった意見が寄せられています。買物弱者対策も

含めた生活交通の整備については、福祉分野だけでなく、全市的な課題です。平成28

年３月に策定された「行橋市地域公共交通網形成計画」に沿って、地域特性に応じた

適切な移動手段のあり方について協議しながら、コミュニティバス・福祉バスや、特

定地域での乗り合いタクシー（デマンドタクシー）等さまざまな手法について、交通

事業者や移送サービスを行うボランティア・ＮＰＯ団体等の関係者と一緒に適切な移

動手段の確保を検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ バリアフリー： 

障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去するという意味で、もと

もと住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く障がい者の社

会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも用いられる。 

＊ ユニバーサルデザイン： 

バリアフリーは、障がいによりもたらされるバリア（障壁）に対処するとの考え方であるのに対し、

ユニバーサルデザインはあらかじめ、障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が

利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方。 

＊ バリアフリー法： 

正式名称は「高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律」（平成18年制定）。 

公共交通機関、建築物、歩行空間等の一体的・連続的なバリアフリー化を促進し、バリアフリー施策

を統合的に推進するための法律であり、従来の「ハートビル法（高齢者、身体障害者等が円滑に利用

できる特定建築物の建築の促進に関する法律）」と「交通バリアフリー法（高齢者、身体障害者等の

公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律）」を統合・拡充した内容となっている。 
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『第１章 地域づくり』でも整理したとおり、防災に対する市民ニーズは高く、特に

高齢者や障がい者等の災害時要援護者を災害発生時に適切に把握し避難支援を行うた
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４ 安全・安心で暮らしやすいまちづくり 
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するためには、道路や各種施設、公共交通等がだれにとっても利用しやすい住環境で

あることも大切な要素です。 

地域ワークショップにおいても、道路等の改善に関する要望が多数あがっています。 
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理解が必要」、「自転車が点字ブロックの上におかれて通行ができない」「障がい者用駐

車スペースを健常者が利用している」等の指摘があることから、地域や学校等と連携

して市民に対する啓発・教育を行うなど、「心のバリアフリー」に取り組み、ハードと

ソフトの両面でのやさしいまちづくりを進めます。 

移動手段については、ＪＲ・バス等の公共交通機関が不便な地域があり、自家用車

がない人の買い物や通院が難しいといった意見が寄せられています。買物弱者対策も

含めた生活交通の整備については、福祉分野だけでなく、全市的な課題です。平成28

年３月に策定された「行橋市地域公共交通網形成計画」に沿って、地域特性に応じた

適切な移動手段のあり方について協議しながら、コミュニティバス・福祉バスや、特

定地域での乗り合いタクシー（デマンドタクシー）等さまざまな手法について、交通

事業者や移送サービスを行うボランティア・ＮＰＯ団体等の関係者と一緒に適切な移

動手段の確保を検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ バリアフリー： 

障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去するという意味で、もと

もと住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く障がい者の社

会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも用いられる。 

＊ ユニバーサルデザイン： 

バリアフリーは、障がいによりもたらされるバリア（障壁）に対処するとの考え方であるのに対し、

ユニバーサルデザインはあらかじめ、障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が

利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方。 

＊ バリアフリー法： 

正式名称は「高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律」（平成18年制定）。 

公共交通機関、建築物、歩行空間等の一体的・連続的なバリアフリー化を促進し、バリアフリー施策

を統合的に推進するための法律であり、従来の「ハートビル法（高齢者、身体障害者等が円滑に利用

できる特定建築物の建築の促進に関する法律）」と「交通バリアフリー法（高齢者、身体障害者等の

公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律）」を統合・拡充した内容となっている。 
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＜道路対策＞ 

 

 

 

 

 

＜公共交通対策＞ 

 

 

 

 

＜買物弱者対策＞ 

 

 

 

 

 

★ 安心して歩ける歩道が少ないので整備してほしい（子ども、高齢者が危ない）。 

★ 見通しの悪い道にカーブミラーを設置してほしい。 

★ 見守り隊の実績を通して、老人会・区長・学校・父母会が歩道の整備の声をあげる。 

★ 駅の近くの歩道一杯に自転車があり、歩行の邪魔なので対策が必要である。 

 

 

★ 車椅子でも利用できるバスがあるといい。 

★ 路線バスのルートを拡充してほしい。 

★ バスが少なく、交通手段が限られているため、新たな移動手段を確保してほしい。 

★ バス停まで遠いので、何か工夫をして、もう少し便利に乗れるようになれたら。 

★ バスが通っていない地域でアンケートをとり、タクシー等と協力して定期コースをつくる。 

★ タクシーの高齢者割引がほしい。 

★ ウィズバスを有効活用してほしい。 

 

 

★ 買物弱者対策として、地域にスーパーを

作ったり、移動販売車を巡回させてほし

い。 

★ 乗り合いのシステムをつくる。 

★ 集会所に買い物ポストをつくる（名前と

買ってほしいものを書いた紙を入れる）。 

★ 店の宅配システムをつくる、商業施設の共同運行バスを走らせる。 
★ スーパーの送迎、買い物代行があればよい。 

 

＜安全・安心対策＞ 

★ 子供１１０番の店や家をわかりやすくする。 

★ 見守り隊は出来る人がする、腕章をつけて散歩する。 

★ 行政が、見守り隊の備品（腕章、帽子、首飾り、名札、たすき）等を作ってほしい。 

★ 夜の防犯見まわり隊を結成する。 

★ ダイエットを兼ねた防犯パトロール隊を結成する。 

★ 通学路に太陽光発電の外灯を設置する。 

★ 駅前に交番を設置する。 

★ 行橋駅が暗いので明るくする。 

 

 

 

 

 

 

 

～私たちのアイデア～（第１期計画策定後の地域ワークショップより） 

こうしたら 

いいんやない？
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＜地域支援マップ＞ 

★ 「福祉マップ」を地区全体で取り組む。 

★ 地域内マップの年齢別色分けが必要。 

★ マップの中に視覚障害者・聴覚障害者の所在地を記してほしい。 

★ 一人暮らしの人の連絡先を近所の人のみで共有する。 

 

＜災害に対する準備＞ 

★ 災害時の避難場所、福祉避難所の周知が必要である。 

★ 避難通路の周知が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～私たちのアイデア～（第１期計画策定後の地域ワークショップより） 

こうしたら 

いいんやない？
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★ 車椅子でも利用できるバスがあるといい。 

★ 路線バスのルートを拡充してほしい。 

★ バスが少なく、交通手段が限られているため、新たな移動手段を確保してほしい。 
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作ったり、移動販売車を巡回させてほし

い。 

★ 乗り合いのシステムをつくる。 

★ 集会所に買い物ポストをつくる（名前と

買ってほしいものを書いた紙を入れる）。 

★ 店の宅配システムをつくる、商業施設の共同運行バスを走らせる。 
★ スーパーの送迎、買い物代行があればよい。 

 

＜安全・安心対策＞ 

★ 子供１１０番の店や家をわかりやすくする。 

★ 見守り隊は出来る人がする、腕章をつけて散歩する。 

★ 行政が、見守り隊の備品（腕章、帽子、首飾り、名札、たすき）等を作ってほしい。 
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～私たちのアイデア～（第１期計画策定後の地域ワークショップより） 
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№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由） 
活動内容 市民・地域ができること 

（自助・共助） 

２７ 

 

■使いづらい公共施設・道路

（危険箇所含む）、生活関連

施設・民間施設について改善

の意見・要望を出す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■住環境の改善に向けた意見・

要望をだす 

 

■住環境の改善に向けた協力を

する 

 

 

 

 

 

 

■地域で必要な移動手段につ

いて関係者で考える（ワー

クショップ等） 

 

地域にあった住環
境（公共施設・道
路・交 通 環 境 等）
の整備を進めます 

高齢者や障がい者、子ども
等が使いづらい公共施設・
道路（危険箇所含む）があ
るとの指摘があります。 

市民生活には、医療機関や
商店等の生活関連施設やＪ
Ｒ・バス等の交通機関等が
不可欠であり、これらの民
間施設等のバリアフリー化
も必要です。 

近年、障がいの有無や年齢、
性別等にかかわらず、家族
構成や所得状況の変化等、
生活環境が変わっても安心
できる住環境の整備が求め
られています。 

高齢者・障がい者等の交通
弱者が利用する公共交通機
関は重要です。JR・バス等
が不便な地域があります。 
高齢化・核家族化の進行等
により、買い物や通院等の
ための移送や付き添いボラ
ンティアのニーズが高まっ
ています。 

市庁舎や公民館等の公共
施設の整備・改善を計画
的に進めます。その際「バ
リアフリー法」、「福岡県
福祉のまちづくり条例」
その他の法令を遵守し総
合的に推進します。 
道路幅員や歩道の確保等、
道路・交通環境の整備・
改善を計画的に進めます。 

「福岡県福祉のまちづくり
条例」はもとよりその他
の法令を遵守するなど民
間事業者に対して施設等
のバリアフリー化に対す
る理解・協力を求めてい
きます。

 「福岡県福祉のまちづく
り条例」はもとよりその
他の法令を遵守しながら
高齢者や障がい者、子ど
もの分野での住環境の整
備に取り組みます。 
また、様々な生活環境の
変化に対応できるような
住環境の整備を進めます。 

「行橋市地域公共交通網形
成計画」に基づき、地域
の特性や利用者別（特に
障がい者や高齢者）によ
る利用しやすい移動交通
を考えるとともに、交通
利便性の向上や公共交通
機関の空白地域への対応
を検討していきます。 
また、交通の利便性の向
上に向けて、既存の公共
交通の路線や便数の確保
について、公共交通機関
の事業者（バス会社やタ
クシー会社等）と調整・
協議を行います。 

年次計画 

市・社協が取り組むこと 

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

 

■市庁舎や公民館のバリア

フリー化を進める 

【全庁】

 

■道路・交通環境のバリア

フリー化を進める 

【関係各課】

 

 

 

 

随時実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■バリアフリー新法や福岡

県福祉のまちづくり条例

等の普及啓発を図る 

【関係各課】

 

 

 

随時実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

■誰もが安心できる住環境

の整備を進める 

【全庁】

 

 

 

 

 

 

 

 

随時実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

■バス会社やタクシー会社

等と調整・協議を行う 

■買物弱者への対策を進め

る 

【福祉部関係課】

【都市政策課】

 

 

 

随時実施 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■各地域の特性、市民ニー

ズを把握し、各地域に応

じた移動手段について研

究・検討する協議会の設

立を目指す。 

【福祉部関係課】

【都市政策課】

 

 

 

検 討 

○ 

 

 

 

準 備 

○ 

 

 

 

 

実 施 

   

 

 

 

 

 しくみづくり（４.安全・安心で暮らしやすいまちづくり） 

 具体的な取り組み 

分　担 

目　標 

 

随時実施 

 

随時実施 

 

 

随時実施 

 

随時実施 

 

 

実 施 

役　割

３標目本基 章3第  論各 部２第 ）りくづちまいすやしら暮で心安・全安.４（りくづみくし ３標目本基 章3第  論各 部２第
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№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由） 
活動内容 市民・地域ができること 

（自助・共助） 

２７ 

 

■使いづらい公共施設・道路

（危険箇所含む）、生活関連

施設・民間施設について改善

の意見・要望を出す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■住環境の改善に向けた意見・

要望をだす 

 

■住環境の改善に向けた協力を

する 

 

 

 

 

 

 

■地域で必要な移動手段につ

いて関係者で考える（ワー

クショップ等） 

 

地域にあった住環
境（公共施設・道
路・交 通 環 境 等）
の整備を進めます 

高齢者や障がい者、子ども
等が使いづらい公共施設・
道路（危険箇所含む）があ
るとの指摘があります。 

市民生活には、医療機関や
商店等の生活関連施設やＪ
Ｒ・バス等の交通機関等が
不可欠であり、これらの民
間施設等のバリアフリー化
も必要です。 

近年、障がいの有無や年齢、
性別等にかかわらず、家族
構成や所得状況の変化等、
生活環境が変わっても安心
できる住環境の整備が求め
られています。 

高齢者・障がい者等の交通
弱者が利用する公共交通機
関は重要です。JR・バス等
が不便な地域があります。 
高齢化・核家族化の進行等
により、買い物や通院等の
ための移送や付き添いボラ
ンティアのニーズが高まっ
ています。 

市庁舎や公民館等の公共
施設の整備・改善を計画
的に進めます。その際「バ
リアフリー法」、「福岡県
福祉のまちづくり条例」
その他の法令を遵守し総
合的に推進します。 
道路幅員や歩道の確保等、
道路・交通環境の整備・
改善を計画的に進めます。 

「福岡県福祉のまちづくり
条例」はもとよりその他
の法令を遵守するなど民
間事業者に対して施設等
のバリアフリー化に対す
る理解・協力を求めてい
きます。

 「福岡県福祉のまちづく
り条例」はもとよりその
他の法令を遵守しながら
高齢者や障がい者、子ど
もの分野での住環境の整
備に取り組みます。 
また、様々な生活環境の
変化に対応できるような
住環境の整備を進めます。 

「行橋市地域公共交通網形
成計画」に基づき、地域
の特性や利用者別（特に
障がい者や高齢者）によ
る利用しやすい移動交通
を考えるとともに、交通
利便性の向上や公共交通
機関の空白地域への対応
を検討していきます。 
また、交通の利便性の向
上に向けて、既存の公共
交通の路線や便数の確保
について、公共交通機関
の事業者（バス会社やタ
クシー会社等）と調整・
協議を行います。 

年次計画 

市・社協が取り組むこと 

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

 

■市庁舎や公民館のバリア

フリー化を進める 

【全庁】

 

■道路・交通環境のバリア

フリー化を進める 

【関係各課】

 

 

 

 

随時実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■バリアフリー新法や福岡

県福祉のまちづくり条例

等の普及啓発を図る 

【関係各課】

 

 

 

随時実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

■誰もが安心できる住環境

の整備を進める 

【全庁】

 

 

 

 

 

 

 

 

随時実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

■バス会社やタクシー会社

等と調整・協議を行う 

■買物弱者への対策を進め

る 

【福祉部関係課】

【都市政策課】

 

 

 

随時実施 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■各地域の特性、市民ニー

ズを把握し、各地域に応

じた移動手段について研

究・検討する協議会の設

立を目指す。 

【福祉部関係課】

【都市政策課】

 

 

 

検 討 

○ 

 

 

 

準 備 

○ 

 

 

 

 

実 施 

   

 

 

 

 

 しくみづくり（４.安全・安心で暮らしやすいまちづくり） 

 具体的な取り組み 

分　担 

目　標 

 

随時実施 

 

随時実施 

 

 

随時実施 

 

随時実施 

 

 

実 施 

役　割

３標目本基 章3第  論各 部２第 ）りくづちまいすやしら暮で心安・全安.４（りくづみくし ３標目本基 章3第  論各 部２第
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№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由） 
活動内容 市民・地域ができること 

（自助・共助） 

２７ 

 

■使いづらい公共施設・道路

（危険箇所含む）、生活関連

施設・民間施設について改善

の意見・要望を出す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■住環境の改善に向けた意見・

要望をだす 

 

■住環境の改善に向けた協力を

する 

 

 

 

 

 

 

■地域で必要な移動手段につ

いて関係者で考える（ワー

クショップ等） 

 

地域にあった住環
境（公共施設・道
路・交 通 環 境 等）
の整備を進めます 

高齢者や障がい者、子ども
等が使いづらい公共施設・
道路（危険箇所含む）があ
るとの指摘があります。 

市民生活には、医療機関や
商店等の生活関連施設やＪ
Ｒ・バス等の交通機関等が
不可欠であり、これらの民
間施設等のバリアフリー化
も必要です。 

近年、障がいの有無や年齢、
性別等にかかわらず、家族
構成や所得状況の変化等、
生活環境が変わっても安心
できる住環境の整備が求め
られています。 

高齢者・障がい者等の交通
弱者が利用する公共交通機
関は重要です。JR・バス等
が不便な地域があります。 
高齢化・核家族化の進行等
により、買い物や通院等の
ための移送や付き添いボラ
ンティアのニーズが高まっ
ています。 

市庁舎や公民館等の公共
施設の整備・改善を計画
的に進めます。その際「バ
リアフリー法」、「福岡県
福祉のまちづくり条例」
その他の法令を遵守し総
合的に推進します。 
道路幅員や歩道の確保等、
道路・交通環境の整備・
改善を計画的に進めます。 

「福岡県福祉のまちづくり
条例」はもとよりその他
の法令を遵守するなど民
間事業者に対して施設等
のバリアフリー化に対す
る理解・協力を求めてい
きます。

 「福岡県福祉のまちづく
り条例」はもとよりその
他の法令を遵守しながら
高齢者や障がい者、子ど
もの分野での住環境の整
備に取り組みます。 
また、様々な生活環境の
変化に対応できるような
住環境の整備を進めます。 

「行橋市地域公共交通網形
成計画」に基づき、地域
の特性や利用者別（特に
障がい者や高齢者）によ
る利用しやすい移動交通
を考えるとともに、交通
利便性の向上や公共交通
機関の空白地域への対応
を検討していきます。 
また、交通の利便性の向
上に向けて、既存の公共
交通の路線や便数の確保
について、公共交通機関
の事業者（バス会社やタ
クシー会社等）と調整・
協議を行います。 

年次計画 

市・社協が取り組むこと 

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

 

■市庁舎や公民館のバリア

フリー化を進める 

【全庁】

 

■道路・交通環境のバリア

フリー化を進める 

【関係各課】

 

 

 

 

随時実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■バリアフリー新法や福岡

県福祉のまちづくり条例

等の普及啓発を図る 

【関係各課】

 

 

 

随時実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

■誰もが安心できる住環境

の整備を進める 

【全庁】

 

 

 

 

 

 

 

 

随時実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

■バス会社やタクシー会社

等と調整・協議を行う 

■買物弱者への対策を進め

る 

【福祉部関係課】

【都市政策課】

 

 

 

随時実施 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■各地域の特性、市民ニー

ズを把握し、各地域に応

じた移動手段について研

究・検討する協議会の設

立を目指す。 

【福祉部関係課】

【都市政策課】

 

 

 

検 討 

○ 

 

 

 

準 備 

○ 

 

 

 

 

実 施 

   

 

 

 

 

 しくみづくり（４.安全・安心で暮らしやすいまちづくり） 

 具体的な取り組み 

分　担 

目　標 

 

随時実施 

 

随時実施 

 

 

随時実施 

 

随時実施 

 

 

実 施 

役　割

３標目本基 章3第  論各 部２第 ）りくづちまいすやしら暮で心安・全安.４（りくづみくし ３標目本基 章3第  論各 部２第

60



№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由） 
活動内容 市民・地域ができること 

（自助・共助） 

２８

 

■地域でルールを決めて要援

護者の把握や情報共有を行

う 

 

— 

 

 

 

 

 

 

 

■ハザードマップで危険箇所

や避難所を確認する 

２９ 

 

■バリアフリーやユニバーサ

ルデザインの考え方を理解

し、協力する（例：点字ブ

ロック上の自転車の撤去等）

災害に備えたしく
み・組織体制を進
めます 

｢心 の バ リ ア フ
リー｣を進めます 

地域においては、行政区単
位で地域支援マップの作成
を行い、活用しているケー
スがありますが、市全域に
おいて展開されているわけ
ではありません。 

行政から地域に対して、災
害時要援護者に関する情報
提供が十分にできていませ
ん。 

災害時の危険箇所や避難所
を市民に周知することが必
要です。 

施設や道路等のハード環境
の整備だけでなく、それら
を利用する市民も「福祉の
まちづくり」に対する意識
を持つことが必要とされて
います。 

災害時要援護者の把握に
ついては、市で情報把握・
整理を行います。 
災害時にどのような情報
が必要か確認します。 
災害時だけでなく、日頃
の見守り活動にも活用し
ます。 

災害時等の対応として要
援護者の情報の収集整理
を行います。この際に地
域支援マップの情報を踏
まえた情報整理を行いま
す。 
地域と行政の情報を集約
し、活用できるしくみを
つくります。 

災害時の危険箇所や避難
所を整理した、「ハザード
マップ」を市民へ配布し
周知します。 

福祉のまちづくりを推進
していくには、福祉意識
の醸成は重要な環境整備

（ソフト的な）になります。
地域や学校等、さまざま
な場で、「福祉のまちづく
り」に関する啓発・教育
に取り組みます。 

年次計画 

市・社協が取り組むこと 

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34

 

■地域での自主的な情報把

握・共有を支援する（情

報提供、地域支援マップ

作成支援等） 

■介護保険課の高齢者支

援マップシステムを活

用する 

【防災危機管理室】

【社協】

【福祉部関係課】

 

 

 

 

 

推 進 

    

 

■要援護者の情報の収集を

行う。また「地域防災計

画」「災害時要援護者避

難計画」を推進する 

 

【防災危機管理室】

【福祉部関係課】

 
 

 

 

随時連携

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「地域防災計画」に基づ

き作成したハザードマッ

プを配布し周知する 

 

【防災危機管理室】

 

 
配布周知

する 

    

 

■広報や講座等で情報提

供・啓発を行う 

【福祉部関係課】

■学校で児童生徒に対する

教育を行う 

【教育委員会】

 

 

随時実施

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 しくみづくり（４.安全・安心で暮らしやすいまちづくり） 

＊ 心のバリアフリー： 

高齢者、障がい者等が安心に日常生活や社会生活ができるよう、施設整備（ハード面）だけではなく、高齢者、

障がい者等の困難を自らの問題として認識し、その社会参加に積極的に協力するために、人々が心の障壁（バリア）

を取り除いていくこと。国が平成 18 年に制定した「バリアフリー法（高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進

に関する法律）」（前頁参照）では、「心のバリアフリー」を国及び国民の責務として位置づけている。 

分　担

目　標 

推 進

随時実施

実 施

随時実施

役　割

３標目本基 章3第  論各 部２第 ）りくづちまいすやしら暮で心安・全安.４（りくづみくし ３標目本基 章3第  論各 部２第
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№ 活動名 
課題・問題点等 

（活動を計画するに至った理由） 
活動内容 市民・地域ができること 

（自助・共助） 

２８

 

■地域でルールを決めて要援

護者の把握や情報共有を行

う 

 

— 

 

 

 

 

 

 

 

■ハザードマップで危険箇所

や避難所を確認する 

２９ 

 

■バリアフリーやユニバーサ

ルデザインの考え方を理解

し、協力する（例：点字ブ

ロック上の自転車の撤去等）

災害に備えたしく
み・組織体制を進
めます 

｢心 の バ リ ア フ
リー｣を進めます 

地域においては、行政区単
位で地域支援マップの作成
を行い、活用しているケー
スがありますが、市全域に
おいて展開されているわけ
ではありません。 

行政から地域に対して、災
害時要援護者に関する情報
提供が十分にできていませ
ん。 

災害時の危険箇所や避難所
を市民に周知することが必
要です。 

施設や道路等のハード環境
の整備だけでなく、それら
を利用する市民も「福祉の
まちづくり」に対する意識
を持つことが必要とされて
います。 

災害時要援護者の把握に
ついては、市で情報把握・
整理を行います。 
災害時にどのような情報
が必要か確認します。 
災害時だけでなく、日頃
の見守り活動にも活用し
ます。 

災害時等の対応として要
援護者の情報の収集整理
を行います。この際に地
域支援マップの情報を踏
まえた情報整理を行いま
す。 
地域と行政の情報を集約
し、活用できるしくみを
つくります。 

災害時の危険箇所や避難
所を整理した、「ハザード
マップ」を市民へ配布し
周知します。 

福祉のまちづくりを推進
していくには、福祉意識
の醸成は重要な環境整備

（ソフト的な）になります。
地域や学校等、さまざま
な場で、「福祉のまちづく
り」に関する啓発・教育
に取り組みます。 

年次計画 

市・社協が取り組むこと 

（公助） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34

 

■地域での自主的な情報把

握・共有を支援する（情

報提供、地域支援マップ

作成支援等） 

■介護保険課の高齢者支

援マップシステムを活

用する 

【防災危機管理室】

【社協】

【福祉部関係課】

 

 

 

 

 

推 進 

    

 

■要援護者の情報の収集を

行う。また「地域防災計

画」「災害時要援護者避

難計画」を推進する 

 

【防災危機管理室】

【福祉部関係課】

 
 

 

 

随時連携

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「地域防災計画」に基づ

き作成したハザードマッ

プを配布し周知する 

 

【防災危機管理室】

 

 
配布周知

する 

    

 

■広報や講座等で情報提

供・啓発を行う 

【福祉部関係課】

■学校で児童生徒に対する

教育を行う 

【教育委員会】

 

 

随時実施

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 しくみづくり（４.安全・安心で暮らしやすいまちづくり） 

＊ 心のバリアフリー： 

高齢者、障がい者等が安心に日常生活や社会生活ができるよう、施設整備（ハード面）だけではなく、高齢者、

障がい者等の困難を自らの問題として認識し、その社会参加に積極的に協力するために、人々が心の障壁（バリア）

を取り除いていくこと。国が平成 18 年に制定した「バリアフリー法（高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進

に関する法律）」（前頁参照）では、「心のバリアフリー」を国及び国民の責務として位置づけている。 

分　担

目　標 

推 進

随時実施

実 施

随時実施

役　割

３標目本基 章3第  論各 部２第 ）りくづちまいすやしら暮で心安・全安.４（りくづみくし ３標目本基 章3第  論各 部２第
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№ 活動名 
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（活動を計画するに至った理由） 
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第２部 各論  第４章 推進プロジェクト（推進プロジェクト 1） 
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第 4 章 推進プロジェクト 

基本目標１～３で示した取り組みの中でも、市が特に重点的に進める取り組みを、

『推進プロジェクト』と位置づけ、推進してきます。 

 

 

 

 第１期計画策定時、市内11小学校区でワークショップ行いました。地域特性のあ

る様々な課題や解決方法が議論され、参加者の多くが、自分の住む地域の課題に

ついて考えることで、地域での取り組みへの意欲が高まったことを感じています。

しかし、地域活動が実践されたり、成果がでるところまで至っていないのが現状

です。第３期計画期間中に、11小学校区で再度ワークショップを開催します。そ

の後も地域福祉推進のひとつの柱としてワークショップ開催を継続し、同時にワ

ークショップが、地域活動のひとつとして住民が主体的に取り組めるよう支援を

行います。 

 地域では、いきいきサロン、老人会、子ども会等色々な団体が活動していますが、

それぞれ単独での活動が主で、団体間で交流する機会は多くありません。そのた

め、世代、団体にかかわらず気軽に参加できる地域行事等を活性化させるなど、

世代間交流の機会づくりを促進していきます。 

目標指標 

指 標 名 目 標（平成34年度までに） 

小学校区ワークショップ開催 市内11小学校区全てで開催 

 

■ 平成23年度地域福祉推進合同ワークショップ ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進プロジェクト１ 地域の課題にみんなで取り組もう 
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 行橋市社会福祉協議会（以下「社協」という。）では、誰もが安心して暮らし、共

に支えあう地域づくりを推進するため、小地域福祉活動、またはボランティア活

動の推進を実施しています。 

 今後、地域福祉活動に対する啓発・推進を図り「みんなで支えあう福祉のまちづ

くり」をつくりだす大きな役割と機能を果たすことを目的に、「行橋市社会福祉協

議会地域福祉活動ネットワーク推進協議会」（以下「ネットワーク推進協」とい

う。）を設置し、小地域福祉活動とボランティアの両面から地域に働きかけを行い

ます。 

 「小地域福祉活動推進部会」では、社協が以前より取り組みを進めている「いき

いきサロン」を中心に「で愛・ふれ愛・ささえ愛」のスローガンのもと、小地域

の基盤づくりを行い、地域ボランティアの育成に努めます。 

「ボランティア活動推進部会」では、地域の課題解決に向けてボランティア・地

域福祉活動の再構築を行うため、整備された社協ボランティアセンターを中心に、

地域の課題やニーズに合わせたボランティア活動者の養成や広報・啓発活動を通

じて、ひとづくりを推進します。 

 ネットワーク推進協では、各部会の取り組みを連携し、住民主体による地域づく

りの推進に総合的に取り組んでいきます。 

目標指標 

指 標 名 目 標（平成34年度までに） 

社協ボランティアセンター登録数 
登録団体 30団体 

登録者数 2,000人 

 

■ 行橋市社会福祉協議会 地域福祉活動ネットワーク推進協議会 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進プロジェクト２ 社会福祉協議会を中心に住民主体とした、 

地域福祉活動を進めよう（活動 No.10） 

ボランティア活動推進部会

• ボランティア登録者の充実

• ボランティアに関する情報収集・

情報提供

• 地域福祉活動に関する広報啓発

• 地域福祉活動に関する総合相談

• 地域の課題発見・ニーズ調査

• ボランティアの養成・活動の質の向

上

• ボランティア同士の交流促進・活

動拠点の整備

住
民
主
体
に
よ
る

地
域
福
祉
の
推
進

連携

小地域福祉活動推進部会

• いきいきサロン充実のための

広報・啓発

• 地域の支えあいの推進

• 地域の見守り・孤独死予防の推進

• 地域のサロン活動等の情報交換

• 小地域での見守りネットワークの

組織化活動の推進

• より良い地域づくりのための研修・ス

キルアップ活動
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です。第３期計画期間中に、11小学校区で再度ワークショップを開催します。そ

の後も地域福祉推進のひとつの柱としてワークショップ開催を継続し、同時にワ

ークショップが、地域活動のひとつとして住民が主体的に取り組めるよう支援を

行います。 

 地域では、いきいきサロン、老人会、子ども会等色々な団体が活動していますが、

それぞれ単独での活動が主で、団体間で交流する機会は多くありません。そのた

め、世代、団体にかかわらず気軽に参加できる地域行事等を活性化させるなど、

世代間交流の機会づくりを促進していきます。 
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■ 平成23年度地域福祉推進合同ワークショップ ■ 
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第２部 各論  第４章 推進プロジェクト（推進プロジェクト 3） 
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Ø 高齢者、障がい者、子どもその他の権利擁護に総合的に対応する組織として、司

法関係者（弁護士、司法書士等）や警察等の外部組織も参画した「行橋市権利擁

護ネットワーク（仮称）」の設置に向けて取り組みを進めます。 

Ø 行政や関係機関には様々なネットワークが存在しており、それらを集約したり、

不足している機能や社会資源を検討しながら、様々な困難ケースに対応できる組

織作りを進めます。 

Ø 困難ケース・複合ケースでは、高齢者・障がい者・子どもなど福祉のそれぞれの

分野を超えた対応や連携が必要です。総合的な権利擁護ネットワークの構築を目

指します。 

目標指標 

指 標 名 目 標（平成３４年度までに）

「行橋市権利擁護ネットワーク（仮称）」の設置 設置及び定期開催 

 

■ 権利擁護ネットワーク（イメージ）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進プロジェクト３ 権利擁護ネットワークの構築（活動 No.22） 

高齢者虐待防止法
・・・高齢者虐待ネットワーク
（法第16条 ネットワークの構築）

ケース検討会議
情報交換・支援内容の協議等

児童虐待防止法
・・・・子どもを守る地域ネットワーク
（要保護児童対策地域協議会：法第25条２法定協議会）

ケース検討会議
情報交換・支援内容の協議等

行橋市市民の権利擁護ネットワーク（仮称）
※行政・専門機関・相談機関ネットワーク

子ども支援課
介護保険課

保健所警 察児童相談所

高齢者相談支援センター

医療機関（医師会）

司法機関
・弁護士
・司法書士

障害者相談支援センター

子育て支援センター

児童生徒相談センター
（教育委員会）

保健センター

社会福祉協議会

保育所等

教育機関
早期発見・見守りネットワーク

（自治会、民生委員等地域での見守りネット）

保健医療福祉
サービス介入ネットワーク

人権男女共同参画課

福岡高齢者・障害者
虐待対応チーム

障害者総合支援法第89
条の3に規定する協議会
（自立支援協議会）
〇定例部会
〇就労支援部会
〇こども支援部会

基幹相談支援センター
（障害者虐待防止センター）

福岡県障害者
権利擁護センター

労働基準監督署

障害者虐待防止法
・・・障害者虐待ネットワーク
（法第３５条

市町村における連携協力体制の整備）
ケース検討会議
情報交換・支援内容の協議等

地域福祉課
（障がい者支援係）

人権政策課 
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１ 計画内容や進捗状況の周知 

本計画を推進するためには、市民や関係団体等に計画の内容を知っていただき、

行動してもらうことが必要です。 

また、計画の進捗状況についても、市の説明責任として市民等に定期的に知らせ

ていくことも重要です。 

このため、市報やパンフレット、ホームページ等の媒体を使った広報や出前講座

等により、計画の周知・浸透を図ります。 

２ 協働による計画推進 

基本的視点にも示したとおり、本計画に基づき、福祉のまちづくりを推進するに

あたっては、市民・関係団体等との協働が不可欠です。 

このため、市民をはじめ、地域のさまざまな関係団体・機関や事業者等と連携・

協働し、地域に根ざした取り組みを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68



第３部 計画の推進方法 

 

３ 計画推進に適した庁内体制の整備 

この計画は、健康福祉施策に関わる個別分野の計画に共通する、地域福祉全般に

関わる理念や基本方針を定めた計画であり、推進に際しては、市の関係各部署が連

携し、同一の方向性を持って進めていくことが必要です。 

第3期計画でも、地域福祉の推進を図るため、防犯・防災や公共交通、情報発信、

まちづくり、教育等の福祉分野以外との連携は特に重要と考えます。 

このため、総合政策課や情報政策課、都市政策課、防災危機管理室（総務課）、市

民相談室（総合窓口課）、教育委員会、消防等の他分野の所管課とのさらなる連携強

化を図り、計画を推進していきます。 

 

 

■ 行橋市役所全庁での計画推進連携図（イメージ）■ 

４ 計画の実践と進行管理 

本計画については、第2部各論で整理した各活動の年次計画に基づいて、順次段

階的に取り組みを進めていきます。 

また、この計画の推進と進行管理については、「推進委員会」「推進実務者会議」

の２つの組織で、地域福祉推進に向けた検討を行うとともに、年度ごとの進捗状況

や評価方法について検討していきます。 
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防犯対策
住民自治組織

情報発信

ホームページ 市 報

防災危機管理室
市民相談室

都市政策課

ボランティア及び
NPOの総合調整

情報政策課

防 犯

移動手段の確保

公共交通調整

防災対策

教育委員会

学校 公民館

子ども会
活動拠点の確保

社会福祉協議会

福祉部

地域福祉計画

情報提供

防災

避難訓練

消防

庁内関係課

「みんなで支えあう福祉のまちづくり」
に向けた全庁的な取り組み

総合政策課
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１ 地域福祉に関わる基礎データ 

（1）人口・世帯の状況 

■ 総人口は平成28年4月1日現在で72,602人、65歳以上の高齢者人口が20,155人で市

民の3.6人に1人が高齢者（高齢化率27.8％）となっています。 

【人口の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

総人口 72,195 72,584 72,698 72,738 72,602

9,950 9,914 9,949 9,885 9,833

13.8% 13.6% 13.7% 13.6% 13.5%

44,952 44,693 43,964 43,339 42,614

62.3% 61.6% 60.5% 59.6% 58.7%

17,293 17,977 18,785 19,514 20,155

23.9% 24.8% 25.8% 26.8% 27.8%

資料／住民基本台帳・外国人登録（各年4月1日現在）

年少人口
（0～14歳）
生産年齢人口

（15～64歳）
高齢者人口

（65歳以上）

 

■ 高齢化率は蓑島地区(44.3％)が最も高く、次いで椿市地区(37.0％)、仲津地区(34.7%)、

行橋北地区(31.5%)、行橋南地区(30.8%)、今元地区(30.5%)と11地区中6地区で3割を

超えました。一方、市街地の行橋地区(21.6％)が最も低くく、市内で地域差があります。 

【地区別人口】 
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（単位：人）

行橋
地区

行橋南
地区

行橋北
地区

蓑島
地区

今元
地区

仲津
地区

泉
地区

今川
地区

稗田
地区

延永
地区

椿市
地区

合計

総人口 8,762 6,998 6,823 855 5,680 9,296 14,027 5,477 3,943 8,988 1,832 72,681

1,484 765 875 66 728 927 2,160 903 533 1,209 202 9,852

16.9% 10.9% 12.8% 7.7% 12.8% 10.0% 15.4% 16.5% 13.5% 13.5% 11.0% 13.6%

5,384 4,081 3,799 410 3,221 5,141 8,724 3,312 2,462 5,141 952 42,627

61.5% 58.3% 55.7% 48.0% 56.7% 55.3% 62.2% 60.5% 62.4% 57.2% 52.0% 58.6%

1,894 2,152 2,149 379 1,731 3,228 3,143 1,262 948 2,638 678 20,202

21.6% 30.8% 31.5% 44.3% 30.5% 34.7% 22.4% 23.0% 24.1% 29.3% 37.0% 27.8%

資料／住民基本台帳・外国人登録（平成28年4月末現在）

年少人口
（0～14歳）

生産年齢人口
（15～64歳）

高齢者人口
（65歳以上）

 

 

■ 本市の総世帯数は、平成28年4月1日現在31,334世帯で、1世帯あたりの世帯人員は平均

2.32人となっています。近年、世帯数は増加していますが、世帯人員は減少しています。 

【総世帯数と一世帯あたり人員の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 単身高齢者世帯数は、平成24年4月1日時点で4,103世帯と4,000世帯を超え、平成28

年4月1日現在で5,175世帯と4年間で1,072世帯増加しており、今後も増加傾向が続く

と見込まれます。 

【単身高齢者世帯数と総世帯数に占める割合の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料／地域福祉課（各年4月1日現在） 

資料／地域福祉課（各年4月1日現在） 
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資料／地域福祉課（各年4月1日現在） 

単身高齢者世帯数は、平成24年4月1日時点で4,103世帯と4,000世帯を超え

資料／地域福祉課（各年4月1日現在） 
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（2）支援を要する人等の状況 

① 高齢者の状況 

■  介護保険の要介護認定者数は、平成24年8月31日時点で2,859人（要介護認定率

16.3％）、平成28年8月31日現在では3,514人（要介護認定率17.3％）と年々増加し、

平成27年度には要介護認定率が17％を超えました。 

【要介護認定者数の推移】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 障がい者の状況 

■ 障がい者（手帳所持者）は、平成24年4月1日時点で3,881人、平成28年4月1日現在

で4,324人と443人増加しており、総人口の6％を占めています。 

 

【障がい者手帳所持者数の推移】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料／介護保険課（8月31日現在） 
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（単位：人）

行橋
地区

行橋南
地区

行橋北
地区

蓑島
地区

今元
地区

仲津
地区

泉
地区

今川
地区

稗田
地区

延永
地区

椿市
地区

合計

総人口 8,762 6,998 6,823 855 5,680 9,296 14,027 5,477 3,943 8,988 1,832 72,681

1,484 765 875 66 728 927 2,160 903 533 1,209 202 9,852

16.9% 10.9% 12.8% 7.7% 12.8% 10.0% 15.4% 16.5% 13.5% 13.5% 11.0% 13.6%

5,384 4,081 3,799 410 3,221 5,141 8,724 3,312 2,462 5,141 952 42,627

61.5% 58.3% 55.7% 48.0% 56.7% 55.3% 62.2% 60.5% 62.4% 57.2% 52.0% 58.6%

1,894 2,152 2,149 379 1,731 3,228 3,143 1,262 948 2,638 678 20,202

21.6% 30.8% 31.5% 44.3% 30.5% 34.7% 22.4% 23.0% 24.1% 29.3% 37.0% 27.8%

資料／住民基本台帳・外国人登録（平成28年4月末現在）

年少人口
（0～14歳）

生産年齢人口
（15～64歳）

高齢者人口
（65歳以上）

 

 

■ 本市の総世帯数は、平成28年4月1日現在31,334世帯で、1世帯あたりの世帯人員は平均

2.32人となっています。近年、世帯数は増加していますが、世帯人員は減少しています。 

【総世帯数と一世帯あたり人員の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 単身高齢者世帯数は、平成24年4月1日時点で4,103世帯と4,000世帯を超え、平成28

年4月1日現在で5,175世帯と4年間で1,072世帯増加しており、今後も増加傾向が続く

と見込まれます。 

【単身高齢者世帯数と総世帯数に占める割合の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料／地域福祉課（各年4月1日現在） 

資料／地域福祉課（各年4月1日現在） 
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【障がい者手帳所持者数の推移】 

（単位：人）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

身体障害者手帳所持者 2,986 3,030 3,297 3,105 3,220

総人口に占める割合 4.1% 4.2% 4.5% 4.3% 4.4%

療育手帳所持者 507 520 549 580 581

総人口に占める割合 0.7% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8%

精神障害者保険福祉手帳所持者 388 409 476 513 530

総人口に占める割合 0.5% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7%

計 3,881 3,959 4,322 4,198 4,331

総人口に占める割合 5.4% 5.5% 5.9% 5.8% 6.0%

資料／地域福祉課（ 4月 1日現在）

※合計は内訳の合計であり、各手帳の重複所持者は除いていない。  
 

③ 子ども・子育て家庭の状況 

■ 18歳未満の児童人口は、12,000人台で推移しており、平成28年8月31日現在で

12,036人となっています。総人口に占める割合は低下しており、少子高齢化が進んでい

ることがわかります。 

【児童人口の推移】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■  ひとり親家庭は800世帯台で推移しており、平成28年4月1日現在で824世帯（一般世

帯の2.63％）となっています。 

【ひとり親家庭帯の推移】 

（単位：世帯）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

29,707 30,194 30,539 30,959 31,334

874 893 856 862 824

2.94% 2.96% 2.80% 2.78% 2.63%

一般世帯

ひとり親家庭世帯
 

 資料／地域福祉課（各年4月1日現在） 

資料／住民基本台帳・外国人登録（8月31日現在） 
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④ 外国人の状況 

■ 本市の外国人登録人口は、平成28年8月31日現在で446人と400人を超えました。 

国籍別にみると、大韓民国や朝鮮民主主義人民共和国の人が多いのがわかります。 

【外国人の状況】 

（単位：人）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

388 383 394 393 446

大韓民国・朝鮮民主主義共和国 142 137 131 127 119

中華人民共和国 92 79 82 81 90

ブラジル連邦共和国 9 10 8 10 14

フィリピン共和国 79 79 81 83 88

その他 66 78 92 92 135

外国人登録人口

国
籍
別
内
訳

 

 

 

⑤ 生活保護世帯等の状況 

■ 生活保護世帯は1,100世帯台で推移しており、平成28年8月31日現在で1,136世帯

(1,460人)、保護率は20.7‰となっています。 

【生活保護世帯等の状況】 

（単位：世帯）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

1,181 1,165 1,152 1,142 1,136

高齢者世帯 592 612 626 641 666

ひとり親世帯 88 84 72 54 55

傷病・障がい者世帯 353 330 315 312 301

その他の世帯 148 139 139 135 114

1,632 1,618 1,564 1,509 1,460

23.3 22.9 22.1 21.3 20.7

生活保護世帯

保護人員（人）

保護率(‰）  
 

 

 

資料／総合窓口課（各年4月1日） 

資料／生活支援課（8月31日現在） 
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資料／地域福祉課（ 4月 1日現在）

※合計は内訳の合計であり、各手帳の重複所持者は除いていない。  
 

③ 子ども・子育て家庭の状況 
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ひとり親家庭世帯
 

 資料／地域福祉課（各年4月1日現在） 

資料／住民基本台帳・外国人登録（8月31日現在） 
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（3）地域団体等の状況 

① ボランティア団体の状況 

■ 本市の地域で福祉分野をはじめとした各種活動等を行うボランティアの状況をみると、平成

28年4月1日現在のボランティア団体は34団体、登録者数は1,162人となっています。 

【ボランティア団体の状況】 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

団体数（団体） 22 31 34 35 34

登録者数（人） 760 1,104 1,155 1,245 1,162

32 6 7 12 6

ボランティア団体

個人ボランティア数（人）  

 

 

 

 

② 地域活動団体の状況 

■本市の地域活動団体の状況をみると、平成28年4月1日現在、自治会：184団体、民生委

員・児童委員：133人、老人クラブ：101団体、いきいきサロン：99団体となっています。

いきいきサロンの団体数、登録者数は増加傾向にあります。 

【地域活動団体の状況】 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

自治会 団体数（団体） 182 183 183 184 184

民生委員・児童委員 人数（人） 127 133 133 133 133

団体数（団体） 100 100 100 100 101

登録者数（人） 6,531 6,374 6,321 6,143 6,431

団体数（団体） 85 86 89 94 99

登録者数（人） 2,617 2,591 2,653 2,870 3,062

老人クラブ

いきいきサロン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料／行橋市社会福祉協議会（各年４月１日） 

資料／市民相談室、地域福祉課、介護保険課、行橋市社会福祉協議会（各年４月１日） 
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2.3 18.0 77.3 2.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(N=1,011)

計画名だけでなく

計画内容も知っている

計画名は知っているが、

計画内容は知らない

計画名も計画内容も

知らない
-無回答

28.2 68.9 2.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(N=1,011)

あった なかった -無回答

２ 市民アンケート調査結果 

2-1 調査の概要 
■ 平成28年5月27日～6月10日に行橋市内在住の3,000人（20歳以上）を対象に、住民基本

台帳等から無作為に抽出し、郵送による配布・回収で実施しました。 

■ 有効回収数：1,011サンプル（有効回収率 33.7％） 

2-2 アンケート結果 

（1）「行橋市地域福祉計画」の認知度 

 

 

 

「行橋市地域福祉計画」の認知度について、「計画名も計画内容も知らない」という人は

77.3％を占めており、認知度の低い結果となっています。 

年齢別にみると、年齢層が低いほど認知度も低いことがわかりました。 

[問] 「行橋市地域福祉計画」を知っていますか。 

 

 

 

 

 

 

（2）保健福祉情報の必要性 

 

 

 

これまで市の保健福祉情報を必要としたことがあったか尋ねたところ、「あった」と回答

した人は28.2％、「なかった」と回答した人は68.9％となっており、福祉情報を必要とし

た経験がない人が約7割を占めています。 

校区別にみると、福祉情報を必要としたことが「あった」人の割合が最も高かった校区は

「今川」（39.1％）で、次いで「行橋南」（32.5％）、「稗田」（31.1％）と続く。対

して、福祉情報を必要としたことが「なかった」人の割合が最も高かった校区は「蓑島」で

約 9 割の回答者が福祉情報を必要とした経験がないと回答しています。 

[問] これまで保育サービス、高齢者や障がい者への福祉サービス、健康づくりに関する情

報などの、市の保健福祉情報を必要としたことがありましたか。 

 

 

 

 

 

「行橋市地域福祉計画」を熟知している人は2.3％、計画名も計画内容も知らない人は

77.3％ 

市の保健福祉情報を必要としたことが「あった」人は28.2％、「なかった」人は

68.9％ 
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（3）地域団体等の状況 

① ボランティア団体の状況 

■ 本市の地域で福祉分野をはじめとした各種活動等を行うボランティアの状況をみると、平成

28年4月1日現在のボランティア団体は34団体、登録者数は1,162人となっています。 

【ボランティア団体の状況】 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

団体数（団体） 22 31 34 35 34

登録者数（人） 760 1,104 1,155 1,245 1,162

32 6 7 12 6

ボランティア団体

個人ボランティア数（人）  

 

 

 

 

② 地域活動団体の状況 

■本市の地域活動団体の状況をみると、平成28年4月1日現在、自治会：184団体、民生委

員・児童委員：133人、老人クラブ：101団体、いきいきサロン：99団体となっています。

いきいきサロンの団体数、登録者数は増加傾向にあります。 

【地域活動団体の状況】 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

自治会 団体数（団体） 182 183 183 184 184

民生委員・児童委員 人数（人） 127 133 133 133 133

団体数（団体） 100 100 100 100 101

登録者数（人） 6,531 6,374 6,321 6,143 6,431

団体数（団体） 85 86 89 94 99

登録者数（人） 2,617 2,591 2,653 2,870 3,062

老人クラブ

いきいきサロン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料／行橋市社会福祉協議会（各年４月１日） 

資料／市民相談室、地域福祉課、介護保険課、行橋市社会福祉協議会（各年４月１日） 
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55.4  30.9  7.0  6.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(N=285)

すぐに手にいれる

ことができた

時間がかかったが、

手に入れることができた

手にいれることが

できなかった
‐無回答

（3）保健福祉情報の入手状況 

 

 

市の保健福祉情報を必要とした人のうち、その情報が「すぐに手に入れることができた」

人は55.4％と半数を超えています。 

年齢別にみると、最も年齢層の若い「20-24歳」で「手に入れることができなかった」

と回答した人が4割を超えており、他の年齢層と比べて特に高い割合となっています。 

[問] 保健福祉情報を必要としたときにすぐに入手できましたか。 

 

 

 

 

 

 

（4）保健福祉情報の入手先 

 

 

市の保健福祉情報を必要とした人のうち、その情報の入手先を尋ねたところ、「市報ゆく

はし」（50.2％）と「公的機関の窓口」（41.4％）の2つが主な入手先となっています。 

年齢別にみると、「市のホームページ」「インターネットによる情報」の項目において年

齢が若い層の割合が高い。逆に、「民生委員・児童委員ケアマネジャーからの情報」と回答

した人は年齢の高い層の割合が高くなっています。 

[問] 保健福祉情報をどこで入手しましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健福祉情報を必要としたときに「すぐに手に入れることができた」人は55.4％ 

保健福祉情報の入手先は、「市報ゆくはし」（50.2％）、「公的機関の窓口」

（41.4％）が高い 

50.2 

41.4 

19.6 

19.3 

10.9 

6.0 

4.6 

2.5 

2.1 

1.8 

9.8 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

市報ゆくはし

公的機関の窓口（市の窓口など）

市のホームページ

民生委員・児童委員、ケアマネージャー

などからの情報

インターネットによる情報

町内会・行政区の回覧板

社会福祉協議会の窓口（社協だより）

新聞・雑誌

町内会・行政区の寄合・会合

テレビ・ラジオ

その他

福祉サービスを

受けた(N=285)

（％）
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（5）保健福祉情報の入手手段の意向 

 

市の保健福祉情報を必要としなかった人のうち、その情報をどのように入手したいか尋ね

たところ、「市報ゆくはし」が67.6％で最も割合が高くなっています。次いで、「公的機

関の窓口」（50.2％）、「市のホームページ」（39.3％）、「町内会・行政区の回覧板」

（35.7％）、「インターネットによる情報」（30.7％）と続いています。 

年齢別にみると、「市のホームページ」「インターネットによる情報」では40歳代以下

年齢の若い層の割合が高くなっています。 

[問] 保健福祉情報をどのような方法で入手したいですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健福祉情報を「市報ゆくはし」（67.6％）で入手したい人が最も高い 

67.6 

50.2 

39.3 

35.7 

30.7 

15.2 

14.6 

10.5 

10.2 

9.5 

5.2 

0.4 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

市報ゆくはし

公的機関の窓口（市の窓口など）

市のホームページ

町内会・行政区の回覧板

インターネットによる情報

新聞・雑誌

テレビ・ラジオ

民生委員・児童委員、ケアマネージャー

などからの情報

市の情報アプリ

社会福祉協議会の窓口（社協だより）

町内会・行政区の寄合・会合

その他

福祉サービスを

受けていない
(N=697)

（％）
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55.4  30.9  7.0  6.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(N=285)

すぐに手にいれる

ことができた

時間がかかったが、

手に入れることができた

手にいれることが

できなかった
‐無回答

（3）保健福祉情報の入手状況 

 

 

市の保健福祉情報を必要とした人のうち、その情報が「すぐに手に入れることができた」

人は55.4％と半数を超えています。 

年齢別にみると、最も年齢層の若い「20-24歳」で「手に入れることができなかった」

と回答した人が4割を超えており、他の年齢層と比べて特に高い割合となっています。 

[問] 保健福祉情報を必要としたときにすぐに入手できましたか。 

 

 

 

 

 

 

（4）保健福祉情報の入手先 

 

 

市の保健福祉情報を必要とした人のうち、その情報の入手先を尋ねたところ、「市報ゆく

はし」（50.2％）と「公的機関の窓口」（41.4％）の2つが主な入手先となっています。 

年齢別にみると、「市のホームページ」「インターネットによる情報」の項目において年

齢が若い層の割合が高い。逆に、「民生委員・児童委員ケアマネジャーからの情報」と回答

した人は年齢の高い層の割合が高くなっています。 

[問] 保健福祉情報をどこで入手しましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健福祉情報を必要としたときに「すぐに手に入れることができた」人は55.4％ 

保健福祉情報の入手先は、「市報ゆくはし」（50.2％）、「公的機関の窓口」

（41.4％）が高い 

50.2 

41.4 

19.6 

19.3 

10.9 

6.0 

4.6 

2.5 

2.1 

1.8 

9.8 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

市報ゆくはし

公的機関の窓口（市の窓口など）

市のホームページ

民生委員・児童委員、ケアマネージャー

などからの情報

インターネットによる情報

町内会・行政区の回覧板

社会福祉協議会の窓口（社協だより）

新聞・雑誌

町内会・行政区の寄合・会合

テレビ・ラジオ

その他

福祉サービスを

受けた(N=285)

（％）
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69.0  17.0  11.7  2.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(N=1,011)

加入している 加入していない わからない ‐無回答

○ 地域コミュニティ 

（1）自治会への加入状況 

 

地域の自治会への加入状況について、「加入している」人が全体の約7割を占めています。 

年齢別にみると、年齢層が上がるほど自治会への加入の割合は高くなっています。 

校区別にみると、自治会へ「加入している」割合が高い校区は順に「稗田」（82.2％）、

「蓑島」（81.8％）、「仲津」（80.6％）、「泉」（78.7％）となっています。対して、

「加入している」割合が最も低い校区は「行橋」で50.6％と加入状況が半数に留まってい

ます。 

[問] 地域の自治会（区）に加入していますか。 

 

 

 

 

 

（2）公民館の利用状況 

 

 

地域の公民館の利用状況について、公民館を「利用している」人は34.6％、「利用して

いない」人は63.7％で、未利用者が6割を超えています。 

年齢別にみると、年齢層が上がるほど公民館の利用率は高くなっています。 

[問] 地域の公民館を利用していますか。 

 

 

 

 

 

 

自治会へ「加入している」人は69.0％で約７割いる 

公民館を「利用していない」人は63.7％で６割を超えている 

34.6  63.7  1.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(N=1,011)

利用している 利用していない ‐無回答
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77.7 

14.6 

13.7 

11.4 

11.4 

6.3 

3.4 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

地区の集会・寄合

子ども会の活動

（保護者の立場で）

健康づくり・福祉活動

（いきいきサロン）

サークル活動

講座・講演会

公民館教室

その他
利用している
(N=350)

（％）

（3）公民館の利用目的 

 

公民館の利用者のうち、公民館の利用目的を尋ねたところ、最も多かった回答が「地区の

集会・寄合」（77.7％）となっています。 

年齢別にみると、「地区の集会・寄合」については年齢層の偏りはあまりみられないが、

「子ども会の活動」では20歳代～40歳代で回答が集中しており、「健康づくり・福祉活

動」「講座・講演会」では60歳代以上の高齢者に回答が集中しています。他に、「サークル

活動」「公民館教室」などにおいては20歳代の利用割合も高くなっています。 

校区別にみると、「子ども会の活動」では「行橋北」（38.1％）、「行橋南」

（22.6％）、「行橋」（20.4％）の利用の割合が高くなっています。 

[問] 公民館を何の目的で利用していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公民館を利用する目的は「地区の集会・寄合」（77.7％）が最も高い 
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69.0  17.0  11.7  2.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(N=1,011)

加入している 加入していない わからない ‐無回答

○ 地域コミュニティ 

（1）自治会への加入状況 

 

地域の自治会への加入状況について、「加入している」人が全体の約7割を占めています。 

年齢別にみると、年齢層が上がるほど自治会への加入の割合は高くなっています。 

校区別にみると、自治会へ「加入している」割合が高い校区は順に「稗田」（82.2％）、

「蓑島」（81.8％）、「仲津」（80.6％）、「泉」（78.7％）となっています。対して、

「加入している」割合が最も低い校区は「行橋」で50.6％と加入状況が半数に留まってい

ます。 

[問] 地域の自治会（区）に加入していますか。 

 

 

 

 

 

（2）公民館の利用状況 

 

 

地域の公民館の利用状況について、公民館を「利用している」人は34.6％、「利用して

いない」人は63.7％で、未利用者が6割を超えています。 

年齢別にみると、年齢層が上がるほど公民館の利用率は高くなっています。 

[問] 地域の公民館を利用していますか。 

 

 

 

 

 

 

自治会へ「加入している」人は69.0％で約７割いる 

公民館を「利用していない」人は63.7％で６割を超えている 

34.6  63.7  1.7 
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全体(N=1,011)

利用している 利用していない ‐無回答
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75.2 

35.5 

30.5 

11.9 

11.1 

8.6 

7.1 

6.1 

3.5 

1.1 

9.8 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

日常、地域の人と

あいさつを交わすとき

自治会（区）の活動

地域のお祭り

通学路の交通安全運動等

子ども会やＰＴＡの活動

運動会等のレクリエーション

地域でのボランティア活動

老人クラブや婦人会の活動

防火活動や防災訓練

その他

つながりを感じたことはない 全体(N=1,011)

（％）

（4）地域のつながりを感じるとき 

 

地域の人とのつながりをのようなときに感じるか尋ねたところ、最も割合が高かった回答

は、「日常、地域の人とあいさつを交わすとき」（75.2％）、次いで「自治会の活動」

（35.5％）、「地域のお祭り」（30.5％）と続いています。対して、全体の約1割が「つな

がりを感じたことはない」と回答しています。 

男女別にみると、「地域のお祭り」「地域でのボランティア活動」「自治会の活動」など

の項目では男性の割合が高く、「子ども会やPTAの活動」「日常、地域の人とあいさつを

交わすとき」などの項目では女性の割合が高くなっています。 

年齢別にみると、「日常、地域の人とあいさつを交わすとき」「自治会の活動」「地域の

お祭り」「地域でのボランティア活動」「老人クラブや婦人会の活動」においては、年齢の

高い層に回答の割合が高くなっています。また、「通学路の交通安全運動等」「子ども会や

PTAの活動」では40歳代以下の年齢の若い層での回答の割合が高い傾向にあります。 

校区別にみると、「日常、地域の人とあいさつを交わすとき」では、「稗田」

（86.7％）、「今元」（82.6％）、「椿市」（80.0％）の校区で割合が高くなっています。

また、「蓑島島」においては、「地域のお祭り」（72.7％）、「地域でのボランティア活

動」（18.2％）の項目で、他の校区に比べ特に高い割合となっています。 

[問] 地域の人とのつながりをどのようなときに感じますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域のつながりを感じることは「日常、地域の人とあいさつを交わすとき」（75.2％）

が最も高い 
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10.0  31.4  39.6  10.6  6.8  1.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(N=1,011)

お互いの家を

よく行き来し、

困ったときは

互いに

相談し合う

家を行き来する

程ではないが、

付き合いもあり、

道で会うと

世間話をする

付き合いは

あまりないが、

道で会うと

挨拶はする

付き合いは

ほとんどないが、

顔は知っている

まったく付き

合いがなく、

どんな人か

わからない

‐無回答

（5）近隣住民との付き合い方 

 

近隣住民との付き合い方について、「付き合いはあまりないが、道で会うと挨拶はする」

（39.6％）の割合が最も高く、その次に「家を行き来する程ではないが、付き合いもあり、

道で会うと世間話をする」（31.4％）となっています。「お互いの家をよく行き来し、困っ

たときは互いに相談しあう」といった密な付き合いをするという回答者は、全体の1割程度と

なっています。 

年齢別にみると、「お互いの家をよく行き来し、困ったときは互いに相談しあう」といっ

た密な付き合いをする回答者は、「75歳以上」35.5％が最も割合が高く、64歳以下の年

齢層では、すべての年齢層で回答が1割以下となっています。対して、「まったく付き合い

がなく、どんな人かわからない」では、20歳代～30歳代に回答が集中している。年齢が高

いほど近隣住民との関係は密であるのに対し、年齢が若いほど近隣住民との関係は希薄にな

っていることが分かります。 

校区別にみると、「お互いの家をよく行き来し、困ったときは互いに相談しあう」の回答

で最も割合が高い校区は「椿市」（24.0％）で他の校区と比べ高い割合となっています。

対して、「まったく付き合いがなく、どんな人かわからない」では、「行橋」（13.8％）

の割合が高くなっています。 

[問] 近隣の人と、どの程度の付き合いがありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近隣住民とは、「付き合いはあまりないが、道で会うと挨拶はする」程度の付き合い

が、約４割を占めている 
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1.1 

9.8 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

日常、地域の人と

あいさつを交わすとき

自治会（区）の活動

地域のお祭り

通学路の交通安全運動等

子ども会やＰＴＡの活動

運動会等のレクリエーション

地域でのボランティア活動

老人クラブや婦人会の活動

防火活動や防災訓練

その他

つながりを感じたことはない 全体(N=1,011)

（％）

（4）地域のつながりを感じるとき 

 

地域の人とのつながりをのようなときに感じるか尋ねたところ、最も割合が高かった回答

は、「日常、地域の人とあいさつを交わすとき」（75.2％）、次いで「自治会の活動」

（35.5％）、「地域のお祭り」（30.5％）と続いています。対して、全体の約1割が「つな

がりを感じたことはない」と回答しています。 

男女別にみると、「地域のお祭り」「地域でのボランティア活動」「自治会の活動」など

の項目では男性の割合が高く、「子ども会やPTAの活動」「日常、地域の人とあいさつを

交わすとき」などの項目では女性の割合が高くなっています。 

年齢別にみると、「日常、地域の人とあいさつを交わすとき」「自治会の活動」「地域の

お祭り」「地域でのボランティア活動」「老人クラブや婦人会の活動」においては、年齢の

高い層に回答の割合が高くなっています。また、「通学路の交通安全運動等」「子ども会や

PTAの活動」では40歳代以下の年齢の若い層での回答の割合が高い傾向にあります。 

校区別にみると、「日常、地域の人とあいさつを交わすとき」では、「稗田」

（86.7％）、「今元」（82.6％）、「椿市」（80.0％）の校区で割合が高くなっています。

また、「蓑島島」においては、「地域のお祭り」（72.7％）、「地域でのボランティア活

動」（18.2％）の項目で、他の校区に比べ特に高い割合となっています。 

[問] 地域の人とのつながりをどのようなときに感じますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域のつながりを感じることは「日常、地域の人とあいさつを交わすとき」（75.2％）

が最も高い 
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76.1 

32.4 

24.4 

15.9 

13.1 

13.1 

4.5 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

普段付き合う

機会がないから

仕事や家事・育児等で

忙しく時間がないから

あまり関わりを

もちたくないから

同世代の人が

近くにいないから

気の合う人・話の合う人が

近くにいないから

引っ越してきて間もないから

その他
近隣との付き合い

が希薄(N=176)

（％）

（6）付き合いが希薄な理由 

 

近隣住民との関係が希薄な人において、その理由と尋ねたところ、「普段付き合う機会がな

いから」が76.1％で最も割合が高く、次いで「仕事や家事・育児等で忙しく時間がないか

ら」（32.4％）、「あまり関わりを持ちたくないから」（24.4％）と続いています。 

男女別にみると、「普段付き合う機会がないから」は男性の方が割合が高く、「同世代の

人が近くにいないから」「仕事や家事・育児等で忙しく時間がないから」「あまり関わりを

持ちたくないから」などの項目では女性の割合が高くなっています。 

年齢別にみると、「普段付き合う機会がないから」では、20歳代～30歳代での回答の割

合が特に高くなっています。 

[問] 付き合いがない理由は何ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付き合いが希薄な理由は、「普段付き合う機会がないから」（76.1％）が最も高い 
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13.0 
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9.1 

21.7 

15.7 

16.2 

18.8 

26.7 

16.3 

28.0 

21.9 

37.7 

30.1 

45.5 

27.5 

32.1 

30.5 

21.9 

24.4 

41.9 

16.0 

21.3 

14.3 

14.5 

18.2 

17.4 

23.1 

22.8 

17.2 

26.7 

17.8 

28.0 

45.0 

33.8 

38.6 

27.3 

29.0 

28.4 

26.4 

42.2 

22.2 

22.5 

28.0 

1.9 

1.3 

3.6 

0.0 

4.3 

0.7 

4.1 

0.0 

0.0 

1.6 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

行橋
(n=160)

行橋南
(n=77)

行橋北
(n=83)

蓑島
(n=11)

今元
(n=69)

仲津
(n=134)

泉
(n=197)

今川
(n=64)

稗田
(n=45)

延永
(n=129)

椿市
(n=25)

15.7  29.9  20.1  31.8  2.5 全体(N=1,011)

よく参加

している

時々参加

している

あまり参加

していない

まったく参加

していない
‐無回答

（7）地域活動への参加状況 

 

地域活動への参加状況について、『参加派』（「よく参加している」「時々参加してい

る」の計）の割合は45.6％、一方、『不参加派』（「まったく参加していない」「あまり

参加していない」の計）の割合は51.9％で、『不参加派』の割合がやや高くなっています。 

年齢別にみると、65歳以上の年齢層で『参加派』が6割を超えており、年齢層のが高く

なるほど、地域活動に参加する割合が高くなっています。 

校区別にみると、『参加派』の割合が高い校区は、順に「延永」（58.1％）、「蓑島」

（54.5％）、「稗田」（51.1％）、「行橋南」（50.6％）となっています。対して、

『不参加派』の割合が高い校区は、順に「行橋」（66.3％）、「今川」（59.4％）、「椿

市」（56.0％）、「行橋北」（53.0％）となっています。 

[問] 地域の活動に、どの程度参加していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の活動への参加状況は、『参加派』が45.6％、『不参加派』が51.9％と、不参

加が半数を超える 
 参加

派 

 

45.6 51.9

不参
加派

31.9 66.3

50.6 48.1

43.4 53.0

54.5 45.5

49.3 46.4

47.8 51.5

46.7 49.2

40.6 59.4

51.1 48.9

58.1 40.3

44.0 56.0
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76.1 

32.4 

24.4 

15.9 

13.1 

13.1 

4.5 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

普段付き合う

機会がないから

仕事や家事・育児等で

忙しく時間がないから

あまり関わりを

もちたくないから

同世代の人が

近くにいないから

気の合う人・話の合う人が

近くにいないから

引っ越してきて間もないから

その他
近隣との付き合い

が希薄(N=176)

（％）

（6）付き合いが希薄な理由 

 

近隣住民との関係が希薄な人において、その理由と尋ねたところ、「普段付き合う機会がな

いから」が76.1％で最も割合が高く、次いで「仕事や家事・育児等で忙しく時間がないか

ら」（32.4％）、「あまり関わりを持ちたくないから」（24.4％）と続いています。 

男女別にみると、「普段付き合う機会がないから」は男性の方が割合が高く、「同世代の

人が近くにいないから」「仕事や家事・育児等で忙しく時間がないから」「あまり関わりを

持ちたくないから」などの項目では女性の割合が高くなっています。 

年齢別にみると、「普段付き合う機会がないから」では、20歳代～30歳代での回答の割

合が特に高くなっています。 

[問] 付き合いがない理由は何ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付き合いが希薄な理由は、「普段付き合う機会がないから」（76.1％）が最も高い 

84



資料編 

 86 

76.1 

56.4 

44.5 

15.2 

12.6 

11.3 

11.1 

5.0 

4.1 

3.5 

0.7 

0.4 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

清掃・草取り・植樹などの

環境づくり

自治会（区）の活動

地域のお祭り

子ども会やＰＴＡの活動

老人クラブ・いきいきサロン

運動会等のレクリエーション

地域でのボランティア活動

防火活動・交通安全運動

住環境整備などのまちづくり

婦人会・女性グループ活動

治安対策

その他

参加している
(N=461)

（％）

（8）地域活動の内容 

 

 

地域活動に参加している回答者において、その活動内容を尋ねたところ、「清掃・草取

り・植樹などの環境づくり」（76.1％）の回答が最も割合が高く、次いで「自治会の活

動」（56.4％）、「地域のお祭り」（44.5％）と続いています。 

男女別にみると、「自治会の活動」「地域のお祭り」「地域でのボランティア活動」など

の項目で男性の回答の割合が高く、「子ども会やPTAの活動」「婦人会・女性グループ活動」

「老人クラブ・いきいきサロン」などの項目では女性の回答の割合が高くなっています。 

[問] どのような地域活動に参加していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活動の内容は、「清掃・草取り・植樹などの環境づくり」（76.1％）が最も

高い 
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9.3 31.6 57.7 1.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

参加していない
(N=525)

参加したい 参加したいができない 参加したくない -無回答

67.0 

50.7 

33.5 

30.2 

27.0 

10.2 

10.2 

5.6 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

夜間や休日、または平日昼間など、

自分に合った時間帯に参加できること

身近なところや便利なところに

活動できる場所があること

身近な団体や活動内容に関する

情報が手に入ること

友人や家族と一緒に参加できること

家族や職場の理解・協力が得られること

自分の所属する学校や職場で

活動が行われていること

活動に参加することでメリット（報酬等）が

得られること

その他

参加意向あり
(N=215)

（％）

（9）地域活動への参加意向 

 

地域活動に参加していない回答者において、今後地域活動に参加する意向があるか尋ねた

ところ、「参加したくない」が57.7％と約6割を占めています。次いで、「参加したいがで

きない」が31.6％、「参加したい」が9.3％となっています。 

年齢別にみると、「参加したい」では、60歳代や75歳以上の回答者でその割合が高くな

っているが、対して「参加したくない」では40歳代以下の年齢の若い層で割合が高くなっ

ています。 

[問] 今後地域活動に参加したいですか。 

 

 

 

（10）地域活動への参加条件 

 

地域活動への参加意向がある回答者において、その参加条件を尋ねたところ、「夜間や休

日、または平日昼間など自分に合った時間帯に参加できること」（67.0％）の回答が最も

割合が高く、次いで「身近なところや便利なところに活動できる場所があること」

（50.7％）、「身近な団体や活動内容に関する情報が手に入ること」（33.5％）、「友人

や家族と一緒に参加できること」（30.2％）、「家族や職場の理解・協力が得られるこ

と」（27.0％）に続いています。 

年齢別にみると、「夜間や休日、または平日昼間など自分に合った時間帯に参加できるこ

と」については、20歳代から50歳代の層で回答の割合が比較的高くなっています。 

[問] 今後、どのような環境や条件が整えば活動に参加できますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活動をしていない人の参加意向は、「参加したくない」が約６割を占める 

地域活動への参加条件は、「夜間や休日、または平日昼間など自分に合った時間帯

に参加できること」（67.0％）が最も高い 
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56.4 

44.5 

15.2 

12.6 

11.3 

11.1 
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0.4 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

清掃・草取り・植樹などの

環境づくり

自治会（区）の活動

地域のお祭り

子ども会やＰＴＡの活動

老人クラブ・いきいきサロン

運動会等のレクリエーション

地域でのボランティア活動

防火活動・交通安全運動

住環境整備などのまちづくり

婦人会・女性グループ活動

治安対策

その他

参加している
(N=461)

（％）

（8）地域活動の内容 

 

 

地域活動に参加している回答者において、その活動内容を尋ねたところ、「清掃・草取

り・植樹などの環境づくり」（76.1％）の回答が最も割合が高く、次いで「自治会の活

動」（56.4％）、「地域のお祭り」（44.5％）と続いています。 

男女別にみると、「自治会の活動」「地域のお祭り」「地域でのボランティア活動」など

の項目で男性の回答の割合が高く、「子ども会やPTAの活動」「婦人会・女性グループ活動」

「老人クラブ・いきいきサロン」などの項目では女性の回答の割合が高くなっています。 

[問] どのような地域活動に参加していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活動の内容は、「清掃・草取り・植樹などの環境づくり」（76.1％）が最も

高い 
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59.3 

53.6 

33.8 

31.5 

28.0 

24.5 

21.9 

21.1 

19.0 

0.8 

7.3 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

災害時の手助け

安否確認の声かけ

高齢者などの見守り

通院など外出の手伝い

買物の手伝い

お弁当の配食

家事の手伝い

話し相手

短時間の子どもの預かり

その他

特にない 全体(N=1,011)

（％）

（11）地域住民から受けたい支援内容 

 

地域住民から受けたい支援内容について、「災害時の手助け」（59.3％）が最も割合が

高く、次いで「安否確認の声かけ」（53.6％）、「高齢者などの見守り」（33.8％）、

「通院など外出の手伝い」（31.5％）と続いています。 

年齢別にみると、「安否確認の声かけ」は比較的60歳以上の高齢者においての割合が高

くなっています。また、「短時間の子どもの預かり」では30歳代以下の年齢の若い層で回

答が集中しています。 

校区別にみると、「蓑島」校区では、「災害時の手助け」「高齢者などの見守り」「通院

など外出の手伝い」「買い物の手伝い」「お弁当の配食」「家事の手伝い」などの項目にお

いて、他の校区と比べて特に割合が高くなっています。 

[問] あなたや家族が、日常生活が不自由になったとき、地域でどのような手助けを受けた

いですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域住民から受けたい支援内容は「災害時の手助け」（59.3％）、「安否確認の声

かけ」（53.6％）の回答が高い 
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安否確認の声かけ

災害時の手助け

話し相手

買物の手伝い

高齢者などの見守り

短時間の子どもの預かり

通院など外出の手伝い

お弁当の配食

家事の手伝い

その他

特にない
全体(N=1,011)

（％）

（12）地域住民へ可能な支援内容 

 

地域住民への可能な支援内容について、「安否確認の声かけ」（69.3％）が最も割合が

高く、次いで「災害時の手助け」（52.5％）、「話し相手」（35.4％）、「買い物の手伝

い」（28.9％）続いています。 

男女別にみると、男性は女性よりも「災害時の手助け」が、女性は男性よりも「話し相

手」と回答している割合が高くなっています。 

年齢別にみると、「安否確認の声かけ」では、40歳代～60歳代の年齢層の回答の割合が

高くなっています。「災害時の手助け」では30歳代の回答の割合が最も高くなっています。 

校区別にみると、「安否確認の声かけ」では「稗田」（80.0％）、「椿市」（80.0％）

の校区において回答の割合が高くなっています。 

[問] 困っている近隣住民へ、あなたはどのような手助けができると思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域住民へできる支援内容は、「安否確認の声かけ」（69.3％）、「災害時の手助け」

（52.5％）の回答が最も高い 
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24.5 
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0.8 

7.3 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

災害時の手助け

安否確認の声かけ

高齢者などの見守り

通院など外出の手伝い

買物の手伝い

お弁当の配食

家事の手伝い

話し相手

短時間の子どもの預かり

その他

特にない 全体(N=1,011)

（％）

（11）地域住民から受けたい支援内容 

 

地域住民から受けたい支援内容について、「災害時の手助け」（59.3％）が最も割合が

高く、次いで「安否確認の声かけ」（53.6％）、「高齢者などの見守り」（33.8％）、

「通院など外出の手伝い」（31.5％）と続いています。 

年齢別にみると、「安否確認の声かけ」は比較的60歳以上の高齢者においての割合が高

くなっています。また、「短時間の子どもの預かり」では30歳代以下の年齢の若い層で回

答が集中しています。 

校区別にみると、「蓑島」校区では、「災害時の手助け」「高齢者などの見守り」「通院

など外出の手伝い」「買い物の手伝い」「お弁当の配食」「家事の手伝い」などの項目にお

いて、他の校区と比べて特に割合が高くなっています。 

[問] あなたや家族が、日常生活が不自由になったとき、地域でどのような手助けを受けた

いですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域住民から受けたい支援内容は「災害時の手助け」（59.3％）、「安否確認の声

かけ」（53.6％）の回答が高い 
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27.6 

25.9 

17.9 

53.5 

31.3 

73.5 

3.8 

4.0 

5.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

民生委員・児童委員

自治会（町内会・区などの）役員

行橋市内の

ボランティア団体やＮＰＯ

名前も活動内容も

知っている

名前は知っているが、

活動内容は知らない

名前も活動内容も

知らない
-

（N=1,011）

無回答

○ 保健福祉に関する機関 

（1）地域福祉に関する機関の認知度 

① 身近な地域の世話人 

 

 

 

 

 

地域福祉に関する機関（身近な地域の世話人）の認知度について、「民生委員・児童委
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「自治会の役員」の認知度は他の項目に比べて高く、「名前も活動内容も知っている」人は

38.9％と約４割を占めています。「行橋市内のボランティア団体やNPO」は最も認知度が

低く、「名前も活動内容も知らない」人は73.5％と７割以上を占めています。 

年齢別にみると、どの機関も年齢の高い層において、「名前も活動内容も知っている」

「名前は知っているが、活動内容は知らない」と回答する割合が高く、年齢が上がるほど認

知度が高い傾向になっています。 

[問] 地域福祉に関する機関があることを知っていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「民生委員・児童委員」の「名前も活動内容も知らない」人が半数以上を占める 

・ 「自治会の役員」の「名前も活動内容も知っている」人は約４割を占める 

・ 「行橋市内のボランティア団体やNPO」の「名前も活動内容も知らない」人は７

割以上を占める 
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・ 「福岡県認知症医療センター」「行橋京都児童発達相談センター（ポルト）」「行
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知度が高い 
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55.3 

55.2 

53.9 

48.3 

26.5 

25.6 

23.4 

22.3 

21.0 

20.9 

19.4 

11.2 

10.6 

10.0 

2.0 

2.2 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

社会保障制度（医療保険制度・

介護保険制度等）の安定を図る

保健や福祉に関する情報提供を充実させる

緊急時や災害時に身近な地域で

助け合う仕組みを作る

身近な場所で相談できる窓口を増やす

公共の場のバリアフリー化を進める

健康づくり活動や健康教育を充実させる

地域での活動の中心となる人材を育てる

自由に交流できる場を用意する

サービスを提供する事業者を増やす

保健や福祉への関心を高める啓発を行う

多様な要望に応えられるよう豊富な

種類のサービスを用意する

ボランティア活動の拠点を整備する

ボランティア活動を資金面で支援する

人権を守る制度（成年後見制度等）の普及を図る

その他

現状のままでよい 全体(N=1,011)

（％）

○ まちづくり 

（1）健康・安心を実感できるまちづくりに重要なこと 

 

 

 

 

健康・安心を実感できるまちづくりに重要なことについて、「社会保障制度の安定を図

る」（55.3％）が最も割合が高く、次いで「保健や福祉に関する情報提供を充実させる」

（55.2％）、「緊急時や災害時に身近な地域で助け合う仕組みを作る」（53.9％）、「身

近な場所で相談できる窓口を増やす」（48.3％）と続いています。 

男女別にみると、特に「身近な場所で相談できる窓口を増やす」において男性よりも女性

の方が12.9ポイントも上回っており、男女の回答に開きがみられます。 

年齢別にみると、「社会保障制度の安定を図る」においては年齢が上がるほど回答の割合

が高くなる傾向にあり、「保健や福祉に関する情報提供を充実させる」においては、50歳

代、60歳代での回答の割合が高くなっています。 

[問] 健康で安心を実感できるまちづくりに向けて、どのような取り組みが重要だと思いま

すか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康・安心を実感できるまちづくりに重要なことの上位4つは、「社会保障制度

の安定を図る」「保健や福祉に関する情報提供を充実させる」「緊急時や災害時

に身近な地域で助け合う仕組みを作る」「身近な場所で相談できる窓口を増や

す」となっている 

92



資料編 

93 

【参考資料】めだか学級児童41人ワークショップ 

第３期計画策定時の会議の場で「本当に子どもの望んでいることは、子ども達に聴いてみ

てはどうか」という意見をいただきました。今までの地域福祉計画を見直してみると、子ど

もについての議論は会議やアンケート等、全て親や教育機関関係者等、つまりは大人の意見

でしか語られていないことがわかります。今回、社会福祉協議会が夏休みに行っている「め

だか学級」を訪問して簡単なワークショップ形式で子ども達の意見を聴く機会を頂きました。

少し多めにシール貼り過ぎてしまう子もいましたが、子ども達の率直な意見や実情が表れて

いるのではないでしょうか。データとしての活用は難しいですが、子ども達の本当の気持ち

ということで参考資料として掲載させていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q.1 学校のあと・お休みの日はどこでなにをしていますか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めだか学級ワークショップ基本ルール 

○１つの質問に対して当てはまるもの（項目）に１人３個までシールをはる。 

○同じもの（項目）にシールを貼ってはいけません。 

○自分の意見で選ぶ。 

みんないろいろな習い事で大忙し！おそと

よりおうちの中で遊ぶ子達が多いよ！ 
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どうろ・ちゅうしゃじょう
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[問] 健康で安心を実感できるまちづくりに向けて、どのような取り組みが重要だと思いま
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健康・安心を実感できるまちづくりに重要なことの上位4つは、「社会保障制度
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Q.２ なにをしているときがたのしいですか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q.３ ちかくにあったらいいなとおもうものはありますか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やっぱり、ゲーム・パソコンは楽しいね！ 

 おんせんやおしろ、ゆくはしタワーもほしいな～♪ 
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３ 計画策定の経緯 

年度 期日 内容 

平 

成 

22 

年 

度 

平成22年6月25日 

第1回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進委員会 

・ 推進委員会の位置づけについて 

・ 行橋市地域福祉計画推進のスケジュールについて 

・ 福祉パンフレットの作成について 

・ 実務者会議の進行状況及び今後の推進委員会の審議予定について

平成22年7月9日 

第1回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・ 実務者会議の位置づけについて 

・ 行橋市地域福祉計画推進のスケジュールについて 

・ 推進委員会の進行状況及び今後の実務者会議の審議予定について

平成22年9月9日 

第2回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・ ワークショップについて 

・ 総合福祉パンフレット素案について 

・ 市民意識調査（団塊世代アンケート）内容の検討 

・ 情報の提供（地域のホームページ）について 

・ 権利擁護ネットワークの構築について 

・ 今後の地域福祉計画推進のスケジュール及び審議予定について 

平成22年10月14日 

第3回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・ ワークショップについて 

・ 団塊世代の生活に関するアンケート調査について 

・ 総合福祉パンフレットについて 

平成23年1月17日～2月14日  団塊の世代に対するアンケート調査 

平成23年3月3日 

第4回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・ 地域福祉計画推進状況の報告 

・ 平成22年度に行った主な事業についての報告 

・ 来年度以降の取り組みについて 

平成23年3月3日 

第2回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進委員会 

・ 地域福祉計画推進状況の報告 

・ 平成22年度に行った主な事業についての報告 

・ 来年度以降の取り組みについて 

平 

成 

23 

年 

度 

平成23年7月14日 

第1回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進委員会 

・ 行橋市地域福祉計画推進のスケジュールについて 

・ 実務者会議の進行状況及び今後の推進委員会の審議予定について

平成23年7月19日 

第1回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・ 行橋市地域福祉計画推進のスケジュールについて 

・ 推進委員会の進行状況及び今後の実務者会議の審議予定について

平成24年3月22日 

第2回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・ 平成23年度地域福祉計画推進状況について 

・ その他の福祉施策の状況について 

・ 平成24年度の地域福祉計画見直しの体制とスケジュールについ

て 

平成24年3月29日 

第2回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進委員会 

・ 平成23年度地域福祉計画推進状況について 

・ その他の福祉施策の状況について 

・ 平成24年度の地域福祉計画見直しの体制とスケジュールについ

て 
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やっぱり、ゲーム・パソコンは楽しいね！ 

 おんせんやおしろ、ゆくはしタワーもほしいな～♪ 

94
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年度 期日 内容 

平 

成 

24 

年 

度 

平成24年8月2日 
第1回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・ 地域福祉計画見直しの方針について 

平成24年8月31日 
第2回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・ グループディスカッション 

平成24年9月 いきいきサロン活動者アンケート 

平成24年9月～10月 地域ワークショップ参加者アンケート（地域福祉に関するアンケート）

平成24年11月15日 

第3回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・ ＷＳ参加者アンケート及びいきいきサロンアンケート結果について

・ 地域福祉計画の見直しに対する考え方 

平成24年12月17日 

第1回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進委員会 

・ 行橋市地域福祉計画の見直しについて 

・ 次期行橋市地域福祉計画の活動に対する考え方について 

・ 今後の推進委員会の審議予定について 

平成25年1月10日 
第4回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・ 地域福祉計画の素案について 

平成25年1月21日 
第2回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進委員会 

・ 地域福祉計画の素案について 

平成25年2月1日～22日 計画原案に対するパブリックコメント 

平 

成 

25 

年 

度 

平成25年10月28日 

第1回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・第2期行橋市地域福祉計画の推進について 

・ワークショップについて 

平成25年12月25日 
第2回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・空き家対策プロジェクトの状況について 
平 

成 

26 

年 

度 

平成26年10月28日 
第1回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・第2期行橋市地域福祉計画の推進について 

平 

成 

27 

年 

度 

平成27年6月５日 
第1回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・第2期行橋市地域福祉計画の推進について 

平成28年3月28日 
第2回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・第3期行橋市地域福祉計画について 

平 

成 

28 

年 

度 

平成28年5月10日 
第1回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・第3期行橋市地域福祉計画策定に向けて 

平成28年5月18日 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり実務者会議検証ワークショップ（1回目） 

平成28年5月27日～6月10日  市民アンケート 

平成28年6月7日 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり実務者会議検証ワークショップ（2回目） 

平成28年6月27日 
第2回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・第2期行橋市地域福祉計画の評価について 

平成28年8月8日 

第3回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・アンケート結果について 

・第2期行橋市地域福祉計画の評価について 

平成28年8月29日 めだか学級児童ワークショップ 

平成28年12月6日 
第4回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・計画の体系について 

平成29年1月30日 

第1回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進会議 

・行橋市地域福祉計画の見直しについて 

・次期計画の活動について 

平成29年2月28日 
第5回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

第3期行橋市地域福祉計画（案）について 

平成29年3月3日～21日 計画原案に対するパブリックコメント 
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４ みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進委員会等 

設置要綱・名簿 

（設置） 

第１条 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり条例（以下「条例」という。）及び行橋市地

域福祉計画（以下「計画」という。）に基づき、地域福祉を推進し、計画の進行管理及び計画

の見直しを行うために次の組織を設置する。 

(１) みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進委員会（以下「委員会」という。） 

(２) みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議（以下「実務者会議」とい

う。） 

(３) 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」という。）第５５条の２第６項に規

定する住民その他の関係者の意見聴取に必要な会議体（以下「地域協議会」という。） 

（委員会） 

第２条 委員会は、条例及び計画に基づき地域福祉の推進、進行管理及び外部評価並びに計画の

見直しを行う。 

２ 委員は、別表１に掲げる団体等から市長が委嘱する。 

３ 委員会に委員長及び副委員長各１名を置く。 

４ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 

５ 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

７ 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。 

（実務者会議） 

第３条 実務者会議は、条例及び計画に基づく地域福祉の推進及び計画の見直しのための情報の

収集、調査研究等を行い、地域福祉推進について総合的に進行管理する。 

２ 実務者会議の委員は、別表２に掲げる部署団体等から、市長が任命又は委嘱する。 

３ 実務者会議に議長を置く。 

４ 実務者会議の議長は、委員の互選により選出する。 

５ 議長は、実務者会議を代表し、会務を総括する。 

６ 実務者会議の会議は、必要に応じて議長が招集する。 

７ 実務者会議の検討結果は、委員会へ報告するものとする。 

（地域協議会） 

第４条 地域協議会は、法第２４条第２項に規定する事業（以下「地域公益事業」という。）を

実施しようとする社会福祉法人からの要請に基づき、次に掲げる事項について討議する。 

(１) 地域の福祉課題に関すること。 

(２) 地域に求められる福祉サービスの内容に関すること。 

(３) 社会福祉法人が実施を予定している地域公益事業に関すること。 

(４) その他地域公益事業に関すること。 

２ 前条第２項から第５項までの規定は、地域協議会について準用する。この場合において、

「実務者会議」とあるのは「地域協議会」と読み替えるものとする。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（庶務） 

第６条 委員会、実務者会議及び地域協議会（以下「委員会等」という。）の庶務は、地域福祉

課において処理する。 
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年度 期日 内容 

平 

成 

24 

年 

度 

平成24年8月2日 
第1回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・ 地域福祉計画見直しの方針について 

平成24年8月31日 
第2回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・ グループディスカッション 

平成24年9月 いきいきサロン活動者アンケート 

平成24年9月～10月 地域ワークショップ参加者アンケート（地域福祉に関するアンケート）

平成24年11月15日 

第3回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・ ＷＳ参加者アンケート及びいきいきサロンアンケート結果について

・ 地域福祉計画の見直しに対する考え方 

平成24年12月17日 

第1回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進委員会 

・ 行橋市地域福祉計画の見直しについて 

・ 次期行橋市地域福祉計画の活動に対する考え方について 

・ 今後の推進委員会の審議予定について 

平成25年1月10日 
第4回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・ 地域福祉計画の素案について 

平成25年1月21日 
第2回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進委員会 

・ 地域福祉計画の素案について 

平成25年2月1日～22日 計画原案に対するパブリックコメント 

平 

成 

25 

年 

度 

平成25年10月28日 

第1回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・第2期行橋市地域福祉計画の推進について 

・ワークショップについて 

平成25年12月25日 
第2回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・空き家対策プロジェクトの状況について 
平 

成 

26 

年 

度 

平成26年10月28日 
第1回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・第2期行橋市地域福祉計画の推進について 

平 

成 

27 

年 

度 

平成27年6月５日 
第1回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・第2期行橋市地域福祉計画の推進について 

平成28年3月28日 
第2回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・第3期行橋市地域福祉計画について 

平 

成 

28 

年 

度 

平成28年5月10日 
第1回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・第3期行橋市地域福祉計画策定に向けて 

平成28年5月18日 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり実務者会議検証ワークショップ（1回目） 

平成28年5月27日～6月10日  市民アンケート 

平成28年6月7日 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり実務者会議検証ワークショップ（2回目） 

平成28年6月27日 
第2回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・第2期行橋市地域福祉計画の評価について 

平成28年8月8日 

第3回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・アンケート結果について 

・第2期行橋市地域福祉計画の評価について 

平成28年8月29日 めだか学級児童ワークショップ 

平成28年12月6日 
第4回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

・計画の体系について 

平成29年1月30日 

第1回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進会議 

・行橋市地域福祉計画の見直しについて 

・次期計画の活動について 

平成29年2月28日 
第5回 みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議 

第3期行橋市地域福祉計画（案）について 

平成29年3月3日～21日 計画原案に対するパブリックコメント 
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（協力の要請） 

第７条 委員会等は、必要があると認めるときは、関係者に対して、意見、説明その他の必要な

協力を求めることができる。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会等の運営に関し必要な事項は、当該委員会等の委

員長及び議長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年３月２９日告示第２０号） 

この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年４月１日告示第４０号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年４月１日告示第６６号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年３月１日告示第１８号） 

この告示は、公布の日から施行する。 
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＜別表 1＞ 

 

【みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進委員会委員（8 人）】 

 団体名 氏名 

委員長 京都医師会 会長 大原 紀彦 

副委員長 
福岡県立大学 

人間社会学部社会福祉学科 准教授 
村山 浩一郎 

委員 
産業医科大学  

公衆衛生学教室 教授 
松田 晋哉 

委員 行橋市老人クラブ連合会 会長 西江  淳 

委員 行橋市民生委員児童委員協議会 副会長 末松 友子 

委員 市民代表（延永小 PTA 会長） 原  俊行 

委員 京築保健福祉環境事務所 所長 海出 勝己 

委員 行橋市社会福祉協議会 事務局長 菅本  孝 
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（協力の要請） 

第７条 委員会等は、必要があると認めるときは、関係者に対して、意見、説明その他の必要な

協力を求めることができる。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会等の運営に関し必要な事項は、当該委員会等の委

員長及び議長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年３月２９日告示第２０号） 

この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年４月１日告示第４０号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年４月１日告示第６６号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年３月１日告示第１８号） 

この告示は、公布の日から施行する。 
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＜別表 2＞ 

 

【みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議委員（15 人）】 

団体・部署名 氏名 備  考 

福岡県立大学 村山 浩一郎 福岡県立大学人間社会学部社会福祉学科 准教授 

行橋市民生委員 

児童委員協議会 
霍田 陽吉 

行橋北校区民生委員児童委員 

行橋市「在宅介護を支えあう会」副会長 

行橋市地域自立 

支援協議会 
三上 常嘉 

障がい者通所施設「あんだんて」施設長 

行橋市地域自立支援協議会 委員 

行橋市保育協会 坪井 大輔 認定こども園コスモス 園長 

北九州リハビリ 

テーション学院 
森光 洋子 北九州リハビリテーション学院 作業療法学科 学生部長 

市民代表 植村 敏満 会社役員 

行橋市社会福祉 

協議会 
原口 貴志 行橋市社会福祉協議会 地域福祉係長 

地域福祉課 

前田  元 健康づくり推進係長 

松本 裕二郎 障がい者支援室 障がい者支援係長 

子ども支援課 

土肥 正典 子ども未来係長 

石橋 加奈子 子育て支援係（保健師） 

介護保険課 

田邊 正典 介護保険係長 

中畑 万里子 高齢者支援係長（理学療法士） 

山田  浩 高齢者支援係 

生活支援課 大西 丈和 管理係長 

 

 

＜事務局＞ 

地域福祉課 

橋本  明 地域福祉課長 

上原 亮司 福祉政策係長 

吉元 大祐 福祉政策係 

友松 潔彦 福祉政策係 
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＜別表 2＞ 

 

【みんなで支えあう行橋市福祉のまちづくり推進実務者会議委員（15 人）】 

団体・部署名 氏名 備  考 

福岡県立大学 村山 浩一郎 福岡県立大学人間社会学部社会福祉学科 准教授 

行橋市民生委員 

児童委員協議会 
霍田 陽吉 

行橋北校区民生委員児童委員 

行橋市「在宅介護を支えあう会」副会長 

行橋市地域自立 

支援協議会 
三上 常嘉 

障がい者通所施設「あんだんて」施設長 

行橋市地域自立支援協議会 委員 

行橋市保育協会 坪井 大輔 認定こども園コスモス 園長 

北九州リハビリ 

テーション学院 
森光 洋子 北九州リハビリテーション学院 作業療法学科 学生部長 

市民代表 植村 敏満 会社役員 

行橋市社会福祉 

協議会 
原口 貴志 行橋市社会福祉協議会 地域福祉係長 

地域福祉課 

前田  元 健康づくり推進係長 

松本 裕二郎 障がい者支援室 障がい者支援係長 

子ども支援課 

土肥 正典 子ども未来係長 

石橋 加奈子 子育て支援係（保健師） 

介護保険課 

田邊 正典 介護保険係長 

中畑 万里子 高齢者支援係長（理学療法士） 

山田  浩 高齢者支援係 

生活支援課 大西 丈和 管理係長 

 

 

＜事務局＞ 

地域福祉課 

橋本  明 地域福祉課長 

上原 亮司 福祉政策係長 

吉元 大祐 福祉政策係 

友松 潔彦 福祉政策係 
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